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（午前 ９時００分 開会） 

○嶋田委員長 おはようございます。 

  全委員出席されておりますので、ただいまより予算決算常任委員会を開会いたします。 

  それでは、本日の会議を開きます。 

  小城町長が急な公務出張のため、本日欠席されることをお聞きしておりますので、副

町長のごあいさつをお受けいたします。 池田副町長。 

○池田副町長 皆さん、おはようございます。 

  本日、町長が前原国土交通大臣に公共下水道の予算につきまして、要望のため出張い

たしておりまして、本日出席できません。前原大臣は、本日の午前中しか時間がとれな

いとのことでしたので、まことに申しわけございません。かわりまして、私よりあいさ

つをさせていただきます。 

  委員皆様方には、本定例会初日に付託されました認定第２号 平成２１年度斑鳩町一

般会計歳入歳出決算の認定について、並びに認定第３号 平成２１年度斑鳩町国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてをはじめとする６特別会計の歳入歳出決

算の認定について、ご審議のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

  また、本日はお忙しい中、 巳、中川監査委員にも、去る７月２８日から８月３日に

わたり、ご審査いただきました決算審査結果報告のため、ご出席をいただいております

が、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

  以上で、町長にかわりましてのはじめのあいさつとさせていただきます。よろしくお

願いを申し上げます。 

○嶋田委員長 それでは、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

  署名委員に、小林委員、浦野委員のお二人を指名いたします。両委員には、よろしく

お願いいたします。 

  本日と８日、９日の３日間で、付託を受けました議案のうち、一般会計及び各特別会

計の平成２１年度決算を審議してまいりたいと思います。そして、１６日に改めて予算

決算常任委員会を開催し、残りの付託議案であります２２年度の補正予算について審議

してまいりたいと思いますので、委員皆様、また理事者の皆さん、よろしくお願いいた

します。 

  それでは、本会議から付託を受けました認定第２号 平成２１年度斑鳩町一般会計歳

入歳出決算の認定について、認定第３号 平成２１年度斑鳩町国民健康保険事業特別会
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計歳入歳出決算の認定について、認定第４号 平成２１年度斑鳩町老人保健特別会計歳

入歳出決算の認定について、認定第５号 平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について、認定第６号 平成２１年度斑鳩町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第７号 平成２１年度斑鳩町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、認定第８号 平成２１年度斑鳩町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定について、以上７議案を一括議題といたします。 

  はじめに、審査の方法についてお諮りいたします。 

  お手元にお配りしております資料「平成２２年９月議会予算決算常任委員会（決算審

査）の進行予定表」をご覧いただきたいと思います。最初に、代表監査委員から決算審

査意見書にもとづく報告を受けた後、委員の皆さん方から意見書に対するお尋ねがあれ

ば質疑を行い、次いで一般会計及び各特別会計の決算概要について、会計管理者の説明

を受け、質疑を行い、次に、健全化判断比率報告について総務部長の説明を受け、これ

に対する質疑を行うことといたします。次に、一般会計歳入全般について説明を受け、

質疑を行うことといたします。次に、一般会計歳出及び各特別会計についての審査を行

っていただきますが、この審査については各部ごとに審査を行うこととし、一般会計の

各款ごと、また各特別会計ごとに、それぞれ所管部長から説明を受けました後、それぞ

れ質疑を行うということで審査を進めてまいりたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 異議なしと認めます。それでは、そのように進めてまいります。 

  委員並びに理事者の皆さんには、議事進行につきまして、ご協力方よろしくお願いい

たします。なお、理事者の皆さんの説明につきましては、大変長時間にわたるものでご

ざいますので、説明は着席のまましていただいて結構です。 

  それでは、まず最初に、 巳代表監査委員さんのほうから、決算審査結果にもとづき、

ご報告をお受けいたします。 

  巳代表監査委員。 

○ 巳代表監査委員 それでは、平成２１年度斑鳩町一般会計、それから斑鳩町国民健康

保険事業特別会計、以下７特別会計及びこれらの各会計に係ります実質収支に関する調

書、決算付属書類、財産に関する調書、並びに斑鳩町財政健全化判断比率について審査

を行いましたので、その結果につきまして意見を申し上げたいと思います。  
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  まず最初に、２１年度決算についての審査意見でございますが、審査の結果は、各委

員お手元にお持ちの決算審査意見書のとおりでございますが、そこの２ページの一番上

の冒頭のところに審査の結果をまとめさせていただいております。お読みいただいてい

ると思うんですが、審査の結果につきましては、そこに記載のとおり、適正に処理がさ

れているという結論に達しました。そうした経緯につきまして、少し意見書の記載を補

足しながら、少しだけ説明していきたいと思います。 

  余計なところは飛ばしたいと思いますが、まず審査の１ページ、審査の概要でござい

ます。記載のとおりでございます。先ほど申し上げました特別会計、それから各調書類

でございます。それから、審査の期間、８月２３日と書いてありますが、ここの町の会

議室におきまして、審査手続を実施いたしましたのは、先ほど副町長さんおっしゃいま

したように、７月２８日から８月３日の間でございますが、その後、事務局とそれから

監査委員どうし連携しまして、いろんな各種集計表、分析表を作成したり、それから、

審査調書を整理、あるいは意見の形成の積み上げ、そういったものに事務局と監査委員、

連絡しながら、相当私もここへ出てこずに事務所のほうでまとめあげております。それ

で８月２３日まで要しておりますので、その期間をそこに記載いたしております。各種

分析表の検算だとか、あるいはミスプリントがないかとか、いろんなところを見ており

ますので、推敲を何度も何度も重ねて、こういうふうに時間がかかっております。それ

はそういう期間、それから審査手続も記載のとおりでございます。通常の手続、並びに

必要と認めたその他の審査手続を実施いたしております。 

  審査の結果は先ほど申し上げたとおりでございますが、そこだけちょっともう一度再

度、読み上げさせていただきたいと思います。 

審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書及び財産に関する調書の各計数は、関係法令に準拠して調製され

誤りのないものと認められた。また、各基金の運用状況についても計数に誤りはなく適

正に運用されているものと認められた。審査の結果の詳細は以下のとおりであります、

というとおりでございます。要するに、日常の処理、会計処理、それからそのいろんな

帳票に記載、それから最終的に歳入歳出決算書としての決算書類の表示、そういったも

ののすべて実質的、形式的に適正にされているかということを審査させていただきまし

た。いずれも指摘する事項はございません。今申し上げたとおりでございます。 

  それでは、以下、決算総括以下、一般会計、特別会計あるいは財産の状況につきまし
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て、概要記載のとおりでありますが、もうお読みいただいていると思いますので、そこ

のとこは、もう再度あんまり説明申し上げずに、それをすべて１２ページ以下のところ

で概要、概略を４ページ半ほどで、これを要約しておりますので、そこんところを読み

ながらというか、前へ戻ったり、ちょっと補足、書いてないところをちょっと説明させ

てもらったりしたいと思います。 

  １２ページ上のところから、むすびとしまして、真ん中のところまで、その前ページ

までいろんな説明をしておりますが、それを総括すればどういうことかということをこ

こで書いてあります。 

  要するに、決算の規模でございますが、これは前年度よりかなりスリムになってきて

おる。１６ページ、１７ページあたりの表を見てもらいましたら、おわかりいただける

んですが、一般会計では、歳入は約８４億、歳出が７７億円、差し引き形式収支が約７

億円の黒字ということになります。 

  形式収支であるとか実質収支であるとかいうのは、この表に書いてありますが、なか

なかなじみにくい。１８ページから１９ページにかけて、どういうものを表してるかと

いうのを念のためにグラフのような表にさせてもらってます。これを見ていただきます

と、実質収支っていうのはどことどこから引いて何をとってるか、で、形式収支ってい

うのは、どれからどれを引いてどんな計算なのかっていうのを、これをおわかりいただ

いたら、よくご理解いただけると思うのですが。 

  要するに形式収支というのは、もう現金の収入から支出を引いた残りですね。これは、

要するに、基本的にお金が足りないと支払いができないのだから、マイナスはならない

んだけれども、その中で、要するに、前年度繰越金だとか、前年度繰越金の調整と基金

の繰入額ですね、要するに、基金の繰り入れ、こういったものがありますとこれを外し

て計算します。通常は赤字にあんまりなり得ない。時々、こんなんが赤字という団体が

出てくるようでありますが、一般に形式収支は赤字になりにくいものでございます。  

  それから、あとは形式収支から次に実質収支、それから単年度収支、実質単年度収支

というふうにちょっとずつ縮めていくという計算式になります。 

  それから、１９ページに、連結会計では余りこの実質単年度収支というふうな用語は

法律的に使わないそうであります。同じようにとってくるとどうなるか。ここでは、数

字まで入れて算式を出しておりますので、もう一度念のためにお確かめいただいたらと

思いますが、そこのところ、１カ所だけ、ちょっと私のほうのミスプリントがありまし
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て、１９ページのグラフの実質単年度収支というところを矢印して、二つ、「（前年度

繰越金）」という「１４２,９７６」のとこを矢印入れてます。その一番左、「（基金

繰入額）」「２,３５３」とその次のとこまで矢印入ってるの、それひとつ余計までい

ってます。ここの一番左「（実質単年度収支）」は、この矢印は「（基金繰入額）」の

ところで、左側とまらないと、その次にまで突き抜けとるの、これ間違いです。そこだ

けちょっと、できたらお直しいただいたらと思います。そういうふうなふうに見ていた

だくとわかりやすいと。まあ、ちょっと大分前年度より財政規模は縮小されております。 

  それから、連結決算ですね、一般会計と特別会計、繰り入れたり繰り出したりしてお

りますので、それをのけた純計額は差し引き、歳入が１３７億５，０００万円ぐらい、

それから、歳出が約１３５億３，０００万、これが町の大体財政規模であります。そし

て、差し引き２億２，０００万ほどの形式収支ということに、これが町全体の収支かな

というふうになると思います。 

  前年度比で歳入で７億７，０００万円、１７ページの表２を見てもらいますと、歳入

で７億７，０００万円、それから歳出で約１０億減少し、記載してますとおり、財政規

模はかなりスリムになったということでございます。 

  それから次に、予算の執行状況でございますが、その前に、念のために余計なことで

すが、２ページからそのむすびの前の１１ページまで、各会計、あるいは物品、基金と

いうようなところに少し補足しております。これはすべてその１６ページ以下の表、表

をつくっております、表で示しておりますが、表にあらわれた表面的な、形式的な説明

であります。私、補足して申し上げるのは、形式面に出てこない、こういう面があるん

ですよ、こういうこともあるんですよという目に見えないところをちょっと補足してお

りますので、ちょっと両方、まあ、その形式面を読んでいただいて、それから私のお話

もちょっと聞いてもらうと問題が何かということがよくおわかりになるかなというふう

に思います。そんなことで聞いていただけたらと思いますが。 

  予算の執行状況、表面的には３ページの真ん中に書いてあるんですが、歳入の執行率

は余り、ほぼ変動ありません。歳出の執行率は上がってきて、予算消化が進んでおると

いうことでございます。まあ、しかし、不用額、わずかでございますが、４００何万減

っております。これ、不用額が減って予算執行した方が事業はそんだけできたというこ

とに、ある意味では表面的には言えるわけです。しかしまあ、それが必ずしも予算の執

行が高いからいいかというと、これは毎年申し上げてますように、１３、１２ページの
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予算、下から８行目ぐらいから予算の執行状況をちょっと説明しております。必ずしも

いいとは限らない、いいか悪いかは、もう内容的に、実質要るものを実施していくとい

うことが必要であって、もう年度末に予算をどんどん消化するというのは、必ずしもよ

くない。不用額はなるだけ、不要なものは残して、翌年度、再度予算組みをして執行す

るというような姿勢が絶えず必要ではないかと思います。 

  それから、もう一つは不納欠損額が大幅にふえております。１２ページの下から４行

目に前年比５，２００万の不納欠損額をふやしている。これはここに書いてありますよ

うに、表面的なところで書いてありますように、国民健康保険事業の国保税の滞納の未

整理が大分残っておったんですが、相当進みまして、そんな関係で、今期の物すごい件

数の不能欠損処理が進んでおると。しかし、なおまだ未処理のものが相当残っておるよ

うなふうにも見られます。引き続きまして、不納欠損処理は進められなければならない

というふうに思います。 

  それから、財政構造でございますが、いつも申し上げてますとおり、３ページの下か

ら４ページでは、自主財源比率が上がった。これ形式的に上がっております。４６．８、

これは２０ページの表５のとおりでございますが、は４５．８％から４６．８％、自主

財源ですね。自前の財源で使えるお金、前年より比率が上がったということになってる

んですが、しかし、それ１ポイント上がっておりますが、しかし、その中には前年度か

ら繰り越した、前年度の繰り越し、形式収支ですね、そのお金が、要するに、前期繰越

のお金の、それが前年度は３億８，４００万で、ことし５億３００万と１億１，８００

万繰越金がふえてます。前年度から繰り越して上がったからね。だから、それを外して

しまいますと、そんなに上がらないということで、それが４６．１％まで下がります。

だから、自主財源比率が上がってますけど、わずかであるという、実質的にはそういう

ことであろうと思います。 

  それよりも、歳入ベース、そこで書いてありますが、歳入では地方税が約１億円弱減

っております。減収になっている。これ、ずっと続いてきておるんですが、一番ベース

になるべきは町税であるはずなんです。町税が毎年減っている。平成２２年度もこれは

そのままやはり減少していくような見通しのようでございます。自主財源は上がっとる

というけれども、町税が減っていくほうが深刻な感じがいたします。 

  それから、歳出のほうでございますが、歳出は前年度に比べますと、投資的経費、こ

れは表を見てもらったらわかるんですが、投資的経費が２１ページの表を見てもらいま
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すと、投資的経費というところ、１１億４，７００万、投資的経費が減っております。

これは、ここに記載の法隆寺駅の整備だとか、あるいは法隆寺線の整備、その辺の、要

は経費が減りましたので、それで約１１億までで減っておると。それから、全体として

は、補助費が、２１ページの比較の表を見てもらうと、補助費が４億６，０００万ほど

ふえておりますが、これはいろんな何ですね、補助事業、補助をもらう事業があったん

ですが、その中で、まあ、定額給付金が４億４，０００万ほど定額給付金事業がありま

したので、まあ補助費がそんなことでふえておる。それらを除きますと、実質的にはか

なり財政規模は縮小されて、スリムになられたかなというふうに思います。  

  しかし、投資的経費だとか、あるいは今言う、国から県から補助をもらう、支出金を

もらって執行するというのは、これ、どっちかいうと、一定のそういう国のいろんな景

気対策とかいろんな目的があってそういったお金が出てきて事業をすると。あるいは、

投資的経費では、何かを、道路を建設するとかいろんな、駅をどうするとか、改築する

とかいろんな目的があって大きくその支出が膨らむわけですが、そういった投資的経費

だとか補助事業という、補助費的なものを除きますと、あとはそこの人件費、扶助費、

いろんな公債費、修繕費、いろんなん出てきますが、これらはいわゆる言ってみれば、

固定、企業のそういったそのような利益管理あるいは経営管理からいきますと、ほとん

ど固定費と言われるもの、あんまりふやしたり縮めたりできないようなものではないか

と、それ以外の経費というのは。そうすると、それらの経費はあんまり減ってない、む

しろ、わずかずつであるが、ふえつつあるということは、それだけ財政が硬直化してい

くということではないのか。税収は町税が、一方では減っていくのに。だから、そうい

った面を見るときには、ひとつのポイントとして見ていかれるべきではないかというふ

うな感じがいたします。 

  ちょっと、財政構造、財政状況については皆さんに申し上げたいですが、あんまり財

政分析はこだわる必要はない、何かが動くところっと変わってしまいますね。  

  それから、その次、町債の状況でございますが、町債のことしの増加は、あんまりふ

えてはおりません。前年度は相当町債はふえたんですが、町債は一般会計と特別会計の

町債は、２３ページに書いてあります。その他の土地開発公社あるいは水道事業あるい

は７カ町村で運営しております４つほどの一部事務組合ありますが、そこの町が負担し

なければならないであろうという推算した金額です。それらを入れました全町債は１３

ページの下のところにあらわしておりますが、２０１億３，０００万ほどですね。これ
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が前年度は１９７億７，０００万ほどでしたので、それを合わせましても、３億４，８

００万ということで、わずかだけふえております。この中には、公共下水道の町債がそ

れ以上含まれておりますので、それ以外の町債はわずかでありますが、減少してきてい

おるということで、多いとも少ないとも、それは何とも結論は言えませんが、やむを得

ない数字かな、３億ぐらいの、３億５，０００っていうのはやむを得ない数字かな、余

りふえないのが望ましいですというふうに、まずはその辺は後ほど申し上げたと思いま

す。そういうことで、一般会計につきましては町税が減ってきておると。その分を交付

税が国がふやしてくれたので、何とかその辺はそれで、その二つに限りますと、べたべ

たでその辺は可もなし不可もなし、収入については形式的にはやや好転したというふう

に感じられるところでございます。先ほども申し上げてますように、町税の減少傾向が

気になると。しかし、今後はこれが延長して、ＧＤＰは伸びない、名目成長マイナスっ

ていうような、マイナスになってるような時代でございます。他市町村に見習うて、右

へ倣えじゃなしに、何とか町としての独自色、何か異色、そういった発想を持ってどん

な時代が来るかわかりませんので、その中をくぐり抜けていくという、そういった意識

をお持ちになって、全職員、そういった意識をお持ちになって、財政を運営していかれ

るについてはそういうふうには思います。 

  それから、特別会計でございますが、特別会計全体は、３２ページに特別会計全体を

記載しております。形式収支、それから実質収支ともマイナスになっております。マイ

ナスになっておりますが、ただ、前年度より単年度収支で６，３００万円が改善されて

おります。これは国民健康保険特別会計の収支がやや改善しましたので、明くる年のお

金を繰り上げて、先に使うという繰上充用額が８，０００万円ほど減ってきております。

そんなことが特別会計全体に、その形式収支、実質収支が赤字が減ったという原因とな

っております。 

  個々の特別会計でございますが、国民健康保険事業特別会計、規模はここに詳しいこ

とは、８ページの真ん中の辺に書いてありますが、財政規模はほぼ前年度並みです。あ

んまり変動はありません。これは後期高齢者医療制度が分離したりいたしまして、ある

いはその後、その辺はめまぐるしく制度が変わります。だから、そういったように分離

した部分もあったりして、実質的には事業は小さくなっていくんではないかというふう

に思いますが、それから見て、財政規模が変わらないということは、実質的には膨らん

でるのではないか、給付額がふえてるんではないかというふうに思います。ただ、これ
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は政策的におやりになったんじゃなしに、制度が、国がどんどんどんどん、いじってい

きますから、それが原因だろうと思いますが、法定外の一般会計からの繰入額、赤字補

てんの繰入額が前年度は約９，４００万補てんしておりましたが、当年度はそれが２，

１００万円で済んでおるということ。２，１００万で済みながら、なおかつ不納欠損処

理が相当去年よりも国民健康保険事業会計４，５００万円の欠損処理がふえておると思

います。赤字が、不納欠損処理がふえてる、それにもかかわらず一般会計からの補てん

も減っている、それにもかかわらず実質的には黒字に転換しておるということは、ここ

数年、非常にこの会計がマイナスでどうなるんですかという、考えないかんというふう

に、私申し上げとったんですが、これは改善の方向が出てきたということで、喜ばしい

ことかなというふうに思います。ただ、自前の努力で直されたんでなしに、ただいま言

うように、制度がいろんな改廃がありまして、他動的、要するに、そういう自助努力じ

ゃなしに、そういう会計が変わってきたということで収支が改善されたという結果だろ

うと思います。特別、国民健康保険事業特別会計は、そういったところですね。  

  それから、老人保健事業特別会計、それから大字龍田財産区特別会計は、そこに９ペ

ージに少し書いてあります。あまり特に申し上げることはございません。ただ、龍田財

産区特別会計につきましては、下司田池という池を管理するという会計でございますが、

だんだん水利のほうもあんまり要らなくなっていくというような状態のようでございま

して、水利組合側とは絶えず、何ていうんですか、情報交換、意見交換、そういったも

のをおやりになりながら、今後の展望を図っていくと、考えていかれるときではないか

というふうに思います。 

  それから、公共事業、公共下水道事業特別会計も記載のとおりでございます。事業規

模は少し縮まってきております。だから、財政規模も少し縮まったかなということでご

ざいますが、これは事業をふやせば何ぼでもできるというような事業でございますが、

事業をふやしますと、拡大しますと、国庫補助もそれだけついてくるということで、や

ればいいということになるんですが、それ以上に町債の増発が進むということになりま

して、まあ、このぐらいでもいいのではないかというふうに思われます。 

  加入状況は順調に、接続も、加入状況は順調に進んでいるようでございますが、新規

に接続可能になった地域は、比較的早い間に相当加入していただけるんですが、既にも

う整備が終わっている区域についてはなかなか、未加入のご家庭が入ってもらうという、

遅々として進まない、この辺をもう少しペースを上げられるかなというふうに思います。 
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  それから、介護保険事業特別会計、後期高齢者特別会計、その辺は記載のとおりでご

ざいまして、懸念するような点は、さして今のところ、後期高齢者特別会計も未収、収

入未済額もあまり発生しておりません。総額の未収が若干ある程度で、このぐらいの程

度は見切りでいかざるを得ないかなという金額でございます。特に申し上げるところは

ございません。 

  それから、財産の状況、１０ページ、１１ページ、あるいは１４ページから１５ペー

ジにかけて、私まとめておりますが、財産に関する調書はおおむね適正に調製されてお

りまして、特に問題はあるとは思われません。基金につきましては、貯金ですね、積立

金は１１０万円、わずか増加しておりまして、基金の状況のところにも書いてあります

が、現在、全部で基金は２４億１，６００万円、ほぼ前年度と変動はありません。それ

から、それ以外に土地を５筆、金額にいたしまして５億２，０００万円、約５億１，２

００万円保有しております。この土地のこの金額、土地はお金ではありませんので、そ

のまま使えません。これ、使おうと思うと、お金にしてかえて使わないけませんが、５

億余りになっております。これは、要するに、土地開発公社から買い取られた買い上げ

価格、そのまま帳簿価格が載っかっております。だから、土地開発公社のずっと持って

いる間に負担いたしました借入金の利子もすべて含まれて、その中に、価格に入ってお

ります。あるいはまた、最近の地価下落で、どんどんどんどん、その土地も下がってき

ております。そういったことで、現在の時価、その基金に持っております土地、それの

時価とそこの５億何ぼの金額と相当乖離しております。推定時価、要するに、固定資産

税評価額に基づく、固定資産税評価額のもとになる路線価ですね、町の路線価、これを

もとにしました評価額は１億５，７００万ぐらいではないかというふうになりまして、

約３億５，６００万、実際の時価よりは過大の評価が財産として示されておるというこ

とで、もし、売却して処分するときにはそういったものになるかもわからないという、

今現在処分するとしたらそのぐらいになるんと違うかというふうなところでございます。

その辺のところは、各会計、それから財産の状況というところでございます。  

  それから、結び、最後、１５ページから１６ページにかけてででございますが、これ

は、いつも申し上げております。今、平成２０年度分につきましては、既に財務４表が

作成されて、企画財政課の方で計算されておりますが、ここ３年ほど、私、少しそれを

こういった一般の決算の収支の計算の仕方でなしに、活動収支、実際のその町の、行政

活動で収支的にはどうなのかというのを、毎年ちょっと計算、私なりの我流の計算をし
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ておるんですが、表、４１ページの２１、それからその次のあたりに、ちょっとこうい

うようなのを書いておるんですが、４１ページの表を見てもらいますと、上のところで、

これは何を言うとるかいうと、連結の行政活動の資金、どんなふうに、そういった違う

面から見たらなるかという収支になるかという。 

  要するに、そこの表２１の当年度決算額というのが、要するに、これは形式的に一般

会計と特別会計、これだけ収入ありました、それからこれだけの歳出をしましたという

ことで、形式的にこうなってますと。１４６億から１４３億、これは総合、繰入れ、繰

出しを省略しない、消去しない、だんごのグロスのごっつい金額でありますが、それか

らお互いにそこの非活動収入、支出と書いてあるのは、その中には、よそから入ってき

たお金、当年度によそから入ってきたお金でなしに、前年度から持ち越したお金、繰越

金が入ってますよと。それから、町債を発行して借金しましたよ、あるいは持ってる貯

金、基金を取り崩して、歳入に形式的に入れてますよというようなものを外す。そうす

ると、外部から入ってきたお金は何ぼになるか。それがまあ、本当の歳入だろうという、

それがだから、それらのもの除けますと、右から三つ目の枠、当年度収入高、実際に入

っている額、稼いできたお金。１１８億３，９００万。これが一般、特別入れての純粋

の外部から町へ入ってきたお金。 

  それから、支出している方は、同じように町債を返す、これ借金を返してるだけです。

それから、基金に積み立てた金額、それから、もう既に、これ翌年繰上充用額というこ

とで、実際には、前後の、前年度、当年度に調整してるだけの金額。こんなのは外部に

払ったものではないっていうようなのを外しますと、当年度は１２０億１，７００万ほ

ど、実際に、純粋に資金が出ていっておると。差し引き、１億７，８６７万７，０００

円、資金は流出しておりますよという、これが前年度は１３億７，１００万でしたから、

１１億９，２００万、資金の流出がとまっておると、こういうふうになると思います。  

  ここで大きなのは、投資的経費が１１億何千万減っておりますというふうに申し上げ

たんですけど、それが大きな原因だろうというふうに思われます。 

  しかしながら、それをこの次のページ、これに加えまして４３ページ見ていただきま

すと、ここから既に平成２０年度分は、財務４表で発生主義の行政コスト計算書だとか、

いろんなものがつくられておるんですが、そこでですね、その１億７，８００万、マイ

ナスになるんだけれども、要するに、投資的経費というのはその中で１１億６，０００

万、これはまあ投資にお使いになってるから、純粋に、ただ単なる経費が流出していっ
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たのとは違う。これはまあだから、流出から一旦外してみようと。それ以外に非資金的

取引、これをそこへ加えてやらないと、お金は出ていってないけど、こんなもんを入っ

てきている、あるいはこんだけ損をしてるよというのがあって、ひとつは大きな減価償

却、こんな資産を、財産を持ってられる、財産の減価償却、それから、職員の退職金の

要支給額の増加額、あるいは不納欠損で落としてる損失、そんなものを合計しますと、

１４億６，９００万、現金収支以外に、損は、当年度発生しております。差し引きしま

すと、４億８，３００か、４００万ぐらいが、純粋に計算した非資金的収支も入れた赤

字ではないかと。 

これが前年度は、もう少し少なくて、前年度が３億４００万ぐらいでしたから、１億

８，０００万ほどマイナスがふえてきております。これは何かというと、ここの非資金

的取引を除きます前の段階、投資的経費の控除額の段階で、既にもうマイナスがふえて

きておるといったところが原因で、結局は稼ぎ高が減ってきておると、稼ぎと言ったら

いけませんが、純粋に入ってきておるお金、減ってきておるということでございます。

この辺をまとめますと、先ほどから言ってますように、固定的経費がじりじりと若干ふ

えてますよということで、財政は硬直化してきてるという感じが、そういったところの

ようなところを分析してみると感じられますな、ということになるかなと思います。  

  一番最後の１６ページの下から５行ぐらいのところで、当年度決算は、総括は以上の

とおりでありますが、技術的に、記述中に繰り返しているように、財政の硬直化が各所

に見え隠れしていて、将来的に、予想でなく確定しているのは、そこは前のところだけ

確定、どういうことかというと、少子高齢化というのは、予測やとか予想ではありませ

ん。これは多少の違いはあっても、これははっきりしておる。経済がどうなるかという

のはすべて予測になりますが、今の１０歳の人が１０年後に２０歳になる。これは今、

何億人か知らん、何万人かおって、それがごっつうふえるとか減るっていうことはあり

ません。それはそのまま１０歳の人が１０年たったら２０歳になるんです。こんなもん

は、すべて確定しております。だから、少子化が来るというのは確定版であって、確定

をする、これははっきりしとるわけで、それから、あとは、経済成長が伸びないだろう

という点。経済成長が伸びないということは、国税、地方税の税収が減ります。ふえな

いということは、そんなに予算をふやせないんです。地方交付税をふやしてくれるとい

うけど、地方交付税、全部、もとは税金なんです。所得税、法人税、酒税、そういった

メインの税収のうち、地方へ何％かわかつというその交付税法でくれているだけで、こ
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れがふえなかったらふえない。だから、ふえないですよと。国も地方も、財政、歳入ふ

やすっていうことができない。だから、そういった面から硬直化、なるだけ財政の硬直

化はほぐして、弾力的というんですか、弾力的、柔軟性を持ったようなその財政運営に、

言ってみれば、企業で言いますと、そういう固定費部分を少なくして、変動費部分をふ

やす、上場会社、大企業の中には固定費がほとんどない、ほとんど変動費だっていうよ

うな企業があります。それはどうしてるかっていうと、すべて固定的なそういう人件費

も、全部、変動で請け取りで、そんな社内加工をした。社内外注に全部置きかえてるん

ですが、本当に労働政策としていいのかどうか問題あるところで、そんなふうにして、

全部その収入とひもつきで出ていくように運営しているような会社があります。そんな

極端なことはできませんが、要するに、固定的な経費をずっと硬直化させていくと、財

政が縮まったりしたときに大変なことになる。収入ゼロでも維持可能となるような、極

端な極論を言えば、そういったようなことを考えていかないと、そういった財政が縮む

という時代がくると大変にならないかということを、そんな大層に言うことがないんで

すが、気分としてっちゅうか、何っちゅうか、そういう意識をお持ちになって、絶えず

見ていかれるということが必要かと。ちょっとオーバーですが、そんなことを頭の中に

入れられるべきではないかというふうに思います。 

  以上が、決算審査の結論でございます。次に、財政健全化判断比率の審査意見を少し。

こちらは、薄っぺらいもんですので、あんまり大した意味もないんですが、財政健全化

比率についての審査意見を少し言うておこうと思います。 

  お手元の財政健全化判断比率等審査意見書のとおりでございまして、開けてもらいま

すと、わずか３ページにわたるだけの意見書でございますが、すべて記載のとおりでご

ざいます。審査の概要、審査の結果、審査手続ですね、勧告事項、そういったところか

ら、その意見書を構成させていただいとるんですが、記載のとおりでございます。  

  少しだけ、私の見解をそこにちょっとわずかですが、書かせてもらっております。ち

ょっと初めのところから、少し申し上げていきたい。ここ、健全化意見書わずかなもの

で、あるいは皆さん方のお手元にお持ちいただいています、町の方でつくられてる健全

化判断比率等報告書、平成２２年７月斑鳩町、これも薄っぺらいわずかなものでござい

ますが、もとになってる資料は膨大なんです。もう非常に複雑な計算過程を経てこの数

字が出てきております。これを全部、そのいいか、悪いか、わずかな数字からごっつい

数字まで見ようと思うと大変な膨大な資料。それ企画財政のほうでお持ちいただいてま
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す物すごい資料からまとめられたものでございます。 

  要するに、国が決めておるこういった比率を出すのには、この要するに、比率ですか

ら、分子へ何を持ってくる、分母へ何を持ってくる、分母は標準財政規模ということに

ほとんどなってるんですが、この分子を出すのに、大変な計算過程でございまして、審

査をさせていただくのも、その辺に相当手数かかっておりまして、事務局のほうで、そ

の中の検算したり、各積み上げのもとの資料と照合するのに約１週間ほどを要しており

ます。そのぐらい大変な膨大なものから積み上げてきております。最後、出てる比率は

簡単なんですが、そこまでの過程は大変です。分子の計算が大変なんです。  

判断比率は５つからなっておりまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率、それから将来負担比率、それから資金不足比率という５つからなっております

が、実質赤字比率というのは一般会計だけを取り出しました一般会計の赤字が標準財政

規模に対してどのぐらいの割合か、それから、連結実質赤字比率は、連結ベースで赤字

比率がどのくらいになるか。標準財政規模に対してどのぐらいになるか。それから、実

質公債費比率は、非常に複雑な計算です、これも。３年平均の元利償還金を標準財政規

模で割るという計算が基本的なんで、これは非常に複雑、ちょっと説明はしにくい。  

それから、将来負担比率、これは現在であります町債あるいは、例えば、土地開発公

社あたりの借金を負担しなければならんですとか、そういった債務負担行為、それから

職員の退職金の負担額、そういったものを将来負債、将来債務だということで、そうい

ったものから手持ちにあります資金引いたり、あるいは、それに充当されます国だとか

県からの特定収入を見込んで引いたり、あるいは将来の町営住宅の家賃のずっと累計額、

あるいは都市計画税のずっと何十年も先までの収入の見積額、そういったものを引いた

残りが、町から負担せないかん、その将来の借金だということにして、それを標準財政

規模当たりで除して、どのぐらいの借金比率になるかということを出すのが負担比率な

んです。これ、比率は出ますが、簡単にそれでそのとおりだというようなもんでもない

だろうと、私は思います。 

  それから、資金比率っていうのは、そういった収支会計じゃなしに、企業会計ですね、

公営事業会計の資金がどれほど足りないかというのをあらわす、判定するのが資金不足

比率。こうしたものからなっております。 

  で、結果はすべて適正に計算されておりまして、そういった比率につきましても、今

のところ、何ら問題ないという比率に、国の基準に当てはめてみると、何ら問題ないと
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いう比率になっているんです。 

  ちょっとだけ報告しておりますが、赤字比率、これは要するに、赤字を何％かという、

出すその分析でありまして、当町は黒字であります。形式収支が黒字になっております

から、もともと対象にならないものだろうと思いますので、問題外であります。そこの

はじめのところに実質赤字比率が、本当は△なしで書かないかん、そこへ△をつけて、

前年度が７．４５％、当年度が１２．４６％ということは、△がついてるということは、

これは黒字だから、逆なんですね。赤字やったら、そのままの正数でくるんですが、マ

イナスの数字になっている。連結の場合も、その国保会計の赤字があるんですが、それ

を埋めるだけの水道事業の黒字であるとか、一般会計の黒字、そういったものがありま

すので、こちらも同じように黒字でありますから、赤字比率は問題にならない、赤字と

違うから何ら関係ないということになります。両方とも問題ない。しかも、前年度より

は比率が改善されております。そういったものですね。 

余計なことですが、単純な実質赤字比率。これはもう資料を皆さん方、お持ちかなと

思うんですが、平成２０年度分に当てはめてもらう、県下で３９市町村当てはめてもら

いますと、よいほうから、この前年度の７．４５％というのは８番目の数字で、うちは

黒字ですから、県下では８番目の数字ということで悪いことはないということになって

おります。当年度に当てはめて、１２．４６％を前年度と同じだということから当ては

めてみますと、３番目の数字になって、非常にこの実質赤字比率はうちは悪くないとい

う、この総務省の計算式でいきますと、悪くないということで、非常に県下ではいいほ

うになるということに分析されるということになります。 

  それから、実質赤字比率のほうは、前年１．７８黒ですが、ことし８．９、これも好

転しておりますが、こっち側はいわゆる県下のそのランクに当てはめてみますと、３９

のうちの、その去年のランクで２３番目。で、ことしも同じように当てはめてもほとん

ど動かないということで、あんまりいいことはない。いいほうにはならないですね。こ

れはまあ、国保の赤字があったり、何やかやするからかなと思うんですが、まあ、よそ

はその赤字比率が少ないのかもわかりません。その単純な一般会計だけの赤字比率は、

うちは８番目、ことし置き換えると３番目になるかもわからない。この赤字は、上のと

ころは７カ町村ありまして、平群町、上牧町あたりがトップに来まして、７カ町村が実

質赤字になっている。それから、連結の場合は、御所市、高田市、高取町だけが赤字に

なってる、あとは全部黒字になっておるということで、赤字のところがかなりあるとい
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うことですね。しかし、喜んでいていいかどうかというと、これ、形式収支でいってま

すのでね、本当は、実質単年度収支かなんかで見るべきではないかと。そうすると大分

変わるんやないかというふうに思います。総務省は、管理団体、要するに、早期健全化

団体、あるいは財政再建団体、これがどんどん現れますと困るというんですか、あんま

りいいことないということで、ややこういった基準は、今のとこ緩い目にこの標準値が

設定されているんではないかというふうに、私の感じとしては思います。 

  しかし、財務４表、平成２０年度版の行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変

動計算書あるいはもうひとつ、貸借対照表、これらを見ますと、発生主義に置き直した

平成２０年度は赤字になっております。私の、その２０年度、その前の年の計算も赤字

でした。ことしの分も、先ほど言ってますように、４億８，４００万ほど発生主義では

私の計算では赤字になってます。あんまり手放しで比率がいいからって喜んでいるよう

なもんでもないかなというふうに思ったりします。 

  それから、公債費比率８．７％となっておりまして、去年の１１％からよくなってい

ます。全体のそういった財政規模に対して、８．７％の公債費が未償還金に、うちは平

均してかかるというようなことのようであります、この計算でいきますとね。前年度よ

り向上しております。これは、去年に比べますと、元利償還金がわずかでありますが、

減ってきておるということで、減ってきておるようですので、当年度がたまたま少なか

ったということです。これは当年度の元利償還が多いか少ないかで、ころっと変わりま

す。当年度は少なかったんで、好転したと。しかし、少ないということは、それだけ町

債として残っておるわけでありますが、逆で、町債がようけ残った分、当年度償還額が

減っておりますから、公債費比率は結局まあ下がったと。逆の結果になっておる、必ず

しもいいとは言えない。 

  これも県下の３９町村で見ますと５番目ということで、平成２０年度分ですね。２０

年度分のランクをこの２１年の比率で当てはめてみますと、３９番目の２番目になって

るということで、非常にこれはややうちはいいという数字になっておりますが、今申し

上げているように、いいかどうかというのは、考え方かなというふうに思います。  

  それから、将来負担比率、これも２９．５％から１５．７％と半分に下がってると。

非常に、そのだから将来負担が減ったんかなと、一見したら。借金減ったんか、退職金

の負担が減ったのか。そうではありません。これもランクでいきますと、去年で２８番

目。これは上牧町のように３００何％、あるいはどこですか、御所市のように２９１％、
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高いところもありますが、それに比べたら少ない。しかし、これは計算式が３年平均で

やるんですけれども、うちの場合は、たまたま当年度３年平均の都市計画税の、その都

市計画事業への償還に充当した金額というのが、その計算するようになっておりまして、

それが平成１９年、２０年、２１年となって、それが平成１９年度分、それまでの年度

が６０％程度やったやつが平成１９年度、平成２０年が７９．８、７３．６と非常に都

市計画税のうちの都市計画事業債へ充当した金額が高いということで、今、都市計画税

は１億２，５００万ぐらい年間入ってきとると思うんですが、そのうちの大方を都市計

画税で充当できるというような比率、これがしかし、平成２２年度版、平成２１年度は

それの繰り入れ率が充当率が６３．２とまたもとに戻ってる。これが平成２０年は、６

０％程度の都市計画税の、都市計画事業債の充当額が、それ以前と同じように下がった

とすると、平均充当率が６５％ぐらい下がってしまって、この比率は今の倍ぐらいに上

がるんではないかと。２７％ぐらい私の計算では戻るんやないかと思います。  

だから、これは、この数字がいいかっていうと、そういう、もうこれ、都市計画税で

ね、将来、何年分計算しとるんかな。都市計画税が全負債のうち、５１．７億円充当、

わずか１億２，５００万しか入らない都市計画税を、ごっつう、その充当率６０何％、

それで５１億円も、ということは、４２年分ですね。４２年分をここへ充当しての計算

ですから、だれもそんなもん、ここにいてる人おらん時代の話、そこまでの長期のこん

な緩い計算式、だから、こんなのがええか悪いかというのは何とも言えません。そうい

ったもんだというふうにお考えいただけたらと思います。 

  それから、資金不足比率ですが、これは要するに、水道と公共下水道。水道は企業会

計で複式簿記の計算になっておりますが、公共下水道は収支会計、水道の場合は、これ

は要するに、資金は先ほど言ったように、普通の収支会計では形式収支があるから資金

は回るんですが、こういった企業会計の場合は借金をしてお金を回す、あるいは決算は

黒字だけれども、資金は不足しておって、資金繰りが火の車だっていうような、計算合

って勘定足らずというようなことも、そういった企業会計ではよく起こるんですが、そ

ういったもんがないかどうかというのを見るために、こういった比率を出すということ

になっておりますが。これは純粋の手元資金だけで見るんでなしに、みなし現金、みな

し資金をどんだけ持ってるかっていうことで見ることになっておりまして、要するに、

流動資産と言いまして、手元のお金あるいは給水未収金のように、もう集金してきたら

すぐにお金として使える、そういったものは現金だというふうに見るわけです。  
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  決算の時点でまだ払ってない修繕代とか、あるいは県水の料金だとか、そういうもの

を１カ月、２カ月の間に払ってしまわないかんもんは、これは払ったんだと同じだとい

うふうに見て、直に払うもんは、これはお金ないもん、もらってくるもんはお金として

もってるもんやというふうに、流動資産から流動比率を引いて、みなし的に現金何ぼ持

ってるかっていうのを資金として見て、それが１年間の営業収入に対して、ここの場合、

給水収益７億ほどの給水収益でございますが、それに対して何％ぐらい余ってるか足ら

んかという、これを見るということで、うちは、それが２億９，０００万ほど流動資産

の方が多いということで、これがマイナスのところが多いようです。結局、流動比率が

高いということで、ここに書いてありますように、４１．６５％収入に対してもってお

ると。非常にまあ、資金はだぶついているという結果になっているということで、これ

は、資金比率等何ら問題ない。 

  さらに、企業債というのは相当の金額、先ほど２０何億言うたかな、相当の借金ある

んですが、それは長期で返していきます。しかし、水道事業の借金は、水道事業の決算

では資本と見ることになっていて、負債と見ておらない。しかし、この企業債は負債と

見て、その中で企業会計で言うワンイヤールールというのがありまして、１年以内に返

す長期の借金は流動負債、もうすぐにお金は消えていくもんだというふうに見るもんだ

というふうになっておりますので、そういったワンイヤールールを適用しまして、１年

以内に返済しなければならない企業債、予算ベースでいきまして、１億７８０万ほどあ

りますが、それも借金、１年以内に消えてしまうお金だというふうに計算して、流動比

率、流動比率等を修正し直しますと、これが４１．６５％は２６．２％になります。そ

れでも資金は過剰ということで、普通はそこで正数がこないかんやつが△つけてマイナ

スになっております。 

そういったことから、今のところ、資金繰りは何ら問題ない、資金比率についてはう

ちは何も問題ない。将来的には、しかし、企業債の償還年限の方が配水管の耐用年数よ

りやや短いということで資金不足が来すような時代は多少出てくることがあるかわから

んというのは、いつも水道決算で申し上げているとおりでございます。 

  それから、公共下水道事業特別会計は複式簿記になっておりませんので、収支会計、

収支会計で収支ゼロでございますから、資金不足も書いておらない。こういった収支会

計、公共事業の公共下水道事業も本来複式会計にすべきだと思うんですが、赤字がどの

ぐらいかはっきりすべきだと思うんですが、あんまりこれを採用している市町村は少な
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いということで、うちも複式簿記にはされておりません。 

  この場合は負債資産の概念がありませんので、要するに、当年度に繰り上げて使った

と。国民健康保険事業のような翌年の収入を繰り上げて使ったりしたお金がないかどう

か。それから、当年度に払わなければならない支払いを来年に延ばしてないかどうか、

これは、来年に延ばしたらそれは赤字です。実質赤字と見るわけですが、あるいは一般

会計、一般経費に充当する、建設に使う経費に充当するんじゃなしに、維持費に使うよ

うな経費に対して、町債を発行して運営をしてます。そういったものがあると、それは

マイナスになりますよという計算をしなさいとなっておるんですが、それは何もありま

せんので、収支ゼロのままです。収支ゼロは赤字になっておりませんので、赤字比率は

ゼロだということで問題なしということです。 

  すべて、財政健全化比率は良好でありまして、計算も何ら間違いないということで、

適正であるというふうに結論になります。 

  もう一遍繰り返しますが、まとめてみれば、そういうふうに、当面健全化団体になる

とか、財政再建化団体に転落するというようなことは、あまり危機になるというか、そ

ういうような懸念は全くありません。他市町村との比較、よそと比べた相対比較でも、

上位にランクされている比率が非常に多いということで、まあいい団体だなというふう

に結論としてはなるかなと思います。 

  しかし、申し上げておるように、国の基準はそういう具合に、少し私の目から見たら

甘いのと違うかということで、これだけに安心するということはあまりいいとも言えな

いのであります。絶えず緊張感を持って、運営をなさるべきでないかと。一連の収支は

それから見れば、ころっと変貌して、えらいことになるということはないと思うんです

が、時々、何が起こるかわからんということで、弾力的な運営、こういったものを頭の

中に入れてなさる、そういった注意が必要。それから、少子高齢化がしていくので、比

率にこだわらずに、その慎重な運営、弾力化を進展するような運営方法、そういったも

のが必要ではないかというふうに、何度も言っておりますが、私の見解としては、少し

長くなりました。すみません。ご清聴いただいてありがとうございます。以上でござい

ます。 

○嶋田委員長 巳代表監査委員さんにおかれましては、大変ご苦労さまでございました。 

  ただいま報告を受けました審査結果について質疑があればお受けいたします。  

  ございませんか。 
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○ 巳代表監査委員 中川委員さんから、今ご指摘がありました。特別会計を７つと申し

上げたが、６つでしたね、えらいすみません。 

○嶋田委員長 これをもって質疑を終結いたします。 

  巳代表監査委員、中川監査委員には、あらかじめ決算審査結果の報告後、退席の申

し出がございますので、これを許可したいと思います。 

  両監査委員さんには、一般会計及び特別会計の決算審査に当たり、詳細なご報告をい

ただき、ありがとうございました。委員長として心からお礼申し上げます。  

  １０時３０分まで休憩いたします。 

（午前１０時０８分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  続いて、一般会計及び各特別会計の決算概要について、説明を求めます。 

  野﨑会計管理者。 

○野﨑会計管理者 それでは、お手元の資料によります一般会計決算の状況の資料をごら

んいただきたいと思います。座らさせていただいて説明させていただきます。  

  まずはじめに、１ページでございます。資料として一般会計決算、特別会計決算の状

況をお話させていただきますので、朗読をもって説明をさせていただきたいと思います。 

  平成２１年度の予算編成に当たりましては、次に掲げております６項目のまちづくり

の基本施策として掲げまして、前年度当初予算と比較して７億８,０００万円、１０．

１％減の６９億６,０００万円で予算を編成いたしました。平成２１年度予算補正の状

況でありますが、予算執行の過程において、次のとおり９回の補正予算を編成したとこ

ろでございます。繰越明許費を含めました最終現計予算額は８７億４,２４９万８，０

００円になっております。これを前年度の最終予算額と比較しますと、７億８ ,２７０

万６,０００円、８．２％の減少となっておるところでございます。 

  次に２ページでございます。平成２１年度決算収支の状況についてでございます。ま

ず、決算規模でありますが、平成２１年度の一般会計決算額は、前年度と比較して、歳

入が３億６，６４９万５,０００円、４．２％の減少、歳出が５億６，３１２万４,００

０円、６．８％の減少となりました。 

  次に、２、決算収支でございます。（１）形式収支につきましては、歳入決算額８４

億３，４５３万３,０００円から、歳出決算額７７億３，４７２万８,０００円を単純に
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差し引いた形式収支は６億９，９８１万２,０００円の黒字であり、前年度と比較して

１億９，６６３万円、３９．１％の増加となっております。 

  （２）実質収支でございますが、形式収支から翌年度への繰越事業に伴う繰越財源を

差し引いた実質収支額は６億６，３３９万４，０００円の黒字であり、前年度の実質収

支額と比較いたしまして、２億６，６８２万８，０００円増加しているところでござい

ます。 

  （３）単年度収支につきましては、平成２１年度の実質収支から平成２０年度の実質

収支を差し引いた単年度収支は２億６，６８２万８,０００円の黒字であり、前年度と

比較いたしまして１億１,７２９万９,０００円増加いたしておるところでございます。 

  （４）実質単年度収支につきましては、平成２１年度の実質単年度収支は２億６，９

１８万円黒字となり、前年度と比較いたしまして１億９，３２０万１，０００円増加を

しておるところでございます。 

  決算収支の推移の表につきましては、各５年間の推移を示しておりまして、説明につ

いては省略とさせていただきたいと思います。 

  次に飛びまして、４ページでございます。歳入の状況でございます。１の概要につき

ましては、平成２１年度の歳入決算額は８４億３，４５３万３，０００円となり、前年

度と比較いたしまして３億６，６４９万５，０００円、４．２％の減少となりました。  

平成２１年度決算における歳入の特徴を見てみますと、自主財源の中心である町税は、

前年度と比較して、軽自動車税がわずかに増加したものの、町民税、固定資産税、たば

こ税が大きく減少したことにより、町税全体で対前年度比９，８２４万５，０００円、

３．１％の減少となりました。 

  地方交付税では、地方財政対策が講じられたことにより、国全体の地方交付税総額が

２．７％の増加となっている中、本町においては、基準財政収入額における税収等の減

などにより、対前年度比９，３７７万６，０００円、５．３％の増加となっておるとこ

ろでございます。この結果、一般財源は６１億８，０２６万円で、対前年度比１億６，

８７６万１，０００円、２．８％の増加となり、歳入に占める割合は７３．３％となり

ました。また、その他の歳入では、国庫支出金は、地方道路交付金、安全・安心な学校

づくり交付金などが減額となったものの、自立支援給付費負担金、地域活力基盤創造交

付金、まちづくり交付金、学校情報通信技術環境整備事業費補助金、定額給付金給付事

業費補助金、地域活性化・経済的対策臨時交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金な
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どが増額となったことから、対前年度比７億１，９３３万円、１７２．０％の大幅な増

加となりました。 

  県支出金は、県民税取扱負担金などが減額となったものの、自立支援給付費負担金、

児童厚生施設等整備事業費補助金、地球環境保全対策費等補助金、妊婦健康診査支援費

補助金、衆議院議員選挙費委託金などが増額となったことから、対前年度比５，５７１

万８，０００円、１６．３％の増加となりました。 

  繰入金につきましては、減債基金からの繰入を行ったものの、財政調整基金からの繰

入を行わなかったことにより８，９８９万５，０００円、９８．０％の大幅な減少とな

りました。財産収入は、財産売払収入等が減少したことにより、２，７４６万６，００

０円、８８．２％の大幅な減少となりました。 

また、町債では、学童保育室建設事業債、まちづくり事業債、地方一般財源の不足等

に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行が認められております臨時財政対

策債、減収補てん債が増額となったものの、土地改良事業債、ＪＲ法隆寺駅周辺整備事

業債、学校教育施設等整備事業債、地方特定道路整備事業債、総合福祉会館建設事業債、

地域活性化・緊急安心実現総合対策債が減額となったことによりまして、対前年度比１

１億３，６２０万円、６２．０％の大幅な減少となります。 

  次、５、６ページにつきましては説明を省略させていただきたいと思います。  

  次に、７ページをお開き願いたいと思います。歳出の状況であります。１.概要につ

きましては、平成２１年度の歳出決算額は、７７億３，４７２万１，０００円で、前年

度と比較いたしまして、５億６，３１２万４，０００円、６．８％の減少となりました。 

  歳出の内容を目的別に見てみますと、８ページの表でお示しいたしておりますけれど

も、教育費が学校ＩＣＴ環境整備事業費、斑鳩文化財センター整備事業費、地域活性

化・経済危機対策臨時交付金及び地域活性化・公共投資臨時交付金を活用した各種事業

費などの増加によりまして、対前年度比３億１，２８６万４，０００円、３５．０％、

総務費が定額給付金給付事業費などの増加によりまして、対前年度比１億６，５３９万

４，０００円、１４．２％、衛生費が新型インフルエンザ対応費、地域活性化・経済危

機対策臨時交付金及び地域活性化・公共投資臨時交付金を活用した各種事業費などの増

加によりまして、対前年度比８，６３４万８，０００円、１０．７％の増加となりまし

た。 

一方、土木費がＪＲ法隆寺駅周辺整備事業費、法隆寺線整備事業費などの減少により、
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対前年度比６億１，０２０万６，０００円、４３．６％の大幅な減、民生費が総合保健

福祉会館建設事業費などの減少により、対前年度比５億１，７９３万１，０００円、２

０．８％の減、公債費が昭和５８年度に借り入れました斑鳩南中学校建設事業債、平成

９年度に借り入れたふるさとづくり事業債の完済などにより、対前年度比４，１６４万

１，０００円、４．５％の減少となりました。 

  この結果、歳出の構成比の順といたしまして、１として民生費、２として総務費、３

として教育費、４として衛生費、５として公債費等となっておるところでございます。  

  また、歳出の内容を性質別に見てみますと、９ページの表でお示しいたしております

けれども、義務的経費につきましては、人件費１４億６，８３４万８，０００円、扶助

費５億５，９２７万８，０００円、公債費８億７，８１５万２，０００円となっており

まして、義務的経費全体では２９億５７７万８，０００円となっているところでござい

ます。投資的経費につきましては、普通建設事業費８億２，１０８万円となっていると

ころでございます。 

  その他の経費では、物件費が１６億８，５２０万７，０００円、補助費等１２億４，

９１１万円、繰出金８億５，０６５万２，０００円等となっているところでございます。 

  （１）の義務的経費につきましては、義務的経費全体の歳出総額に占める割合は、前

年度と比較いたしまして２．６ポイント増加し、３７．６％となっているところでござ

います。義務的経費全体で、対前年度比９０万４，０００円の減、増減率は０．０％と

ほぼ横ばいとなっております。また、歳出に充当されました経常一般財源総額に占める

義務的経費充当経常一般財源の割合は、前年度と比較いたしまして１．７ポイント減少

し、４３．６％となっております。 

  （２）消費的経費及び投資的経費につきましては、消費的経費全体の歳出総額に占め

る割合は前年度と比較いたしまして、１２．５ポイント増加し、６６．１％となってお

ります。また、投資的経費全体の歳出総額に占める割合は、前年度と比較いたしまして、

１３．１ポイント減少し、１０．６％となっております。 

  次に、１１ページをお開き願いたいと思います。財政構造等でございます。  

  １.経常収支比率でありますけれども、平成２１年度決算によります経常収支比率は

９２．７％となり、前年度と比較いたしまして１．３ポイント減少いたしているところ

でございます。経常経費における経常収支比率への影響を経費別に見てみますと、繰出

金が公共下水道繰出金や後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金などの増によりまし
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て１．０ポイント増加し、また、維持補修費が町道などの維持補修費の減により０．３

ポイント、公債費が昭和５８年度に借り入れました斑鳩南中学校建設事業債、平成９年

度に借り入れましたふるさとづくり事業債の完済などによりまして１．２ポイント減少

しているところでございます。下表につきましては、５カ年の数字を示したものでござ

いますので、説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。 

  次に、１２ページでございます。２の公債比率でございますが、標準財政規模に対し

ます公債費の割合であります。公債比率は１０．４％となり、前年度と比較いたしまし

て、１．２ポイント減少しております。 

  次に、３、財政力指数でございますが、普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を

基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値を用いましてあらわしまして、

平成２１年度では０．６３５となっております。 

  なお、この指数が１に近く、あるいは１を超えるほど財源に余裕があると言われてお

りますが、近年は地方財政計画の圧縮や税源移譲によりまして上昇する場合もありまし

て、一概に余裕があるとは言えないものと言われております。 

  次に、１３ページをお開き願いたいと思います。各特別会計の状況でございます。  

  まず、国民健康保険事業特別会計決算の状況でございます。 

  平成２１年度国民健康保険事業特別会計当初予算は、前年度当初予算と比較いたしま

して２億７，４９０万円、８．８％減の２８億５，３９０万円で予算を編成いたしまし

た。その後、予算執行の過程におきまして５回の補正予算を編成いたしまして、最終現

計予算額は、３４億４，４３０万７，０００円となっています。これを前年度最終予算

額と比較いたしますと３億２，７８８万９，０００円、８．７％の減額となっています。 

  平成２１年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計決算は、歳入総額２８億５，７５６万

７，０００円、歳出総額３３億５，６０９万４，０００円で、収支差引４億９，８５２

万７，０００円の赤字となります。このため、平成２２年度会計において繰上充用の予

算措置をいたしまして、決算を終えております。なお、平成２２年度に返還すべき療養

給付費負担金８７０万５，０００円、療養給付費等交付金４５９万４，０００円が含ま

れていることから、実質的な収支額は５億１，１８２万６，０００円の赤字となってい

るところでございます。 

  以下の表につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 

  次に飛びまして、１５ページをお願いしたいと思います。老人保健特別会計決算の状
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況でございます。平成２１年度老人保健特別会計当初予算は、前年度当初予算と比較い

たしまして、２億７１６万、８４．９％減少の３，６８４万円で予算を編成いたしまし

た。その後、予算編成の過程におきまして、１回の補正予算を編成し、最終現計予算額

は４，２０６万５，０００円となっております。これを前年度の最終予算額と比較いた

しますと、２億３，１２４万２，０００円、８４．６％の減少となっております。  

  平成２１年度老人保健特別会計歳入歳出決算額は、歳入総額１，０４０万７，０００

円、歳出総額２，４０１万９，０００円で、収支差引１，３６１万２，０００円の赤字

となりました。このため、平成２２年度会計におきまして繰上充用の予算補正措置をい

たしまして、決算を終えたものでございます。本特別会計の制度上の仕組みによりまし

て、この収支不足額につきましては、平成２２年度会計において、支払基金から８０２

万１，０００円、国庫から４４７万３，０００円、県から１１１万８，０００円の精算

交付されることとなっておるところでございます。 

  以下の表につきましては省略させていただきたいと思います。 

  次に飛びまして、１７ページをお開き願いたいと思います。 

大字龍田財産区特別会計決算の状況でございます。平成２１年度大字龍田財産区特別

会計当初予算は、前年度当初予算と比較いたしまして、３１万５，０００円、６，９％

減少の４２３万円で予算を編成いたしました。平成２１年度大字龍田財産区特別会計歳

入歳出決算は、歳入総額４２３万９，０００円、歳出総額が７３万２，０００円で、収

支差引３５０万７，０００円で実質収支額となったところでございます。 

  これにつきましても、以下の表については省略させていただきたいと思います。  

  次に飛びまして、１９ページをお開き願いたいと思います。 

公共下水道事業特別会計決算の状況でございます。平成２１年度公共下水道特別会計

当初予算は、前年度当初予算と比較いたしまして２億４，７５０万円、１５．５％減少

の１３億４，７５０万円で予算を編成いたしました。その後、予算執行の過程におきま

して、３回の補正予算を編成いたしました。また、繰越明許費を含めました最終現計予

算額は１４億４，２４６万７，０００円となっております。これを前年度最終予算額と

比較いたしますと３億９，１０７万２，０００円、２１．３％の減少となっております。 

  平成２１年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１４億２，５６３万

５，０００円、歳出総額１４億２，５６３万５，０００円で、収支差引ゼロ円となった

ところでございます。 
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これにつきましても、以下の表については省略をさせていただきたいと思います。  

  次に飛びまして、２１ページをお開き願いたいと思います。 

  介護保険事業特別会計決算の状況でございます。平成２１年度介護保険事業特別会計

当初予算は、前年度当初予算と比較いたしまして６，５４０万円、４．４％増加の１５

億４，５３０万円で予算の編成をいたしました。予算執行の過程におきまして、４回の

補正予算を編成いたしました。繰越明許費を含めました最終現計予算額は１５億９，８

２６万８，０００円となっております。これを前年度最終予算額と比較いたしますと、

５，７３３万９，０００円で、３．７％の増加となっております。 

  平成２１年度介護保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額１６億１３万２，００

０円、歳出総額１５億６，９２３万７，０００円、収支差引３，０８９万５，０００円

となりました。なお、平成２２年度に返還すべき国庫支出金４４７万９，０００円、県

支出金等２５９万１，０００円、支払基金交付金１９６万７，０００円が含まれている

ことから、実質的な収支額は２，１８５万８，０００円の黒字となっております。  

  次に、２３ページをお願いいたします。 

  後期高齢者医療特別会計決算の状況でございます。平成２１年度後期高齢者医療特別

会計当初予算は前年度当初予算と比較いたしますと１，８５０万円、６．５％の減少の

２億６，５００万円で予算の編成をいたしました。予算執行の過程におきまして、３回

の補正予算を編成いたしまして、最終現計予算額は２億７，２４８万３，０００円とな

っております。これを前年度最終予算額と比較いたしますと１，８９２万８，０００円

で、６．５％の減少となっております。平成２１年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算は、歳入総額が２億６，７５４万円、歳出総額２億６，６６６万７，０００円、収

支差引８７万３，０００円となったところでございます。 

  次に続きまして、資料に基づきます資料３の財産に関する調書をお願いしたいと思い

ます。すみません、資料１の財産に関する調書をお開き願いたいと思います。  

  それでは、財産に関する調書につきましては、前年度から異動がありましたものにつ

きましてご報告をさせていただきたいと思います。 

  まず、財産に関する調書の１ページの１、公有財産（１）土地及び建物で異動のあっ

たところからご報告をさせていただきたいと思います。１ページ以上ございます。  

２ページ目をお開き願いたいと思います。 

  まず、行政財産のところで、上から１７行目でございます。法隆寺駅北口広場で、土
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地で５７８平米の減となっておりますが、広場用地を町道として使用目的を変更いたし

ておりました。異動整理漏れがありましたので、よろしくお願いしたいと思います。  

  次に、表の下段でございます。並松児童公園の建物の木造のところで３平米の増とな

っておりますけれども、これにつきましては便所の新設によりまして、これも異動整理

漏れでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、３ページでございますが、１行目の西里公園の建物の木造のところで１８平米

の増となっております。これにつきましては東屋設置によるもので、これも異動の整理

漏れでございますので、申し訳ございません。 

  次に、下から６行目と７行目でございます。町立斑鳩東学童保育室建物の非木造で１

０９平米の増、それから町立斑鳩学童保育室建物の非木造で１３６平米の増につきまし

ては、それぞれ別棟新築いたしたことによるものでございます。その下の行の斑鳩町文

化財活用センターの非木造建物１８３平米の増につきましては、増改築したことによる

ものでございます。次に、３ページの末尾の行の西部防災公園の土地９７３平米の増に

つきましては、土地開発公社健全化対策用地より普通財産から行政財産への異動に伴い

ます増でございます。 

  次に飛びまして、７ページをお開き願いたいと思います。上から１１行目の（仮称）

服部１丁目地内ごみ置き場で７平米、その下の（仮称）興留１丁目地内ごみ置き場で２

平米、その下の（仮称）龍田西５丁目地内ごみ置き場で２平米、その下の（仮称）目安

北１丁目ごみ置き場２平米の土地の部分で、それぞれ増となっておりますけれども、こ

れにつきましては、開発行為によりまして、町へ帰属されたものでございます。次に、

下段の土地開発公社健全化対策用地の９７３平米の減につきましては、先ほど３ページ

でご説明申し上げました西部防災公園に変更したことによります減でございます。  

  合計でございます。土地につきましては増が９８６平米、減が１，５５１平米で、決

算年度末現在高は３５万７７０平米となっておるところでございます。 

  次に、建物につきましては、木造部分の２１平米の増、非木造部分の増で４２８平米、

建物合計で決算年度末現在高は９万１，９６６平米となっておるところでございます。  

  次に、物品の異動についてでございます。８ページをお開き願いたいと思います。  

  （３）物品の異動についてでございます。これにつきましては、取得価格１００万超

えの重要物品につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、８ページの下から２行目でございます。ポータブルユニットでございます。こ
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れは歯科診療用の器具でございますけれども、老朽化に伴いまして、１セットの減、こ

れにつきましても異動整理漏れでございますので、よろしくお願いしたいと思います。  

  次に、９ページをお開き願いたいと思います。上から３行目の生ごみ再生処理装置で、

老朽化に伴いまして５台減ということでなっておるところでございます。 

  次に、１５行目のＬＧＷＡＮサービス提供装置、総合行政ネットワークサービス提供

装置の更新に伴いまして、機種変更によります１台減となっておるところでございます。 

  次に、下から３行目の空き缶回収機で西公民館・東公民館へ、１台ずつつくって２台

の増となっておるところでございます。次に、その下の投票用紙分類機で１台の増、そ

れから、その下の下段の不正持出禁止システムで、これにつきましては、聖徳太子歴史

資料室開室に伴います図書の不正持出禁止システムの導入に伴いまして、１台の増をい

たしておるところでございます。 

  決算年度末現在高は１１８となっておるところでございます。 

  次に、１０ページをお開き願いたいと思います。車両につきましては、乗用車で２台

の増、４台の減、貨客車で２台の増、１台の減、貨物車で３台の増、２台の減、かわり

まして１１ページの軽自動車で１台の増、それからごみ収集車で２台の増、１台の減で

ございます。そして、一番下の決算年度中の合計では増が１０台、減が８台で、決算年

度末現在高が４５台ということになっておるところでございます。 

  次に、１２ページをお開き願いたいと思います。 

  （４）出資による権利につきましては、決算年度中の増減については異動がございま

せんでした。区分の下段の地方公共団体金融機構につきましては、平成２１年６月に

「地方公営企業等金融機構」から、「地方公共団体金融機構」として改組されたことに

よりまして、名称を変更いたしているところでございます。出資によります権利の決算

年度末現在高は５億３，７６４万円となっているところでございます。 

  次に、１３ページをごらんいただきたいと思います。 

（５）基金の状況でございます。決算年度中増減のありました主なものにつきまして

ご説明をさせていただきます。 

まず、上から２行目の土地開発基金につきましては、土地開発公社貸付基金返済金と

いたしまして、阿波２丁目地内用地貸し付け分の９，６２８万３，８８３円、貸付金元

金償還金で１，２６０万円、利子が１６万４５円で合計１億９０４万３，９２８円の増

となっておるところでございます。減では公共用地取得、阿波２丁目によりまして、９，
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６２８万３，８８３円、土地開発公社貸付金、興留１０丁目、龍田西３丁目で、３，２

１４万３，２７９円で、合計１億２，８４２万７，１６２円の減となっているところで

ございます。決算年度末の合計が３，４７４万５，６６０円でございます。  

その下の財政調整基金につきましては、利子のみの増で、２３５万１，８０５円の増

で、決算年度末現在高は１５億５，５３５万６，６８５円でございます。 

  次に、減債基金につきましては、住民公募債の償還用積立金として６，３８９万３，

０００円は積み立ていたしております。また、利子分として４９万３，０８９円で、合

計６，４３８万６，０８９円の増でございます。また、減では財源対策債の償還として

１８５万５，０００円を取り崩しいたしております。決算年度末現在高につきましては、

３億３８３万５，５１２円でございます。続きまして、福祉基金につきましては積立金

として１００万円、利子分で１２万４０７円の増となっております。決算年度末現在高

は３億２,５５３万５３２円でございます。 

  次に、下から３行目の国民健康保険財政調整基金につきましては、利子分の増で９２

０円、また、減では国民健康保険財源から基金を取り崩し、充当をさせていただきまし

たのが２，４８０万円で、決算年度末現在高は６万９，１８７円でございます。  

  続いて介護保険給付費準備基金につきましては、積立金で４０４万６､８１１円、利

子分で２６万２､７８９円の増、合計で４３０万９､６００円の増でございます。また、

減分では１､６０３万３､０００円を取り崩し、介護保険給付事業に充当させていただい

ておるところでございます。決算年度末現在高は７､７００万６､２８４円でございます。 

  次に、介護従事者処遇改善臨時特例基金につきましては、利子分で３万９，２０１円

の増で、減の分では９７５万６，０００円を取り崩しいたしまして、決算年度末現在高

は３８４万４，４５９円でございます。 

基金の決算年度中の増の合計が１億８，１９７万３，９０４円、減の合計が１億８，

０８７万１，１６２円で、決算年度末の現在高は１１０万２，７４２円増の２４億１，

６５０万１３５円でございます。 

  次に、貸付金では都市開発基金から都市開発公社への貸し付けで３，２１４万３，２

７９円でございます。 

  次に、１４ページをお開き願いたいと思います。土地につきましては、下段の阿波２

丁目地内の用地取得３９２平米、９，６２８万３，８８３円の増で、決算年度末現在高

で、面積で２，８４５平米、価格で５億１，２２９万７１６円でございます。  
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  以上で、一般会計並びに各特別会計の決算の概要につきましてのご説明とさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。 

  ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 ないようですので、これをもって概要説明に対する質疑は終結いたします。 

  続いて、健全化判断比率報告について説明を求めます。 

  清水総務部長。 

○清水総務部長 それでは、平成２１年度決算におけます健全化判断比率等の状況につき

まして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定にもとづきまして、報告をさせていただきます。 

お手元に配付をさせていただいております資料７の平成２１年度健全化判断比率等報

告書の１ページ目をごらんいただきたいと思います。 

  まず、ひとつ目の指標でございます。実質赤字比率についてでございます。  

  一般会計等におきましては、その支出の主な財源を、地方税、地方交付税等の一般財

源に求めておるところでございますが、その会計における歳出に対する歳入の不足額、

いわゆる赤字額を、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表しております標準財政

規模の額で除した比率がこの「実質赤字比率」でございます。 

  平成２１年度の一般会計における実質収支額は６億６，３３９万４，０００円の黒字

となりましたことから、実質赤字比率はマイナスの１２．４６％となりまして、前年度

のかっこ内の数字でございますが、マイナスの７．４５％と比較しますと、５．０１ポ

イント改善をしているところでございます。 

  なお、この実質赤字比率におけます早期健全化基準につきましては、現行の地方債協

議・許可制度における許可制移行基準でございます２．５％から１０％という数値と、

財政再生基準、右側に書いてございますが、２０％との中間の値をとりまして、市町村

の場合、財政規模に応じて１１．２５％から１５％の間というふうにされておりまして、

本町の場合、１４．８０％となっております。また財政再生基準につきましては、市町

村の場合は２０％とされているというところでございます。 

  次に、２つ目の指標でございます。連結実質赤字比率につきましては、地方公共団体

のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、歳出に対する歳入の不足額をその団体の
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標準財政規模の額で除した比率であります。平成２１年度の連結収支につきましては、

４億７，３９４万９，０００円の黒字となったことから、マイナスの８．９％となり、

前年度のマイナスの１．７８％と比較して、７．１２ポイント改善をしているところで

ございます。なお、この比率におけます早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化

基準、当町の場合は、先ほど申しましたように１４．８％でございますが、この数値に

公営企業等における経営健全化等を踏まえた５％を加算することとされております。市

町村の場合、財政規模に応じ１６．２５％から２０％とされておりまして、本町の場合

は、本町の早期健全化基準は１９．８０％となっております。 

  また財政再生基準は、同様の観点から、実質赤字比率の財政再生基準に１０％を加算

し、市町村は３０％とされております。なお、この比率につきましては、３年間の経過

的な基準が設けられておりまして、市町村の場合は、平成２０年度及び２１年度決算に

基づく比率は４０％、平成２２年度決算に基づく比率は５％下がりまして３５％となっ

ているところでございます。 

  次に、３つ目の指標の実質公債費比率であります。地方公共団体の一般会計等の支出

のうち、義務的に支出しなければならない経費であります公債費や公債費に準じた経費

を、その団体の標準財政規模を基本とした額で除した比率の過去３カ年間の平均値とさ

れております。平成２１年度は８．７％となり、前年度の１１．０％と比較して、２．

３ポイント改善しております。なお、この比率におきましての早期健全化基準は、現行

の地方債協議・許可制度において、一般単独事業の許可が制限される基準とされており

ます２５％とされております。また、財政再生基準につきましては、同様に公共事業等

につきまして許可が制限されております基準であります３５％となっております。  

  実質公債費比率が改善をしている主な要因につきましては、恐れ入りますが、これの

資料の７ページをご覧ください。この今見てもらってる健全化判断報告書の７ページ、

この表につきましては、１行目に参考資料、実質公債比率の算出に用いる基礎数値と書

いてございますが、過去３年間の実質公債費比率の算出に用いる基礎数値を表記したも

のでございます。この表の中段よりやや下のほうに「標準財政規模」という欄がござい

ます。記載しているアルファベットでいいますと、ｕ欄でございますけれども、見てい

ただきますと、町税などの標準税収入額等は減少しておりますものの、国の地方財政対

策による普通交付税や臨時財政対策債が増額となったため、比率算定の分母となる額、

これは下から５行目のｚ欄の数値が増加いたしましたことによりまして、ｔ欄の分子と
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なる額がほぼ横ばいにもかかわらず、比率の減少が見られたところでございます。  

  当町の実質公債費比率が全国の団体と比べてどの程度の水準かということにつきまし

ては、下２行に記載しておりますように、平成２０年度では全国市町村平均１４．４％、

全国市区町村平均１１．８％のいずれも下回っているという結果となってございます。  

  申しわけございません、また１ページに戻っていただきたいと思います。 

  ４つ目の指標でございます将来負担比率につきましては、地方公共団体の一般会計等

が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額を把握し、この将来負担

額から負債の償還に充てることができる基金増を控除した上で、その団体の標準財政規

模を基本とした額で除した比率とされております。 

平成２１年度は、早期健全化基準３５０％に対しまして１５．７％で、前年度と比較

いたしましても１３．８％向上をしております。 

  申しわけございません、また、この資料の９ページの参考資料、将来負担比率の状況

という表でございます。この表を見ていただきますと、本町の平成２１年度末時点で想

定をされます将来負担額は長期の借入金である一般会計の地方債残高のほか、借入金で

はないものの、土地開発公社へ依頼している事業に係る債務負担行為額など、契約等で

将来の支払いを約束したものや、公営企業等、他会計の地方債残高のうち一般会計が負

担するもの、及び一部事務組合により整備した施設に係る地方債のうち、本町の負担な

どを合わせたものでございまして、中段にございます「将来負担額Ａ」と書いてあると

ころでございますけども、ここを見ていただきますと、その額は１８８億４，７１０万

６，０００円、対前年比９，３４９万４，０００円の減となっております。  

  また、この将来負担額に充当が可能とされております財源は、基金、都市計画税や

国・県支出金などの特定財源、基準財政需要額歳入見込額を合わせたものでございます。

充当可能財源等に、書いてある下から７行目に書いてございますけども、この「充当可

能財源等Ｂ」のところでございます。１８１億３４８万９，０００円、対前年度比５億

３，０６２万５，０００円の増となっております。実質的な将来負担額が下から４行目

にございます「ＡマイナスＢ」で、分子値と書いてございます。そのとこでございます

けども、７億４，３６１万７，０００円、対前年度比６億２，４１１万９，０００円の

減となっております。一方、その分母となります標準的な規模を表す標準財政規模を基

本とした額が、「ＣマイナスＤ」、下から４行目でございます。分母値のところでござ

いますが、４７億１，０４９万８，０００円、対前年度比７，５０５万円の増となって
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おります。このように、分母値の増、及び分子値の減となったことから、ともに比率低

下につながることから、将来負担比率は１３．８％減の１５．７％となったところでご

ざいます。 

  将来負担比率につきましても、全国平均と比較をいたしましたところ、下から１行目

と２行目でございますが、平成２０年度では、全国町村平均８０．２％、全国市区町村

平均１００．９％のいずれも下回っているという結果となってございます。  

  続きまして、資料、また戻っていただきまして、今度は２ページをお開きいただきた

いと思います。２ページには書いておりますが、資金不足比率の状況でございます。  

水道事業会計につきましては２億９，０９２万６，０００円の余剰額が生じておりま

して、公共下水道事業会計は収支ゼロになっております。いずれの会計におきましても、

資金不足は生じていない状況でございます。すみません、１１ページ。参考資料、斑鳩

町の健全化判断比率等の推移という表題になりますが、これにつきましては、この題名

のとおり、過去４年間の比率の推移をとりまとめております。平成１９年度におきまし

ては連結実質赤字を生じましたが、以降はすべての比率も含めまして、着実に改善をし

ているところでございます。 

  以上をもちまして、平成２１年度決算における健全化判断比率等についての状況の報

告とさせていただきます。以上、よろしくお願いします。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 ないようですので、これをもって健全化判断比率に対する質疑を終結いた

します。 

  続いて、認定第２号 平成２１年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について、一

般会計歳入全般の審査に入ります。 

  理事者の説明を求めます。 清水総務部長。 

○清水総務部長 それではまず、今度は一般会計の認定の議案書をまず朗読をさせていた

だきます。 

  認定第２号 

      平成２１年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。 
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  平成２２年８月３０日提出 

                               斑鳩町長 小城利重 

  それでは、一般会計の歳入全般につきまして、先ほどの会計管理者からの説明と若干

重複するところがございますが、説明をさせていただきます。座って説明させていただ

きます。お手元に配付をさせていただいております資料３でございます。一番分厚いや

つでございます。主要な施策の成果報告書でございますが、これの７５ページをお開き

いただきたいと思います。それと、途中で資料の５でございますが、決算付属参考資料、

資料の５でございます。決算参考資料も見ていただくことになりますので、よろしくお

願いします｡それでは、主要な施策の成果の７５ページから説明をさせていただきます。 

「第２表 平成２１年度一般会計歳入決算の内訳」でございます。 

  平成２１年度の歳入決算額は、この表のとおり合計８４億３，４５３万３，０００円

となってございます。前年度の決算額と比較して、３億６，６４９万２，０００円、４．

２％の減となっております。 

その主な内訳といたしましては、一番上段にございます町税が３０億２，０８１万２，

０００円で、歳入決算額の３５．８％を占めております。次に、下から７行目でござい

ます。地方交付税につきましては１８億６，４３３万７，０００円で、構成比が２２．

１％。下から５行目の国庫支出金が１１億３，７４８万９，０００円で、構成比が１３．

５％となっております。その他では、下から３行目の町債が６億９，７７０万円で、構

成比が８．３％、上から７行目の繰越金でございます、繰越金につきましては、５億３

１８万２，０００円で構成比が６．０％と。また下から４行目の県支出金が３億９，７

１９万３，０００円で、構成比が４．７％等となっております。 

  次に、これら歳入の状況について説明をさせていただきます。 

まず、町税につきましては、次の７６ページを見ていただきますと、第３表、平成２

１年度町税決算の状況がございます。これを見ていただきたいと思うんですけども。こ

の第３表のとおり、町税につきましては、下から４行目にございます軽自動車税が前年

度と比較いたしまして６３万４，０００円と、１．８％のわずかに増となっております

ものの、町民税につきましては、一番上段でございますが、６，７５２万９，０００円

と４．１％の減、固定資産税が２，２３６万１，０００円と、１．９％の減、たばこ税

につきましても７７５万７，０００円と５．６％の減となっておりまして、町税収入全

体では、対前年度比９，８２４万５，０００円、３．１％の減収となっております。 
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  また、町税の徴収率につきましては、全体で９５．３％となっておりまして、前年度

の９５．５％と比較いたしまして０．２ポイント低下をしております。 

  次に、目的税でございます都市計画税の使途状況につきまして説明をさせていただき

たいと思います。先ほど申しました資料５の決算付属参考資料の１０ページを見ていた

だきますと、平成２１年度の都市計画税収入額は１億２，５６１万２，０００円となっ

ております。この資料の中でお示しをしておりますように、公共下水道事業、そしてこ

れまで都市計画事業として借入れを行った町債の償還金にかかる一般財源は、表の上の

表の右下の欄でございますけども、３億６，１２１万８，０００円となっておりまして、

この一般財源に都市計画税を充当できることから、その全額を充当している状況でござ

います。この表はここまでで、申しわけございません、また施策の成果の７５ページに

戻りたいと思います。申しわけございません。 

  この表の町税と並びまして、大きな柱でございます下から７行目の地方交付税につき

ましては、地方財政対策が講じられましたことによりまして、国全体の地方交付税総額

が２．７％増となっている中にありまして、本町におきましては、基準財政収入額にお

ける税収等の減収などによりまして、対前年度比９，３７７万６，０００円、５．３％

の増でございます。 

  次に、下から５行目でございます。国庫支出金につきましては、地方道路交付金、安

全・安心な学校づくり交付金などが減額となったものの、自立支援給付費負担金、地域

活力基盤創造交付金、まちづくり交付金、学校情報通信技術環境整備事業費補助金、定

額給付金給付事業費補助金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、地域活性化・公共

投資臨時交付金などが増額となりましたことから、対前年度比７億１，９３３万円、１

７２％の大幅な増となっております。 

  次に、下から３行目の町債につきましては、学童保育室建設事業債、まちづくり事業

債、地方一般財源の不足等に対処するため、地方財政法第５条の特例として発行が認め

られております臨時財政対策債、減収補てん債が増額となったものの、土地改良事業債、

ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業債、学校教育施設等整備事業債、地方特定道路整備事業債、

総合福祉会館建設事業債、地域活性化・緊急安心実現総合対策債が減額となったことに

よりまして対前年度比１１億３，６２０万円、６２．０％の大幅な減となっております。 

  次に、下から４行目の県支出金につきましては、県民税取扱負担金などが減額となっ

たものの、自立支援給付費負担金、児童厚生施設等整備事業費補助金、地球環境保全対
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策費等補助金、妊婦健康診査支援費補助金、衆議院議員選挙費委託金などが増額となっ

たことによりまして、対前年度比５，５７１万８，０００円、１６．３％の増となって

おります。これらの歳入を町が自主的に調達できる自主財源と、その調達を国・県に依

存する依存財源に分類してみますと、町税や使用料及び手数料などの自主財源につきま

しては３９億４，８１６万５，０００円で、繰越金や諸収入等は増となっているものの、

町税や繰入金等の減額によりまして、対前年度比８，４１５万４，０００円、２．１％

の減となっております。また、この自主財源の歳入全体に占める割合は４６．８％とな

り、前年度の４５．８％と比較して１．０ポイント増加をしております。 

  一方、地方交付税や町債などの依存財源につきましては４４億８，６３６万８，００

０円で、対前年度比２億８，４３４万１，０００円、５．９％の減となっております。  

  以上をもちまして、歳入全般につきましての説明とさせていただきます。 

  よろしくご審議をお願いします。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、一般会計歳入全般についての質疑をお受けいた

します。 里川委員。 

○里川委員 ずっとこれ、説明を聞いていて、この間のいろんな流れを見る中で、代表監

査委員さんも、決して安心はしておれないというような言い方をされていましたが、私

も今、歳入の説明を聞いて、さらに安心していられないなと思ったのは、今まで交付税

っていうのはきちっと一定確保されていて、その交付税がどんどんどんどん、減らされ

てきた。その半面、今回、国庫支出金なんかは、大幅に増されているというものの、非

常に臨時交付金であったり、その単発の制度を利用して得た国庫補助金だったりってい

うケースが非常に、その感が強いんですよね。ですから、安定的にずっと継続して得ら

れる国庫支出金ではなく、そういう単発臨時交付金、そういう形で得ているっていう状

況が非常に強い傾向にあるんじゃないかな。ですから、この数字というのは、毎年結構

変わってくる、大きく変わってくる数字ではないかなと。過去でしたら、交付税にしろ、

国庫支出金にしろ、県支出金にしろ、ある程度、そんなに大きく変わらんと、こうあっ

たと思うんですが、最近の傾向としては、非常にこの国庫支出金あたりは大幅に動いて

くる。ことしはこうやったけど、来年はこうやと、非常に動きのある財源かなっていう

ふうな危機感を私自身は持ってるんですけれども、町としてはどんな捉え方をされてる

のかなと。その安定的に入ってくるお金、単発的に入ってくるお金ということで考える

と、この国庫支出金のあり方っていうのかな、この辺は、どう私たちは見ていけばいい
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のかなと。これずっと不安に、私もこの間思ってますんで、一度お聞きしときたいなと

いうふうに思うんです。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 確かに、今、委員おっしゃるような面もあるかと思いますけども、基本

的に地方交付税につきまして、ご存じのように基準財政需要額が基準の収入に満たない

部分について交付税算入されるといったことがございました。その年度年度でいろんな

状況があるっていうことは言えるわけでございますけども、今、国全体で、国の補助金

事業の見直し等々がされている中にあって、平成２１年度につきましては、おっしゃる

ように地域活性化の臨時交付金等々がありまして、その交付金によりまして一定の国庫

支出金が増となったという事例がございました。 

  ただ、私どもも、今回がたまたま、たまたまっていう言い方は語弊がありますけども、

皆様のご努力等々によって黒字決算を迎えたというなかにありまして、また、財政４指

標につきましても、良好な数字であるといったああいう結果が出たものの、決してこれ

に安穏としているわけではございません。監査委員さんのご指摘にもございましたよう

に、固定経費の問題もございます。将来的に、公共下水道事業あるいは駅前の周辺整備

事業、また学校の耐震の事業等々、いろいろあるわけでございまして、その中でこの支

出額については十分、重点的に取り組んでいく必要がございます。その中で、いかに財

源を求めるかということにつきまして、ことし、たまたま、すみません、また語弊あり

ますけども、ことしは黒字になりましたけども、将来的にも何らかの手当て、例えば人

件費につきましては当然、今おる職員の中で、目いっぱいやらしていただく中で、また

臨時職員も多いという中で、どういった対策をしていくかということがございますけど

も、その間もできる限り、なかにおいて、工夫した予算をやっていく必要があるという

ふうな認識でございます。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 地方交付税についてはそうなんですね。どんどん減ってきてちょっと心配や

けども、でも、この間にいろんな制度が一般財源化されてきて、地方交付税で算入しま

すよ、国庫補助金というとらえ方をせずに、もう最たるものは保育所の運営費なんかそ

うですよね。就学援助金とかでもそうですけどね、一般財源化していくと。で、一般財

源化していって、それで交付税に算入しますよと。その交付税が減ってきてると。その

半面ですね、この国庫支出金ではそうやって臨時対策の臨時交付金、こんな事業をした
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らやりますよとか、それとかいろんな制度、介護保険にしたってそうですけど、後期高

齢でも、それから障害者自立支援でも、制度をつくった、制度をつくったけども、結局

そういう対象の住民からのいろんな意見が上がってきて、制度をそのまますっと変えら

れずに制度を２年維持しましょうとか、３年維持しましょうとかいうて、特別に手を打

つ、国のほうが手を打つ、そして手を打つために、じゃあ、市町村にこんだけ国からお

金出しますから、そういうふうにしてくださいというようなね、制度が変わってくる中

にあっても、何か期限つきでこういう制度が行われて、じゃあ、ことしまではそれ制度

あるけど、来年からどうなるかわかれへんみたいな、そういうお金の流れ的なものが国

庫支出金にはすごく見え隠れしてるんじゃないかなということが気になってるんですね。  

ですから、この国庫支出金の捉え方って非常に重要やなと、私ずっと、つくづくこの間

ね、これ見てて強く感じてるとこなんです、心配しながらね。それは、そういう視点っ

ていうのは私も持ってますけど、当然町も持っておられるだろうと思うんですけど、そ

れとあとひとつ尋ねたいことがあるんですけれども。さっき言いましたように、国が補

助金を出さずに、補助金を減らした、そしてそのかわり起債を起こしてください、その

起債は償還するのに、交付税算入、８割交付税算入しますよとか、この間、何年もそう

いう流れでずっと来ましたね、起債しなさい、交付税で償還しますと。この起債ですね、

交付税で算入されますよと言われる起債について、私は、ほんまにそんだけちゃんと交

付税に入っているのかどうかっていうのは、ちょっと心配はしてるものの、公債比率っ

ていうものを町が出すときにはね、この交付税算入されますよという公債費、町債です

ね、っていうのはどういう取り扱いになってんのかいうのが、ちょっと私も勉強不足な

んで。この辺がね、公債比率出すときの公債と言われるものの中に、これらが入ってい

るのか、入っていないのかっていうのが、ちょっと私、わかり切らないんで、どうもち

ょっと計算してみててもよくわからないんで、どういう考え方になってんのか、そこだ

けちょっと尋ねときたいなというふうに思っているんですけど。 

○嶋田委員長 池田副町長。 

○池田副町長 先ほど、冒頭の国庫補助金も、冒頭、ご質問、今変わりました。確かに国

庫補助金につきましては、まず、当初、保育所運営費から始まったわけです。その前に、

各種がん検診、これ、すべて国庫補助金でいただいておりました。これはすべて交付税

算入になって一般財源化されてきた。そうした中で、順次、そうした中で、町の国庫補

助はどんどん減ってきて、そうした中で地方交付税に算入されておりますけども、地方
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交付税総額はどんどん減ってきております、三位一体改革で。そうした中で、今、地方

においては、斑鳩町のみならず県でもそうです。いろんな地方、県及び市町村は、非常

にそういうことから財政が苦しいという状況になっておる。それはもう皆様方、認識を

いただいているとおりでございます。 

  もう１点、例えば妊婦健康診査ございます。これは、国は１４回やりますよと。ただ、

何年か、３年間に限りやりますよと。あとは町村、その間にいろいろシステムを構築し

て、あとは町村の判断ですよと。また、５回に戻すなり、１４回にやりなさい、それは

町村の努力でしなさい、こういう国の指定になっておりますので、非常に疑問には感じ

ておるところでございます。 

  それともう１点、実質公債比率につきましては、元利償還につきましては、当然計算

上、分母から標準財政規模から元利償還金と準元利償還金を引きます。それで、分子の

ほうで、その償還された分は分子が減ることに、マイナスにしますんで、それはマイナ

スをしておるということでご理解をいただきたいと思います。 

  国庫補助についてといえば、交付税算入につきましても、例えば公共下水道がござい

ます。当時のでしたら、元利償還の５０％を国庫補助しますよとなっておりました。と

ころが、やっぱり国の財政もだんだん悪くなってきて、次は４５％ですよと、今では３

０％ですよ、その減った２０％は町でいろいろと努力をしなさいとなっておりますので、

そういうことからも非常に町村は厳しい状況にあるという状況と認識をいたしておりま

す。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。  

はい、伴委員。 

○伴委員 ちょっと教えてほしいんですけど。７５ページの地方消費税交付金なんですが、

これは増額となってますねんけど、ちょうどこの２１年度というのは、全国的にもリー

マンショックとかそういう形で非常に消費が厳しかった年だった。これはどういう計算

からこの地方消費税交付金がこう上がってきているんか、ちょっとこのあたり、ちょっ

と教えてほしいんですか。 

○嶋田委員長 今すぐいけますか。 

  はい、清水総務部長。 

○清水総務部長 地方消費税の交付金につきましては、都道府県で精算した後の金額分の

２分の１相当額が生じて、それに対して交付されるといったことで、これにつきまして
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は、前年度も今年度も計算のやり方自身は変わってないっていうことでございました。

今、ここにございますように、今、ことしの決算額が、１億８，７００万余り、前年度

につきましては、１億７，５００万で１，１００万ほど上がっているということでござ

いますけども、実質的に２０年度と２１年度の中でですね、結果として、こういう消費

税の収入がふえたという形でなってございまして。で、おっしゃるようにリーマンショ

ックでありますとか、最近でいいますギリシャとか、いろいろございますけど、それ以

前の部分が入っているのかなと、特にそういった企業活動そのもの、例えば地域間の消

費活動、そういうものについては、まだこの部分には表れてきてないのかなといったこ

とだというふうに思っています。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 ちょっともうひとつ教えてほしいですけど、この消費税ですね。これは県内の

消費っていうものが、県内消費というものが斑鳩町に絡んできてるんかということ、も

う一度確認でお願いします。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 はい、そのとおりでございます。 

○嶋田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 ないようですので、これをもって一般会計歳入全般に対する質疑を終結い

たします。 

  理事者入れかえのため、暫時休憩いたします。 

（午前１１時４０分 休憩） 

（午前１１時４２分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  それでは、総務部・会計室・議会事務局所管に係る決算審査を行います。 

  まず初めに、第１款、議会費についての説明を求めます。 

  藤原議会事務局長。 

○藤原議会事務局長 それでは、第１款、議会費の決算の状況についてご説明します。失

礼いたします。主要な施策の成果報告書の８３ページから８４ページでございます。 

  平成２１年度の歳出決算額は９，９８５万７６８円、執行率で申しますと９４．１％

となっております。前年度決算額１億１６６万４，３９７円と比較いたしまして、１８
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１万３，６２９円、１．８％の減少となりました。前年度と比較して、決算額が減少い

たしました主な理由は、人事異動により１５３万円、また地上デジタル放送対応による

備品購入費６３万８，０００円が増加となったものの、一方では、昨年１０月の議員失

職により報酬等で２５４万円、議員期末手当の支給率の引下げにより１３８万４，００

０円の減となったことによるものでございます。 

  それでは、事業別施策の取り組み状況についてご説明を申し上げます。 

  まず、住民意識の醸成と参加機会の充実についてでございます。はじめに、定例会、

臨時会の開催についてでございますが、定例会は４回、臨時会１回が開催され、会期日

数は延べ８９日で、定例会における議案総数は１０６件、うち町長提案９８件、議員発

議６件、委員会発議２件で、計１０２件が原案どおり可決となっております。議員発議

及び委員会発議につきましては、議員期末手当の引下げを内容とする条例改正や、町民

から陳情を受けまして提案されました「携帯電話基地局の電磁波対策を求める意見書」

など、条例改正１件、意見書３件を可決し、意見書については政府関係機関に送付いた

したところでございます。 

  次に、常任委員会及び特別委員会の開催についてですが、定例会前の事前委員会を含

めまして、延べ６７回、６９日間の開催となっております。 

  また、閉会中の委員会活動として、継続審査案件について審議を行うとともに、各委

員会において先進地事例に学ぶために先進地視察研修を実施いたしました。平成２１年

度におきましては、総務常任委員会では文化財活用センターの運営に関して、また、豊

岡市の防災の取り組みについて、先進地視察等を実施いたしました。また、厚生常任委

員会においては、いわゆる「ごみのポイ捨て禁止条例」や、生ごみ堆肥化事業などにつ

いて、先進地視察を実施いたしました。また、建設水道常任委員会では、観光と景観行

政について、議会運営委員会では、常任委員会の複数所属制度と予算決算常任委員会の

運営について、それぞれ先進地視察を実施いたしました。 

  次に、会議録の作成・閲覧でございますけれども、広報の活動の充実につきましては、

平成２０年度と内容に変わりございませんので、説明につきましては割愛をさせていた

だきます。次に、地上デジタル放送への対応でございますけども、地上デジタル放送に

対応するため、議場モニターテレビ３台と議員控室のテレビ１台を、地域活性化・経済

危機対策臨時交付金を活用いたしまして更新したものでございます。なお、議場モニタ

ーテレビにつきましては、庁舎建設当初に設置をされたもので、２０年以上経過をして
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おりますことから老朽化が著しく、この際に更新したものでございます。 

  以上、簡単でございますけれども、議会費の決算状況についての概要説明とさせてい

ただきます。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、第１款、議会費について質疑をお受けいたしま

す。 主要な施策成果報告書の８３ページから８４ページです。委員の皆さんには、質

疑・答弁がスムーズに行えますよう、ご質問の際には、主要な施策成果報告書並びに関

係書類等の資料名、資料番号、ページ数などもお示しいただきましてご質問していただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、ご質問のある方、どうぞ。 

  里川委員。 

○里川委員 この主要な成果表に出ている問題ではないんですけれども、議会としまして、

町内で不幸事があったときに、今まで弔電を一々打っておりました。その経費がかさば

るのではないかということで、死亡届を出されたときに、町長が出されるのとともに、

議会も文書をお渡しするようにしたと。で、関係、どうしても弔電をご送付せないかん

ところももちろんありますので、弔電ご送付するケースと、そして、その文書をお渡し

して経費を削減していく部分というふうにあると思うんですけれども、できましたら、

そういう形にして、どの程度その経費的には削減ができたというふうに見ておけばいい

のか、参考までに、この際ですので、ちょっと確認をさせていただけたらというふうに

思ってます。 

○嶋田委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４４分 休憩） 

（午前１１時４８分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  １３時まで休憩いたします。 

（午前１１時４８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  藤原事務局長。 

○藤原議会事務局長 午前中の里川委員のご質問でございます。町内の方のお亡くなりに

なった方に対する弔電ということの節減経費、節減効果はどうであったのかというご質
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問でございますが、過去におきましての町内のお亡くなりになられた方につきましては、

基本的には、議員互助会の方で支出をしておりました。ただし、公職にあられたような

方に関する、いわゆる交際費で支出するようなものにつきましては、１８年度以前につ

きましては弔電をさせていただいたというところでございます。そういった方につきま

しても、現在は町内にお住まいの方につきましては、すべてお悔み文書を手渡しすると

いった対処をさせていただいてます。そういったことで、平成２１年度につきましては、

交際費のうち、弔電に関する経費といたしましては、５件２，９００円でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○嶋田委員長 よろしいですか。 

○里川委員 はい。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 これをもって、第１款、議会費についての審査を終わります。 

  次に、第２款、総務費について説明を求めます。 

  清水総務部長。 

○清水総務部長 それでは、第２款、総務費につきまして、総務部及び会計室所管の歳出

決算の状況につきまして、説明をさせていただきます。いすに座って説明をさせていた

だきます。 

  平成２１年度歳入歳出決算書では８６ページから、平成２１年度主要な施策の成果報

告書では８５ページから１３０ページとなっております。 

  まず、決算書の８６から８７ページにございますように、第２款、総務費全体では、

予算現額１３億7，４９５万９，１９５円に対しまして、決算額は１３億２，９７７万

７，７４３円で、執行率は９６．７％となっております。 

第１項、総務管理費では、予算現額１１億４，３８５万６，１９５円に対しまして、

決算額は１１億８２６万７，４３８円で、執行率は９６．８％となっております。  

なお、決算書に記載しております翌年度繰越額の明許繰越費５２５万８，０００円に

つきましては、全国瞬時警報システム整備事業と、第４次斑鳩町総合計画策定事業に係

るものでございまして、それぞれ２１年度での事業ができなかったことから、平成２２

年度に繰り越しをさせていただいております。 

  それでは、第１項、総務管理費の各目に係ります主な施策の実施内容等について説明
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をさせていただきます。主要な施策の成果報告書の８５ページをよろしくお願いいたし

ます。 

  第１目、一般管理費では、予算現額３億６，８２３万６，０００円に対しまして、決

算額は３億６，０７９万４，５４７円で、執行率は９７．９％となっております。 

  主な支出内容は、給料、職員手当、共済費等の人件費、職員退職手当組合負担金など

となっております。まず、自治会への助成では、コミュニティ活動を支援するため、自

治会に対し、文具料の助成を行ったほか、自治会連合会活動の支援といたしまして、自

治会連合会に活動助成のための助成補助金の交付を行うなど、コミュニティ組織の育成

に努めました。今後とも、自治会活動の活動を図りながら、魅力ある自治会づくりを推

進し、地域コミュニティの活性化を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、８６ページの地域集会所施設整備の支援では、活発なコミュニティ活動を促進

するために、自治会等が行う地域集会所の整備に対して、地域集会所施設整備補助金を

交付しました。平成２１年度では６自治会に対し、１０９万４，０００円を交付し、コ

ミュニティ活動の拠点整備に対して支援を行っております。 

  コミュニティバスの運行では、運行開始後丸１０年が経過し、公共施設の利用の際だ

けではなく、最寄り駅までの交通手段としてもご利用いただいております。平成２１年

度の延べ乗車人数は４万２，７２２人であり、運行開始以来、初めて前年度より若干減

少はいたしましたが、バスの運行経過等については定着をしておりました。今後も引き

続き、住民の皆様に愛され、親しまれるコミュニティバスとしてご利用いただけるよう、

啓発に努めてまいります。また、自主財源確保の一環として、前年度に引き続き、コミ

ュニティバスに有料広告の掲載を行いました。平成２１年度は延べ８事業所から３万２

４０円の収入がありました。今後もさらなるＰＲに努め、収入増を図ってまいりたいと

考えております。 

  次に、８７ページの例規執務サポートシステムの運用についてであります。このシス

テムにより、町の例規集をデータ化し、庁内ＬＡＮシステムに組み込むことで、ＬＡＮ

端末機により、条例、規則等の迅速な検索や条例改正時の新旧対照表の作成など、例規

執務の効率化を図るとともに、住民の皆さんにも、町のホームページ上から例規集を閲

覧していただけるなど、情報の提供に努めました。 

  次に、８８ページの行政出前講座の開催であります。この事業の目的は、住民の皆様

が関心のある行政課題について実施される、自主的な学習活動を支援するために、職員
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が地域に出向いて説明等を行うことにより、行政と住民との相互理解と信頼感を高め、

住民参加のまちづくりの推進を図ることでございまして、平成２１年度での開催講座数

は３４件となっております。内訳といたしましては、｢健康づくり｣が１６件、｢高齢福

祉｣が４件、「防災」｢消費生活相談｣が各３件、｢その他｣８件となっており、延べ１，

０４３人のご参加をいただきました。また、この事業の効果として、講師として派遣す

る職員の資質の向上も図れることから、今後も引き続き啓発に努めてまいります。  

  次に、８９ページの情報公開の推進であります。平成２１年度における公文書開示請

求が義務開示が３件、任意開示が４件、合わせて７件の請求がありました。また、斑鳩

町個人情報保護条例に基づく個人情報開示では１０件の請求がありました。  

  今後も引き続き、住民の皆様へ情報公開についての啓発に努め、開示請求が行いやす

い情報公開制度の確立を図り、町政に対する住民のご理解と信頼を深め、公正で開かれ

た住民本位の行政の推進に努めてまいります。 

  次に、９０ページでございます。下段でございますが、人事考課制度の試行的運用に

ついてでございます。人事考課制度は、単に勤務の成績率を評価するだけのものではな

く、自分自身を評価する機会、あるいは上司との面談の機会等をつくることで、職員自

身が、自分自身の能力や行動について、どの点が十分なのか、どの点が不足しているの

かを知り、今後どのように能力開発を取り組むべきなのかという気付きを得ることによ

り、自己研さんが図れるという大きな目的がございます。当町におきましては、一昨年

に制度設計を行い、はじめての運用となる平成２１年度では試行的事業として実施した

ところでございます。 

  次に、９１ページの地上デジタル放送への対応、及び公用車の購入でございます。  

  国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用し、地上デジタル放送に対応した役

場庁舎のテレビ等の更新、及び、環境に配慮した公用車を購入したところでございます。 

  次に、９２ページをお願いいたします。第２目の文書広報費であります。予算現額１，

０１７万８，０００円に対しまして、決算額は９７７万８，０１３円で、執行率は９６．

０％となっております。はじめに、広報紙の充実では、町の重要施策や住民生活に必要

な行政情報のお知らせ、または住民の皆様のいろいろな活動を紹介するなど、住民の皆

さまの行政への関心やご理解を得られるよう努めました。 

  平成２０年１２月に、第４次総合計画の策定のためのアンケート調査を実施しました

が、その調査結果によりますと、広報いかるがを８５．６％の方が見ておられ、また、
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行政運営に関する情報提供についてどのようなことに力を入れるべきだろうかというお

尋ねをしたところ、まちの広報紙、回覧板などによる情報提供の充実が、情報公開制度

の充実と並びまして、約５割の方々からご回答があったところでございます。  

このことからも、広報紙が、住民の行政情報の重要な手段となっていると考えておりま

す。今後も、より見やすく、わかりやすい広報紙となるよう、努力をしていきたいと考

えております。 

  また、平成１９年６月号の広報紙から、新たな財政収入を確保するとともに、住民サ

ービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に実施しております広報紙への有

料広告掲載は、事業者数が１３件で延べ６５件、金額としては９２万２，０００円とな

り、昨年度より１９万６，０００円の増収となったところでございます。 

  次に、９３ページのホームページの充実では、インターネットの特性を生かしたタイ

ムリーな情報提供に努めるとともに、広く町内外に行政情報や観光情報、不審者情報、

犯罪情報などを発信いたしました。先ほどのアンケート調査でも、町のホームページ等

による情報提供の充実が望まれておりまして、また、スウェーデン、韓国、米国と並び

インターネットの普及率が７５％と高く、日本の現状を考えると、今後さらに町のホー

ムページの利用が多くなると考えております。また、平成２１年度は、高齢者や障害の

ある方にも使いやすくするために、文字サイズの調整機能や音声読み上げ機能を改良す

ることで、だれにでも使いやすくなるよう、ホームページのリニューアルを行いました。 

  次に、行政ハンドブックの充実では、転入者に行政サービス等の情報提供をするため

に配付しております行政ハンドブックの内容を更新し、平成２１年度版斑鳩町行政ハン

ドブックを作成するとともに、町内在住の外国人の方への情報提供をするため、英語版

行政ハンドブックについても内容を更新いたしました。 

  次に、９４ページをお願いします。第３目、財政管理費であります。予算現額２７４

万円に対しまして、決算額は２７１万９，３５０円で、執行率は９９．２％となってお

ります。本町の財政を取り巻く環境は、少子・高齢化の進展や地域経済の長期低迷に加

えて、地方分権の推進による自主自立の行政運営が求められる状況にある中におきまし

て、市町村税が減少する一方であることから、人件費や普通建設事業費を抑制するなど

の対応に迫られております。一昨年、平成２０年度決算において、県内の市町村の平均

経常収支比率は９８．４％と全国ワースト１位、全国で実質収支が赤字となった赤字団

体１９のうち、７つが奈良県に集中している状況でございます。また、自治体財政健全
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化法により、奈良県では１市１町、全国で６市１１町５村でございますが、早期健全化

団体になり、また１７市町村で実質公債費比率が基準の１８％を超えるなど、非常に厳

しい財政状況に置かれております。 

当町の場合、平成２１年度の実質収支では黒字でございますが、町民税が約１億円近

く減収となり、少子・高齢化社会による扶助費などの義務的経費の増額などが見込まれ

ることから、今後は厳しい状況になるのではないかと危惧しているところでございます。 

  また、財務書類４表の作成では、国から平成２３年度までに整備することへの要請が

ございました。町では、町民の皆さんへの説明責任のさらなる公表と、財政運営などへ

の活用を目指しまして、平成２０年度決算の総務省方針改訂版モデルの財務書類４表を

作成し、議会への報告をさせていただいたところであります。 

この新たな財務書類の作成につきましては、まだ試行中でございまして、連結範囲の

拡大等や行政運営への活用など、多くの課題がありますことから、今後これらの課題を

整理しながら行ってまいります。 

  次に、９５ページのふるさと納税等（寄附）の状況についてであります。ふるさと納

税制度については、平成２０年度から実施をしておりまして、町ホームページの活用や、

法隆寺ｉセンター及びＪＲ法隆寺駅観光案内所におきまして、リーフレットの設置など

のＰＲを行っております。平成２１年度では７４件、２０９万１，０８２円のご寄附を

いただきました。事業別では、「歴史的・文化的遺産の保存の活用」に５０件、７４万

６，６７５円。「すこやかにともに生きる福祉のまちづくり」に１６件、１２４万８，

４０７円、「潤いのある魅力的なまちづくり」に６件、６万円などとなっております。  

  また、町内・町外別では、町内から１２件、１３２万７，３３２円、町外からは６２

件、７６万３，７５０円となっておりまして、遠くは秋田県や岩手県、高知県、香川県

からもご寄附をいただいております。今後も継続的に納税していただきますよう、情報

発信に努めてまいります。 

  次に、９６ページでございます。第４目、会計管理費であります。予算現額４９万３，

０００円に対しまして、決算額は４４万１，８６５円で、執行率は８９．６％となって

おります。主な支出内容は、会計システムに係る電算ソフト使用料、庁内で共用使用す

る事務用品の購入、決算書の印刷などに要した費用となっております。 

  公金の適正な管理として、「斑鳩町資金管理並びに運用基準」にもとづきまして、適

正な公金管理を行うとともに、公金管理検討会議を開催し、安全で確実かつ効率的な公
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金の運用を行いました。 

  次に、９７ページの第５目、財産管理費であります。予算現額１億３，０１８万２，

０００円に対しまして、決算額は１億２，７６８万３，１４７円で、執行率は９８．

０％となっております。役場庁舎等の維持管理では、役場庁舎の施設・設備等の効率的

な運営・管理により、固定経費の節減を図りながら、安全で快適な施設環境の整備に努

めました。 

  次に、９８ページでございます。基金の管理・活用では、後年度の財政負担の軽減等

を図るため、各基金に基金利子などを原資として積み立てを行ったほか、斑鳩町いきい

きの里債やＪＲ法隆寺駅周辺整備事業、総合保健福祉会館建設事業の償還財源確保のた

め、減債基金の積立を行いました。 

  入札及び契約の適性化の促進では、引き続き入札事務の適性化に努めました。平成２

１年度で実施した建設工事に係る入札件数は４３件で、落札率は９１．８１％となって

おります。このうち設計金額が３，０００万円を超える建設工事を対象とする郵便入札

の実施は１１件で、落札率は８５．４９％となっております。 

  次に、９９ページの職員駐車場及び来客用駐車場の管理では、職員及び来客用駐車場

を確保するため、引き続き用地の借上げを行い、草刈り等適切な維持管理を行いました。 

  続きまして、１００ページの第６目、企画費であります。予算現額１億５，２５７万

６，０００円に対し、決算額は１億３，６６０万９，２４０円で、執行率は８９．６％

であります。友好都市交流の推進では、長野県飯島町、兵庫県太子町、大阪府太子町の

友好都市各町が主催するイベント等への出店や住民参加を通しまして、交流活動を促進

するとともに、住民が郷土愛と誇りを持ち、本町のよさを再認識する機会づくりに努め

ました。 

  １０１ページの男女共同参画の啓発では、「女（ひと）と男（ひと）が輝く未来計

画」の行動計画にもとづきまして、男女共同参画意識の醸成を図るため、引き続き町広

報紙に、「わたしが私らしくあるために」をテーマにした掲載を毎月行うとともに、６

月の男女共同参画週間においては、生き生きプラザ斑鳩で、町が作成した男女共同推進

計画の啓発パネルを展示するとともに、１１月の女性に対する暴力をなくす運動期間や、

女性に対する暴力廃絶に関する啓発ポスターを掲示し、女性に対する暴力やあらゆる人

権を侵害する行為の撤廃に向けた啓発を行いました。 

また、女性のエンパワーメント活動の支援といたしましては、男女共同参画の啓発・
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実践を行うグループ「いかるがＫＡＩＧＩ」が企画・運営する事業を支援いたしました。

平成２１年度におきましては、「児童と留学生との国際交流」と、「みんなで楽しも

う！国際交流」の２つの事業を支援しております。 

  次に、１０２ページのＯＡ化の推進では、役所庁舎を核といたしまして、水道庁舎、

生き生きプラザ斑鳩、いかるがホール、中央・西・東の３つの公民館、中央体育館を、

高速・大容量の光回線で接続することにより、日常業務の効率化を図りました。  

また、住民や事業所等が時間や場所の制約を受けずにインターネット等を活用して、

オンラインで、申請・届出等、行政手続きを安全に行うことができるシステムの開発を

行うため、奈良県及び県内市町村で組織する「奈良県電子自治体推進協議会」に参加を

いたしまして、汎用受付システムの共同開発・運営を引き続き進めております。  

  このなかで開発されたインターネットを活用して、施設の空き状況の確認や予約申請

ができる施設やシステムを、平成２０年６月から中央・西・東の３つの公民館と中央体

育館で運用するとともに、平成２１年度４月からは生き生きプラザ斑鳩の施設空き照会

を開始し、利用者の利便性の向上に努めました。中央体育館や健民運動場などのスポー

ツ施設を利用される方の約３割の方がこのシステムをご利用いただいていることから、

今後も電子申請サービスの啓発に取り組んでまいります。 

  １０３ページの太子の日フォーラムの開催では、聖徳太子ゆかりの町として、太子の

「和の精神」を未来へ引き継ぐことを目的に、「太子の日フォーラム」を開催し、町内

外に斑鳩町の文化を発信いたしました。 

  次に、１０４ページのＮＨＫ共催催しの開催では、住民の皆さんが質の高い文化・芸

術に触れる機会づくりとして、ＮＨＫと共催で催しを実施したところでございます。  

  １０５ページの財団法人斑鳩町文化振興財団への支援では、文化・芸術活動の支援と

その機会の創出に取り組んでいる財団法人斑鳩町文化振興財団に対して、引き続き財政

面から支援いたしました。また、いかるがホールの維持管理では、地域文化交流の拠点

施設としてその機能を最大限に発揮できるように指定管理者に指定し、いかるがホール

の維持管理と文化振興事業を合わせた一体的で効率的な運営を図り、個性と魅力ある地

域文化活動を推進いたしました。 

  次に、１０６ページのまちづくりを担う人材の育成では、まちづくりは住民と行政が

協働して進める必要があることから、住民が主体的な活動への支援や住民参加を促進す

る組織の活動への支援を行うことにより、住民のまちづくりに対する意識の高揚に努め
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ました。平成２１年においては、斑鳩文化財センターの開館を記念し、斑鳩が仏教や律

令国家の始まりの地であることをよく知っていただき、認識を深めるため、ウォーキン

グと講演会を実施された住民グループ、まちづくり太子塾の活動を支援いたしました。  

  １０７ページの第４次斑鳩町総合計画の策定では、平成２２年度内の策定に向けまし

て、平成２０年度から３カ年で策定を進めておりますが、平成２１年度では第１回目の

総合計画審議会を開催し、当町の現状と課題について整理を行い、基本構想、素案の策

定作業を行いました。 

  次に、１０８ページの第７目、公平委員会費であります。予算現額６万４，０００円

に対しまして、決算額は３万４，２００円で、執行率は５３．２％となっております。

公平委員会の運営として、奈良県公平委員会連合会主催の研修に参加し、委員の資質の

向上に努めました。 

  次に、飛びますけれども、１１２ページ。第１０目、防犯対策費であります。予算現

額８４０万１，０００円に対しまして、決算額は７７１万４，４３４円で、執行率は９

１．８％となっております。 

まず、生活安全推進協議会の活動に対する支援であります。平成９年１２月に制定い

たしました「斑鳩町の安全で住みよいまちづくりに関する条例」の趣旨にもとづきまし

て、斑鳩町生活安全推進協議会が中心となり、安全で安心して暮らせるまちづくりに努

めました。平成２１年１２月には、「第８回身近な犯罪から家庭を守る町民の集い」と

して、犯罪の発生状況や身近な犯罪の防止対策等についての講演会を開催し、住民の皆

さんの自主防犯意識の高揚に向けた取り組みを行いました。また、平成２２年３月には、

「第１２回安全と安心を守る町民集会」として、暴力団の現状とその対応方法等につい

ての講演会を開催いたしました。さらに、春休み・夏休み・冬休みとして、年末におけ

る犯罪や等々を事前に防止するための特別巡回を行ったものでございます。  

  防犯灯維持管理等への助成では、犯罪等を防止するため、自治会が設置及び管理を行

う防犯灯の設置工事、並びに自治会管理の防犯灯の電気料金等、維持管理経費に対しま

して、それぞれ補助金を交付いたしました。 

  １１３ページの年末警戒活動といたしましては、１２月２８日から３０日までの３日

間、夜から翌日の朝にかけて、町消防団による巡回を行っていただき、安心して暮らせ

る町のより一層の推進を図りました。 

  次に、１１５ページでございます。１１５ページの第１２目、定額給付金給付事業費
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であります。予算現額４億５，１１２万１，１９５円に対しまして、決算額は４億４，

３３２万９，５６７円で、執行率は９８．２％となっております。本事業は、国の経済

対策の一環として、家計の緊急支援、また地域経済の活性化を目的としたもので、給付

対象者１人につき１万２，０００円。また６５歳以上の方、及び中学生未満の方につき

ましては２万円の給付を行いました。給付対象の１万８０５世帯のうち、申請のあった

１万６９８世帯に給付を行い、給付金額に対する給付率は９９．６％となっております。 

  続きまして、第２項、徴税費についてであります。決算書では１００ページになりま

すけれども、予算現額１億４，３８０万９，０００円に対しまして、決算額は１億３，

７１０万４，３９０円で、執行率は９５．３％となっております。主要な成果報告書の

１１６ページの第１目、税務総務費では、予算現額６，８８９万７，０００円に対しま

して、決算額は６，８１８万３０円で、執行率は９８．９％となっております。職員の

人件費に係る支出が主な内容となっております。 

  次に、１１７ページの第２目、賦課徴収費であります。予算現額７，４９１万２，０

００円に対しまして、決算額は６，８９２万４，３６０円で、執行率は９２．０％とな

っております。平成２１年度に臨時的に要した経費として、地方税ポータルシステム構

築における第２年次の費用１，３１３万２，０００円、窓口専用端末の設置に係る費用

４５万円となっております。また、所得税の修正等に伴う個人住民税の還付に加え、厳

しい経済情勢の影響による企業行政の悪化に伴い、多数の法人に対しまして、法人町民

税の中間申告納付税の清算還付を行いました。 

  町税徴収率の向上につきましては、文書催告を中心とした滞納整理を展開いたしまし

た。定型的な文書催告に加え、個人住民税の滞納分につきましては、地方税法第４８条

にもとづく徴収及び滞納処分の奈良県への引き継ぎを予告する旨の催告や、県内一斉滞

納整理期間に、赤色の封筒に入れた文書による催告等を行いました。また、このような

催告にもかかわらず、納付・相談のない未納者で、担税能力を有すると判断できる者に

ついては、調査により判明した財産で差し押さえ等の滞納処分を行いました。  

  次に、１１８ページの滞納処分の実施状況について。平成２１年度の実施状況は、差

し押さえを７２件、参加差し押さえを６件、交付要求を３６件の合計１１４件の滞納処

分を実施し、滞納額１，９４７億４，０００円を処分しております。このうち、税に充

当することができたものが４２件で、金額では２５２万４，０００円となっています。  

  次に、１１９ページの事務の効率化についてであります。納税者の利便性の向上、並
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びに税負担の平準化及び負担感の軽減を目的として、個人住民税における公的年金から

の特別徴収制度が開始されたことに伴いまして、日本年金機構と市町村における公的年

金等支払データ等の授受が電子化されたことから、地方税ポータルシステムの構築を行

いました。内容といたしましては、まず平成２０年度において、年金支払データの授受

と、基幹税務システムへのデータの取込みに係るシステム改修を実施し、これに引き続

き平成２１年度では、個人住民税の公的年金からの特別徴収に伴う課税及び収納手続に

係るシステムの改修を実施し、運用を開始したところでございます。 

このシステムは、地方税におけるさまざまな手続きをインターネットを利用して電子

的に行うシステムであり、平成１３年に内閣に設置されましたＩＴ戦略本部において、

その普及拡大を図っております。本町においては、本システムの普及状況を勘案する中

で、今後、提供サービスの拡大を検討してまいります。また、住民窓口サービスにおけ

る事務の効率化、迅速化による住民サービスの向上を図るために、窓口専用端末を窓口

カウンターに２台設置いたしました。 

  次に、１２０ページに記載しております町税収納率についてであります。平成２１年

度の町税の収納率につきましては、現年度分は前年度の９８．４％と比較して０．２ポ

イント減少の９８．２％で、滞納繰越分は前年度の３２．４％に比較して５．３ポイン

ト減少の２７．１％となっております。収納率の減少の要因といたしましては、現下の

厳しい社会経済情勢の影響を反映し、納期内納付ができない方による分割納付の申請件

数が年々増加していることなど、町税を取り巻く厳しい環境が収納率の低下につながっ

たものであると考えております。 

  次に、１２１ページの不納欠損処分の状況についてであります。地方税法の規定にも

とづき、合計で１，９４３万９０５円の不納欠損処分を行っております。当該件数では

２４２件でございます。この不納欠損処分を行ったものは、滞納が発生した当初から再

三にわたり催告等を行ってきたものの、処分する財産がない、あるいは本人の居どころ

が不明である、また本人が死亡し、相続人がいないもの、競売開始により交付請求を行

ったものの、事件終了により配当がなかったものなどです。今後におきましても、「公

平、中立、簡素」という税の基本原則に沿って、より一層の適正な賦課を行うとともに、

早期から滞納整理に着手し、累積滞納額が増加しない、現年の収納率向上に努めてまい

ります。 

  続きまして、第４項、選挙費であります。１２５ページ、決算書では１０４ページで
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ございますが、予算現額２，４９５万５千円、第４項の選挙費につきましては、予算現

額２，４９５万５，０００円に対しまして、決算額は２，２８２万８，０２４円で、執

行率は９１．４％となっております。 

主要な施策の成果報告書１２５ページ、第１目、選挙管理委員会費では、予算現額４

５４万７，０００円に対しまして、決算額は４５２万５，１８０円であります。執行率

は９９．５％になっております。まず、選挙管理委員会の開催といたしまして、選挙人

名簿の定時登録などの定期的な委員会をはじめ、衆議院議員総選挙、斑鳩町長選挙の適

正かつ円滑な執行を図るための委員会などを開催いたしました。また、国会発議による

憲法改正の是非を問う国民投票が行われる際に必要となる国民投票システムについて、

開発・導入にかかる委託経費３１５万円を支出しております。なお、この経費につきま

しては、全額国庫負担の対象となっております。 

  次に、１２６ページの第２目、常時啓発費であります。予算現額６万９，０００円に

対し、決算額は５万７，５６０円で、執行率は８３．４％となっております。明るい選

挙啓発の推進として、新成人への選挙啓発パンフレットの配布、また、昨年執行された

衆議院議員総選挙、斑鳩町長選挙のおいては、啓発物品の配布による啓発活動に加え、

明るい選挙推進協議会の委員研修への参加など、委員の資質向上にも努めました。また、

小・中学校の児童・生徒にも、選挙への理解と関心を高めていただくため、「明るい選

挙」を題材とした啓発ポスターの募集を行い、５８点の応募がありました。  

  次に、１２７ページの第３目、衆議院議員選挙費であります。予算現額１，３３３万

９，０００円に対しまして、決算額は１，２２１万２，２９９円で、執行率は９１．

５％となっております。平成２１年８月３０日執行の衆議院議員総選挙に要した費用で

あります。 

  次に、１２８ページの第４目、町長選挙費であります。予算現額７００万円に対しま

して、決算額は６０３万２，９８５円で、執行率は８６．１％となっております。平成

２１年１０月１８日執行の斑鳩町長選挙に要した費用であります。 

  続きまして、第５項、統計調査費で、決算書では１０８ページにございます。第５項、

統計調査費、予算現額は１８３万５，０００円に対しまして、決算額は１４３万５，１

３２円で、執行率は７８．２％となっております。第１目の指定統計調査費でございま

すが、予算現額１８３万５，０００円に対しまして、決算額は１４３万５，１３２円で、

執行率は７８．２％となっております。平成２１年度は個人情報の保護等につきまして、
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より細心の注意を払いながら、工業統計調査や経済センサス、国勢調査などの指定統計

調査を行いました。 

  最後に第６項、監査委員費であります。予算現額１，０２１万７，０００円に対しま

して、決算額は１，０１３万６，２５９円で、執行率は９９．２％となっております。 

第１目、監査委員費では、予算現額１，０２１万７，０００円に対して、決算額１，０

１３万６，２５９円で、執行率は９９．２％となっております。監査委員報酬及び職員

の人件費に係る支出が主な内容であります。毎月の例月出納検査及び一般会計・各特別

会計並びに水道事業会計に対しての決算審査と財政健全化審査を計６日間、定期監査を

計６日間実施いたしました。また、今年度は財政援助団体等監査として、斑鳩町社会福

祉協議会の監査を実施したところでございます。 

  以上をもちまして、第２款、総務費、総務部及び会計室が所管します歳出決算の状況

につきましての説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、第２款 総務費について質疑をお受けします。 

  里川委員。 

○里川委員 成果報告書８５ページのほうにも、自治会への助成とかいうふうに書いてい

ただいている、この自治会関係なんですけれども。非常に今、いろいろ問題になってお

りまして、自治会がもう自治会丸々抜けられているところとか、また自治会の中でも何

軒かがぽつぽつと抜けられているとか、大きな自治会やったら班ごとぽこっと自治会や

めておられるとかいうような状況があるんですけれども、この２１年度につきまして、

自治会の加入状況っていうんですか、加入、本来なら何自治会あったらええのかは、そ

の辺はちょっとわからないんですけど、その自治会の加入率、人口で考えたらええのか、

どう考えたらええのか、とりあえず、加入の状況っていうのを町はどんなふうにつかん

でおられるのか、お尋ねをしておきたいなと思います。 

○嶋田委員長 田総務課参事。 

○ 田総務課参事 加入率でございますが、これにつきましては、平成１９年の８月から

ポスティング、家庭にお配りさせていただいております。その数が約１万４００ござい

ます。今現在、町として加入を把握しておる数字が８，４５０程度になっております。

大体８１．２％ぐらいの加入率であろうと考えております。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 以前より、さらにその加入の状況が加入率が下がってきてるのかなというふ
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うに懸念をするところなんですけれども、自治会を対象としたいろんな事業とかをする

中で、今とても、斑鳩町にとっても難しい問題、いろいろ出てきているのかなというふ

うに思います。これからも、この自治会というものにつきまして、街灯の設置であった

り、いろいろ自治会にお願いをしてやっていただいてるいう問題がある中で、２割近い

家庭が自治会に加入をしていないっていうことについては、非常に問題も大きく出てく

るかとは思いますので、今後、十分この点につきましては、加入を勧めるということも

おっしゃっておりましたけれども、今後の大きなまた、都市化してきている中にあって

は大きな問題なのかなという、斑鳩町にとっても課題なのかなというふうに考えますの

で、この課題につきましても、今後も研究と努力のほうをしていっていただきたいとい

うふうに思います。 

  それと、確認なんですが、８８ページにあります出前講座なんですけれども、出前講

座っていうのは、いろいろ私も身近な人から「町から来てもらうねん」という話を聞い

たり、「せいぜい利用してください」と言うて宣伝したりもするんですけれども、ここ

に書かれている講座名だけでしたでしょうか。講座名というのは、町のほうから幾つぐ

らい講座名出されてとか、それとか、また町民さんのほうから、どんな内容であっても

注文が来たら受けるという形になってるのか。窓口は総務課でいいのかなというふうに

は思うんですが、これはすべて町が用意したメニューっていうことでよろしいんでしょ

うか。 

○嶋田委員長 はい、 田総務課参事。 

○ 田総務課参事 行政出前講座の実施要綱の中では、うちはメニューとしては２７ござ

います。それと、住民さんのご希望があれば、これ以外にも対応しておるところでござ

います。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 ２７メニュー、プラス町民さんの要望にこたえていくということで、２１年

度についてはたまたまここに書かれているものだけしかなかったというふうに理解をし

とけばいいということですね。はい、わかりました。 

  それと、９０ページのほうに、職員研修の実施ということが書かれてるんです。その

次のページには職員の健康管理とかいうことも書かれております。メンタルな部分での

職員さんの健康管理っていうのは、以前から、私ずっと申し上げてきた経過があるんで

すけれども。その健康管理、それとともに、職員の研修のあり方についてもいろんな今
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まで問題点の指摘もさせていただいてきたというふうに思うんですが、この２１年度に

おきましても、職員さんの長期の休暇をとられている状況であったり、それから、途中

で、年度途中であったり、また、６０歳までなっていないのに退職であったり、そうい

うことっていうのが、２１年度にもあったように思うんですが。その点、数について、

ご報告いただきまして、さらにその原因となっているものは何なのか。そして、その原

因をどう取り除こうとされているのかということについて、町の考え方をお尋ねしてお

きたいというふうに思います。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 職員も病気休暇等で長期で休暇をとった職員の数でございますけれども、

平成２１年度は１名の職員がおります。おっしゃっていただいたように、年度途中で退

職した職員も１名だという状況でございます。 

  毎年、職員研修の一環として、職員に対しましてメンタルヘルス研修ですね。これは

平成２１年度に実施をしておりますし、また、平成２１年度からは新たな人事考課制度

という中で、職員の勤務の状況とか、そういったものも、当然、管理職が把握して、ち

ょっとおかしいということであれば対応するという状況も、この人事考課制度の中で、

そういう行動、職員の行動記録を観察していくという中で、そうした職員の状況も検討

していくということでございますので、そうした中で、職員の健康管理も含めてでござ

いますけれども、健診も含めてそういう仕組みに対応しているということでございます。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 でも、２１年度でそういうふうな形でやってきているにもかかわらず、さら

に２２年度にも、そういう、もう年度の前半でですね、長期で休んでおられたり、もう

辞めてしまったり、途中で辞めてしまったりというような職員さんが出てきてるという

状況があると思うんですけれども。もう少し、職員の資質向上であったり、それから、

職員のその職務に対する考え方であったり、何ていうのかな、とりあえずその職員さん

の考え方をやっぱり広げていく、視野を広げていくということであったり、いろんな要

素を最近、地方公務員の皆さんもいろんな要素が必要になってくるとは思うんですけれ

ども、研修とかせっかくされるんやったら、生きた研修をやっぱりやっていただきたい

し、そして、そのメンタルヘルス研修もどんな内容のものをやっておられるのかは、ち

ょっとわからないんですけれども、でも、非常に以前からいろいろ申し上げてきている

割には、ここに来てまた、さらにそのそういう状況がよく目につくというのか、辞めは
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ったや、これ、あれですよね。今、退職１名って、年度途中は１名やったけど、年若く

して辞めた人、まだいはりましたですよね、２１年度で。２１年度終わった時点でいて

はったんちゃうかな。で、そういう、こういう席ですので、個人名ではあげれませんけ

れども、この間に何人かの方がそういうような状態で辞めていかれてるというような中

にあって、何か、最初、職員さんの研修でも最初が入ってきて間ない職員さんの研修っ

ていうのは、それなりにやっておられるとは思うんですけどね。でも、以前ありました

ね、入ってきてその１年目で、もうすぐ来はれへんようになって、その年に辞めてしま

いはったいう若い職員さん、１人いてましたけど、その後は見てましたら、やっぱり一

定の年齢の職員さんがお辞めになってる、４０代、５０代の職員さんがお辞めになって

るいうような状況もある中で、何かもうちょっと考えて、町としてはやっていかんとあ

かんのじゃないかな。やっぱり、人材は宝ですので、斑鳩町の住民にとって、斑鳩町の

役場の職員さんっていうのは、もう、ものすごく、みんなの頼りにする人なんですよね。

職員さんたちがいなければ斑鳩町は動いていかないんですから、住民から見て、職員さ

んが健康的で生き生きと自信を持って働いていただいているっていうことは、住民にと

って非常に大事なことなんで。そうならないで、途中でお辞めになったり、長期に休ん

でしまわれたり、で、役場に活気がなかったりとかいうことは、非常にマイナス、住民

から見てもマイナスな点やなっていうふうに思うので。ここらについて、もう少し、も

っと、その職員研修なんかは発想の転換をして、思い切ったことを、いろんな、しかも

最初入ってきはったときだけ力入れるんやなくて、やっぱりその年代、年代に応じた研

修なんかにも取り組んでいただくべきではないかなっていうふうに思うんですけど。ま

た、管理職になったときには、管理職の研修とかそんなんもやっていただいてるんかな、

どうかなと思うんですけど。それの状況はいかがでしょうか。 

○嶋田委員長 池田副町長。 

○池田副町長 今、るるご質問いただきました。昨年度は辞めましたが、新人で入ってこ

られた職員さんで、入って１月後に病気になられて、そのままずっと１月末で辞めたか

な、そこまでずっと病気休暇されておりますが。それで、本年度、年の課長補佐と係長

辞めてまいりましたけど、これはもうメンタルヘルスというよりも、１人については仕

事が覚えられない、入ってこないということでございます。もう１人は、仕事をやって

いく自信がないということでございました。そうした中で、いろいろ言われておりまし

た自己啓発、能力向上、町といたしましても、いろいろあげてやってきております。た
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だ、言えることにつきましては、自己開発能力というのは、人から与えられるものでは

なくて、やはり自分で開発しないと、どうにもならない問題でございます。これは一般

企業でも同じであります。住民の方が役場を辞めないために、こんだけいろいろ丁寧に

過保護的に教えているんやというたら、これまた住民からいろんな苦情かいうか、語弊

もあると思います。一般企業であれば、必ず自己の能力を開発するためには、いろいろ

自分で勉強をしておられます。そうした中で、新人の間にはいろいろ基礎的なものを教

えてまいります。また、管理職、課長補佐、課長となってまいりますと、管理者になっ

たいっきにつきましては、その心構え等については、当然、県のほうで一括研修会がご

ざいますので、そこにも参加していただいておりますし、課長補佐の時代からいろいろ

委員会に出て勉強もしておりますので、やはりそこらは給料をもらって働いております

ので、そういう意識を持って働いていただくと、これが第一義的になってこようかと思

いますので、今後もそれを第一義的に考えた中で、やはり職員の研修もやっていきたい

と考えておりますので、そこらをご理解をいただきたいと思います。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 職員研修につきましては、私以前にも、こんな研修ありますよと言って、自

分も行きたいなと思った研修なんかを担当課に持っていって、人権の関係やったら、同

じところの研修ばっかり行かずに、こういう研修も行かはったらどうですかって、案内

文だけ、パンフレットだけ何回かお渡ししたこともあります。ですから、研修のやり方

についても、同じことばかりやるのではなく、やっぱり目先も変えてみるとか、それと

今言われた自己開発、自己啓発、これ、とても大切なことなんですけれども、何がきっ

かけで、その人がすごくひらめいたり、ものすごいやる気を出したりっていうのは個人

差もあるし。能力的に恵まれている人と、こつこつ努力して上がって伸びていく方とい

ろんなタイプもあると思いますのでね、上になればなるほど、皆さん方が、皆自分と同

じではなくて、皆人は１人ずつ違う、そういう違う職員のそれぞれのよさを、すべて寄

せて和を以って貴しと為す、ですよね、聖徳太子の言葉で言えばね。いろいろな個性の

寄り集まりの中で、よりいいものを出していっていただくための研修であったり、健康

管理であったり、そういう視点を持ってやっていっていただけたらなというふうに思い

ます。それと、もう１点、お尋ねしたいんですが、もう何年か前でしたけれども、係長

級が、職員さん皆を集めまして、その当時、その当時の行政課題につきまして、係長級

が講師になりまして、ほぼ全職員さんっていうんですか、閉庁後にそういう職員研修。
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で職員みずからが講師になってやるっていうそれを、何か一時、以前にやられてたよう

には思うんですけれども、それ、今現在はそういうことはやっておられないようにも思

うんですが、間違ってたらごめんなさい、やっておられるのか、おられないのか。やっ

ておられないのであれば、なぜやらなくなったのかとか、その辺についてちょっと教え

ていただけたらと思います。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 今おっしゃってる職員自身が講師になってやる、平成１０年ぐらいから

実施していたものでございましたけど、当時、係長に限らず、各担当の仕事の中で、主

な位置を占めている職員についても講師になって、当時、なかなか企画的には、私もよ

かった思って、講師になるだけで勉強になりますし、人に対してそういう説明すること

を勉強せなあかん、いろいろ効果があったと思うんですけど。とりあえず、ひと通り役

場庁内を順番で回らせてもらって、一旦それについてはおわった。で、そういう効果は

あったというふうに思います。一方で、時間外ということで、そうした研修について、

そういう残業手当をいただくといった面もございまして、それ自体がいかがかというこ

ともございますので、それについてはひとまわりしたということでございまして、やめ

ています。そのほか、今研修っていう話になるんですけども、さっき、その内容につい

て・・・。訂正させていただきます。申しわけないです。手当が出ないと。時間外にも

かかわらず手当が出ないということで、いう意見もあった中で、ちょっと批判が出てき

て。申しわけございません。それとあと、研修っていうやり方はいろいろあると思いま

す。それで先ほど、副町長の方からも出ました自己啓発については、やっぱり自分自身

でいろいろなものを学びながら、見ながら、自分を磨いていくということが必要になり

ますので、その中で、先ほど、人事考課制度の試行的運用ということについて、若干触

れさせていただいたんですけども、これにつきましては、職員とその上司、で、逆の立

場、上司から職員、１対１で、そのふだんの仕事について見直す機会、見詰め直す機会

というのは、なかなか１対１になってそういう機会を設ける、実際、強制的につくらな

いとできない状況もある中で、こういう試行ではございますけれども、大変お互いに評

判がよくて、この中ではっきり物が言える職員、皆の前では言えない職員でも、その上

司に対しては言える職員、言えるようになったとかいった中で、そういったことについ

ても自己研さんなり、その研修のいい機会になっているのかなといったことになります。 

  ふだんから自分自身を見詰め直す機会っていうことを、こういったものを含めて、職
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員がどれほど自覚するのかということも、ひとついうようなことだと思いますけども、

今現在の状況においてはそういう状況です。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 以前のものについてはわかりました。企画としてよかったし、一定の効果も

あったけれども、その講師になる分についてね。残業となるんやけれども、手当が出て

なかったということもあるんですけれども、私自身は職員さんの気持ちになるとどうな

んかわからないけれども、ええのか、悪いのかがよくわからないんですけどね。でも、

今部長が言われたように、職員さんにとってはすごくいい勉強になるんじゃないかなっ

ていうふうには思うんですね。ですから、その時間外手当の問題もですよね、しょっち

ゅうやると大変ですけれども、年に１度なら１度でも、そういうことをやるとか、何か

そのとき、そのときのテーマ、行政課題とかについても、それから、これからでしたら、

やっぱりその総合計画の問題の中で、やっぱりどれぐらい職員さんがそのことを中身を

わかって住民対応していくのかという問題であったり、いろんなことをやっていってい

ただけたらということを思います。けれども、私は身近に見ている職員さんたちが、長

いことを休まれて顔を見ないとか、まだ、定年まで、まだまだあるのに辞めてしまわれ

る、途中で辞めてしまわれるとかいう事態っていうのは、非常に近くで見ていて残念な

気持ちでならないんです。ですから、今後もそういったメンタルな部分プラス自己啓発

の部分、力を入れまして、研修なんかに取り組んでいっていただけたらなと。そして、

今後、斑鳩町の住民の生活を皆さん方に担っていただかないといけない人材を育成して

いただく、その人材育成については、ここにおられる副町長をトップとして、町長ご不

在ですけど、副町長をはじめ管理職の皆さんの与えられた任務ではないかというふうに

も思いますので、人材の育成についても力を入れてやっていっていただきたいというこ

とをお願いしておきたいと思います。 

○嶋田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

  木田委員。 

○木田委員 １０７ページの第４次総合計画というところなんですけども。今、全国的に、

その長期総合計画というものを見直すというんですか。やはりこの今の社会情勢の目ま

ぐるしい社会情勢の中で、そんなん１０年も計画を立てて、それが必ず実行できるもん

かどうかいうことは、やっぱり疑問視されるような時代になってる中で、これ、今回も

総合計画立てられるということで。今までの前年度、２２年度までですか、そこまでの
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１０年間に、総合計画を立てられたことに対して、今回の委員さんっていうんですか、

その方たちがそれを検証されて、そしてまた総合計画を練られるという形なんですが。

やっぱり１０年にもわたるいうたら、なかなかその計画自体が難しいように思うねんけ

ど、そういう全国的なこの傾向に対して、斑鳩町はもうこの総合計画は、全く揺るぎな

い、そういう計画として実施してきた、あるいはこれからも実施しようと、そういう考

えでおられるのかどうかいうことをお聞かせ願いたいと思います。 

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 今、委員さんのほうからご指摘ありました第４次総合計画の策定で

ございますが、委員さんが言われましたように、委員さんの中にも、審議会の委員さん

の中にも、１０年という長いスパンの中で計画を立てるのは、この流れのはやい現在の

社会情勢の中ではどうかなというご意見もございました。ただし、総合計画は町の基本

的な計画でございますので、この基本構想につきましては、従来どおりの１０年間とい

う期間を設けさせていただきまして、その中で行動計画等を策定するのもございますの

で、それにつきましては５年ごとのスパンで年次計画、長期計画という形で取り組んで

いこうという形で、町としては方針を説明いたしまして、委員さん方もそれを了解して

いただいて、今現在その策定でもって進めているところでございます。 

○嶋田委員長 木田委員。 

○木田委員 だからね、それは前総合計画の中で立てられたことが、実際にそれ、全部実

行されたんかどうかですわね。やっぱり、今言われてるような町のマニフェストと一緒

でね、選挙に出る人のマニフェストとよう似たようなもんで、１０年の間にはこういう

こと、こういうことをしますというような形で出されて、それが果たしてそんだけの中

のどれぐらいの部分がそれ実行されたのかということに、やっぱり問題があるというふ

うに、私はそういうふうに思いますのでね。それと、全国的な傾向としては、やっぱり

そういうふうな総合計画の見直しというんですか、だから、もうちょっと５年サイクル

ぐらいにして、そしてまた２年か３年ぐらいのスパンで考えていこうというような形に

なるのかなと思うねんけど、そういう形がとられるような傾向にもなりつつあるいうよ

うな。今の現在のその総理大臣でもころころかわるね、そういう時代に、そんな１０年

も先のことを、やっぱりこうしよう、ああしようというような確たる約束はなかなかで

きにくいと思うからね。そこら辺のとこを、もうちょっとできそうなもんからやってい

って、ほんであと残ったやつはまた、次の何に繰り越すというような形やなしに、やっ
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ぱりその計画立てたら、それに沿うてやっていけるような形にやってもらいたいなと思

いますねんけども、今回、そうしてまた、４次計画ですか、それでされるいうことは、

それにのっとって今後１０年間に、まあ５年間ほどで見直すいう、中間で見直すいうこ

とやけども、結局はやっぱりできなんだことは先に延ばすいうことやからね。だから、

もうちょっとその総合計画自体を今後ちょっと考えてもらったほうがええのと違うのか

なというふうに、私はそういうふうに思いますねんけど、それについて、計画ができた

以上は、それにのっとってやっていくというふうな形になんねやったら、もうそれはい

たし方ないけども、それについてどうですか。 

○嶋田委員長 池田副町長。 

○池田副町長 先ほど西川課長のほうからご説明した分と重複すると思うんですけど、ま

ず、第３次総合計画につきましては、総合計画の中には、基本構想と基本計画がござい

ます。第３次総合計画では、基本構想も基本計画も１０年計画でやっておりました。そ

れで、今度の第４次総合計画につきましては、基本構想につきましてはこれは１０年で、

基本計画はもう今度変更して５年ずつというスパンを切っていきます。これは木田委員

もおっしゃっていましたように、非常に時代の流れがはやいということで、ここで前回

の総合計画と違った面で５年縮めております。そうした中で、どうしても全体構想、基

本構想というのは、もう町の今の方向性、大まかな方向性となってまいりますんで、大

きなくくりとなってまいりますんで、これは１０年で計画をさせてもらうということで

ご理解をいただきたいと思います。 

  それで、第３次の総括、これにつきましてもいろいろ総合計画の委員さんの中でも審

議をしていただいております。どうしても基盤整備につきましては、ＪＲ法隆寺駅整備、

ほぼなってきて、あと周辺の道路が残っております。あと、総合保健福祉会館もできて

まいりました。ほんで、いろんな福祉施策、子育て等にも、基本構想の考えに基づいて

実行はできてきておると思います。ただ、観光、商業についても、第３次総合計画で、

るる申し上げておりましたけども、これについては委員さんもご承知のように、まだや

はりおくれておる部分がございますんで、第４次総合計画の計画では、やはり観光、商

業をもう少し重点的に取り組んでいこうということで、その位置づけをより上位に持っ

てきておりますので、そうした中に第４次基本構想、基本計画を、総合計画を策定をし

てもらいたいということで、今審議をいただいておりまして、随時、また担当常任委員

会の総務委員会のほうにも資料を提示をしていきたいと考えております。 
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○嶋田委員長 木田委員。 

○木田委員 この件については、やっぱり計画だけやなしに、実施されるように努力して

いただきたいと思います。 

  それと９１ページの、事業名としては職員の健康管理ということで、先ほども研修と

かいうようなことを言っておられたんですけれども。私はもう以前からも申し上げてお

るように、職員が草刈りをしたりとかいうようなことは、やはりやめてほしいと。やっ

ぱり、それも時間外には、やっぱり町の職員の健康を考えた場合は、なかなかやっぱり

この暑い夏のさなかに、やっぱり草刈るとしても防護というんですか、その格好でやっ

ぱりやらなければいかんということで。町の職員の方が、そういう格好でしてはんのか

どうか、ちょっと大変わからへんねんけど、いや、あの町の職員が何人も草刈ってはっ

たでって。何でって言うと、こんな定時っていうんですか、定時時間終わってから草刈

ってはったでっていうような何になったらね、何かこう、明くる日に、それ、こんな３

５度も３６度もの気温の中でですね、持ち越すんではないんかなというそういう心配が

あってですね、何とかその点を、職員は大事とかいう以上は考えてあげていただきたい

なということと。 

それと、１１２ページの防犯体制の充実という中で、自治会防犯灯設置補助というこ

となんですねんけども、今、最近、電器屋さんから今度自治会で防犯灯を設置しはると

きには、ＬＥＤ防犯灯っていうんですか、それの設置をお願いしますっていうて来られ

たんですねんけれども、そういう点について、来年度予算になるのかどうかしらんけど

も。そういう球がなかなか切れないっちゅうんですか。だから、今の何やったら、うち

らでも年間やっぱり５、６件、１回交換してもらうのに、２，６２０円ですかな、それ

はもう必ず５、６件は冬場に発生してるわけですわ。だから、そういうかわりに、ちょ

っと高いんか知らんけども、ＬＥＤの防犯灯なんかを設置した場合には、その設置のと

きは高いか知らんけど、それについて、ちょっと考えてもらえたいなということなんで

すねんけども。それは来年度の予算にかかわることやから、今、検討はしていただかな

くても結構です。そういう切りかえも可能かどうかいうことだけ、ちょっとあの何して

ほしいなということで、お願いしたいなと思います。 

その何だけ、簡単で結構ですので。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 防犯灯の関係でＬＥＤの防犯灯でございますね。これにつきましては、市
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場価格もかなり安くなってまいりましたし、省エネであるということと、器具の交換も

球が大体１０年ぐらいもつということで、環境に優しい防犯灯であるということから、

町といたしましても、本年度から、現状の蛍光灯の球からＬＥＤにかえられる場合は、

補助の対象としておりますので、今年度からは別にございますので。自治会のほうで、

もしされる場合は申請していただいて、球の交換だけでしたら、多分全額分の補助ぐら

いいけると思いますので、申請していただいたらと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

○木田委員 職員の。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 職員の草刈りについてお答えいたします。この草刈りにつきましては、

以前、議会のほうにもいろいろご心配いただきまして、車にちょっと事故ということも

ある中で、草刈機を使ってというのはもうやめさせていただいてます。今現在は、この

暑い夏場はちょっと休止、ボランティア清掃も休止させていただいてる状態で、今度ま

た涼しくなれば、職員を募って、ボランティアを募って、ごみを拾うと、そういった形

でさせてもらおうかなというふうに考えてございます。いろいろご心配いただきまして、

ありがとうございます。 

○嶋田委員長 木田委員。 

○木田委員 それともう１点だけ。１０６ページのまちづくりを担う人材の育成というこ

となんですねんけども、これはグループ名は「まちづくり太子塾」となっていますねん

けども、それの人数っていうんですか、そして、これはもう町内だけでこういう活動を

しておられるのか、その２点だけちょっとお願いしたいと思います。 

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 グループ名は「まちづくり太子塾」でございます。メンバーさんと

いいますか、中におられます人につきましては、その年度によって若干変動はございま

す。今おられるのは１７名程度参加しておられます。活動につきましては、まちづくり

ということでございますので、町内の住民の方を参加していただくようなまちづくりの

イベントも考えていただいておりますので、町内を主の活動としての活動ということで

考えていただいております。 

○嶋田委員長 木田委員。 
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○木田委員 そうしたら、その報告書っていうんですか、活動されたというそういう企画

運営をされたという報告書なんかは、それは上がってきてるんですかな。 

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 活動される日につきましては、秋でありますとか、春でありますと

か、それぞれイベントを考えておられますので、その都度、町のほうの、そのイベント

等に参加して、活動等も確認させていただいております。またあと、終わりました後に

は、報告のほうもしていただいているところでございます。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

  伴委員。 

○伴委員 まず、９０ページの一番下の人事考課制度の試行的運用ですけど、これ、対象

の職員さんが１９０人、これも正規の職員さんだけの数かいなと、私思わせていただい

てますねんけど。これ、住民のほうからすると臨時の職員さん、これ、先ほど部長のご

説明もその方のためにやってるんやというふうなご説明をいただいた中、その方のため

というようなこと、また住民から見れば正規の方も臨時の方も全然、その辺わかりませ

んねん。だから、何かその臨時の方も、何かこう励みになるような、そういうようなこ

とをちょっと考えておられるのか、やはりこの制度はもう正規しかどうしようもおまへ

んねんというようなことなのか、ちょっとこのあたりお伺いしたいんですが。  

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 人事考課制度につきましては、平成２１年度から試行的にさせていただい

たということで、まず、当然、正規職員からやっていくということで、もちろんござい

ます。臨時職員さんにつきましては、当然、この人事考課制度とは別に、また臨時職員

の研修ということで、別にさせていただいておりますので、今のところ、試行的にやっ

ている関係もございますし、正規職員ということでさせていただいております。  

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 非常に、常そのへんは難しいもんというのはよく理解できますし、ただ、やっ

ぱり臨時職員にもやる気を出していただいて、また、技能をのばしていただくというよ

うなことも必要だと思いますので、その辺の検討をよろしくお願いします。  

  その次に、９９ページのこの職員駐車場の管理と来客用の駐車場の管理ですねんけど、

これの面積と費用がアンバランスになってまんねんけど、これは何でこないなってまん

ねやろ。 
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○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 今、ご質問いただきましたように、職員の駐車場と来客用の駐車場、

面積は違います。あと借上料も何でこんなにアンバランスということでございます。  

  まず、職員の駐車場でございますが、そこにありますように面積は１，６１３平方メ

ートル、それとは別に以下の職員駐車場とは別に、その南側に、地面が舗装してない部

分がございます。その部分も借りております。その部分が３０台分ということで、借り

ておりました。その部分を合わせまして３１０万６，４２０円ということになっており

ます。その３０台分の面積については、その１，６１３平米の中には入っておらないと

いうことで、ご理解いただきたいと思います。 

それと、来客用の駐車場の部分につきましては、第１駐車場、これは北側に１，２９

５平米の駐車場がございます。これは舗装している部分で、法務局の裏側の部分にござ

います。この部分は１，７３５万３００円、間違えました。司法事務所さんの裏側にあ

ります駐車場でございます。平米数につきましては１，２９５平米、契約金額につきま

しては１７３万５，３００円となっております。その、今言います役場駐車場の役場の

道路を挟んで東側、舗装してない部分がございます。この部分につきましても来客駐車

場となっております。この部分につきましては、面積は１，７５０平米となっておりま

す。この部分につきましては、契約は無償という形でお借りしているところでございま

して、その分、金額が入っておらないということで比較しますとアンバランスになって

くるというふうにご理解いただきたいと思います。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 今の説明で、まだ僕理解できてませんねやわ。来客用ね、ところが実際有償で

借りておられるのが１，３００平米、約１，３００平米ですわな。それで、上のほうが

職員さんのやつが、これ３０台分を足して、その３０台分ってそんなごっつい面積とち

ゃうと思いますねやわ。それでいくと、これ３００超えてると。それが、土地がものす

ごく場所が違うところで、地価がすごく違うとこであれば、非常に理解できますねんけ

ど、もうちょっと詳しい、何でこないなっとるか、お願いします。 

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 説明がまずくて申しわけございません。今申します第１駐車場とい

うところがございます。東側の職員駐車場のほうにございます、この面積が１，６１３

平米。単価につきましては、平米当たり１，３４０円でお借りしているものでございま
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す。それを掛けますと２１６万１，４２０円になります。 

  それと、司法事務所さんのその南側です。舗装してない今３０台分と申しましたとこ

ろでございます。これは、年間で１台当たり、３万１，５００円という使用料となって

おります。３０台を掛けまして９４万５，０００円という金額になります。それを合わ

せまして、先ほどの２１６万１，４２０円と合わせまして、３１０万６，４２０円とい

う金額になっているところでございます。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 ちょっと私、今電卓を持ってませんけど、下のやつはこれ、平米当たり何ぼに

なりまんねやろ。上のほうは１台と、もうひとつは平米当たりで１，３９０円ですか。  

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 来客用の駐車場のほうでございます。同じ単価で１，３４０円でご

ざいます。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 ようわかりました。ちょっと、次に、１０７ページの一番下のバゴちゃんのぬ

いぐるみですねんけど、これ、前２台つくってくれはって、この値段になっていると思

いますねんけど、これ自身、前のやつと入れると３台になると思うんです。それはこの

３台のやつで、こう遠方に貸し出しとか、そのあたりはどういうような感じで、やっぱ

り３つあればそういうようなことも結構あるわけですか。 

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 前の方の１０年前につくったぬいぐるみでございますが、その分は

かなり傷みが激しく、着用して動きますと、ほつれ等が大変目立っておりまして、今現

在は、貸し出しは、もう無理には貸し出しできますけど、置いておるところでございま

す。あとの２台につきましては新しいものでございますので、貸し出しを今順次行って、

３台もし必要なときがあれば、その古い部分も活用してまいりますけど、今現在ではそ

の古いものは固定で置いておくような方法も今考えておるところでございます。できる

だけ、そのまま廃棄せずに、できれば何かに役立つ形で利用してまいりたいと考えてお

ります。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 今の説明でわかりましてんけど、その貸し出しいうのは、結構遠方のところ、

また頻度、そのあたりはどんなもんですか。 
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○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 遠方のところでは、県内でございますが、橿原市でありますとか、

奈良市でありますとか、その辺の今、１３００年事業が行われておりますので、それに

関連して、ほかのキャラクターと一緒にということで貸し出しを希望されるところがあ

るところでございます。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 わかりました。次、１１３ページの一番下の地域防犯の推進なんですが、この

ＳＯＳネットワークいうのが、ちょっと私理解できてませんねんけど、これはどのよう

な事業になっとるわけですか。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 ＳＯＳネットワークでございますけれども、この事業につきましては、平

成１２年の３月から開始をいたしまして、町内の事業者さんの協力を得まして、それで、

高齢者等の行方不明等の捜索があった場合に協力をいただくということで、その早期発

見、行方不明になった方の早期発見のために、事業者さんに協力をいただいてるという

ことで、今現在の１４７事業所さんに協力をいただいておりまして、もし、行方不明の

方が出た場合は、役場からこういう特徴の方が行方不明になっておられますということ

で、警察から当然連絡あるわけなんですけれども、捜査願が出ておられる方につきまし

て、ファックスを事業者さんに送らせていただいて、協力を求めているという形でござ

います。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 今の説明でよくわかりました。この実際のところ、それによって非常に助かっ

たと、高齢者の方が行方不明になられたとか、そういう形で、その成果のほうというの

はどんなもんですか。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 ２１年度につきましても、１回、行方不明がありまして、ファックスを流

させていただいたんですけど、昨年につきましては情報がなかったということでござい

ます。過去には、そういう形で情報を流させていただいたんですけども、見つかった方

もおられますし、町外で遠いところで見つかった方もおられますし、あるいは行方が知

れない人もいまだにおられます。 

○嶋田委員長 伴委員。 
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○伴委員 次、１２７ページの選挙費なんですが、これはこの衆議院のやつと、町長選の

やつと、こう見せていただきますと、大分これ、確かに衆議院のほうが小選挙区、比例

代表とある分、金額もかかってるっていうような感じもするんですが、金額に相当なこ

れも違いがある、掛ける２ぐらいになってますねんけど、このあたりも何でこないなり

まんねやろ。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 衆議院選挙の場合は、当然、公示から投票までに１７日間ございます。町

長選挙の場合は５日間ということで、その選挙運動期間中も当然違います。それに対す

る役場のほうの期日前の投票事務の関係の経費が全く違いますし、あるいは開票も当然

小選挙区も比例区もございますので、開票も時間がかかりますので、そのへんの職員の

当然人件費もかかってまいりますし。投票所とか、１３カ所という投票所の数は変わり

ませんけども、そういった関係もございますし、あるいは事務費の関係も、国から執行

経費という形で出てまいりますので、今回は投票用紙の自動読み取り機ですか、それを

買わせていただきましたんで、そのへんの経費も、備品購入費で１００万円ほどあがっ

てるんですけど、そういった経費もあがってるという形になります。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 今、職員さんの手当というような話が、これ、当日のよく投票所に来て、来ら

れて、そして夜ずっとと。これ、１日当たり何ぼぐらいかかっとるわけですか、職員さ

んの手当というのは。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 職員のその時間外勤務手当という形で支給させていただいておりますので、

職員のその時間単価によって、個々に違うというふうになります。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 一般的に、朝からスタートされて開票までずっと従事された場合に、どれぐら

いかかるわけですか。朝一番からそして開票終わるまで勤務された場合、どれぐらいの

金額になるんでしょうか。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 例えば、時間単価が、割り増し勤務で、例えば２，０００円といたします

と１３時間ですので、２万６，０００円になるということでございます。１３時間でし

たら２万６，０００円ということになります。 
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○嶋田委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 これをもって第２款、総務費についての審査を終わります。 

  次に、第８款、消防費について説明を求めます。 

  清水総務部長。 

○清水総務部長 それでは第８款、消防費にかかわる歳出決算の状況の説明をさせていた

だきます。決算書では１６６ページからとなっております。主要な施策の報告書では２

５３ページから２６０ページとなっております。 

第８款、消防費全体でございますが、予算現額３億４，５０８万円に対しまして、決

算額は３億３，９８９万９，２７２円で、執行率は９８．３％となっております。第１

項消防費につきましても同額の執行となっております。 

  主要な施策の成果報告書の２５３ページの第１目、常備消防費では、予算現額２億８，

２３４万５，０００円を全額をして執行しております。西和消防組合との連携といたし

まして、消防業務を広域的に実施している西和消防組合に負担金を支出し、消防力の充

実に努めたところでございます。 

  次に、２５４ページの第２目、非常備消防費であります。予算現額２，５１７万８，

０００円に対しまして、決算額は２，３６０万３，０４９円で、執行率は９３．７％と

なっております。 

  消防団の運営では、非常備消防組織の充実と活動の支援のための費用を支出しており

ました。平成２１年度末現在の消防団員数は８８名であります。消防技術向上のため、

第５回生駒郡総合防災訓練や各種の訓練への参加をはじめ、消防学校への入校などによ

り、団員の士気高揚と非常時における緊急体制の強化に努めました。 

  また、平成２１年度における消防団の出動状況は、火災出動６回、行方不明者捜索１

回、有事に備えての地区別防災訓練、機械点検、操作点検に係る訓練等で延べ３４回の

出動をしていただいておりまして、その他の活動といたしましては、火災予防週間には

予防啓発を行うとともに、年末には年末警戒、年初めには出初式、文化財防火デーの防

火訓練などに出動をしていただいております。 

  ２５５ページの自衛消防団の支援におきましては、自衛消防団１９団体に対して管理

運営の充実を図るための補助金を交付し、自衛消防団の育成に努めました。  
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  次に、２５６ページの第３目、消防施設費であります。予算現額１，１２４万３，０

００円に対しまして、決算額は９６６万７，８３１円で、執行率は８５．９％となって

おります。消防施設の維持管理では、法隆寺消防センター用地借地料のほか、消防団詰

所、音声サイレン遠隔装置の維持管理等、既存の消防施設の維持管理に要する経費の執

行であります。 

  次に、２５７ページの消防施設整備の支援では、自治会における初期の消火体制の強

化を図るため、消防器具等の設置について補助金を交付し、地域における消防体制の充

実に努めました。平成２１年度では消火栓２基、ホース３２本、筒先２本、スタンドパ

イプ２本、開栓キー４本、器具格納庫１７箱の設置に対しまして補助金を交付しており

ます。また、地上デジタルへの対応といたしまして、国の地域活性化・経済危機対策臨

時交付金を活用し、各分団詰所及び消防コミュニティセンター等に、地上デジタル対応

テレビ等を設置いたしました。 

  次に、２５８ページの第４目、水防費では予算現額２４万６，０００円に対しまして、

決算額は１１万３，３６４円で、執行率は４６．０％となっております。梅雨や台風な

ど大雨時の貯水機能の確保のため、いかるが溜池における水利調整について、その管理

団体であります「いかるが溜池土地改良区」に対しての報償費等を支出いたしました。  

  続きまして、２５９ページの第５目、災害対策費であります。予算現額２，６０６万

８，０００円に対しまして、決算額は２，３６７万２８円であります。執行率は９０．

８％となっております。 

  まず避難所施設の充実では、災害が発生した際の避難所施設を充実させることにより、

被災住民の安全と安心を確保するため、簡易組立トイレ８台、発電機・投光器等の照明

器具８セットを購入いたしました。また、地域活性化・経済危機対策臨時交付金及び公

共投資臨時交付金を活用し、避難所の表示看板の照明及び地震発生時の停電の際には、

避難所の誘導灯として活用できるよう、避難所施設２０カ所に太陽光発電を利用した災

害時対応灯、これはＬＥＤの照明灯でございますが、これの対応灯を設置いたしました。 

  次に、２６０ページの災害時救助工具等の整備として、災害発生時の救助活動を円滑

に行うため、地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用し、西部防災公園に備蓄倉庫

を蓄積し、救助に必要なバール、のこぎり等の資機材の整備を行いました。  

災害物資の備蓄では、非常食であるアルファ化米３，６００食、保存用ビスケット１，

８４０食、合計５，４４０食、及び毛布７００枚を購入し、災害に備えました。  
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  また、地区別防災訓練の実施では、災害発生時に地域住民自身が連携を保ち、また初

期消火や放水訓練等により初動応急活動ができるよう、地域密着型の地区別防災訓練を

実施しており、平成２１年度では町内１自治会ございますが、におきまして実施し、防

災意識の普及と高揚を図りました。 

  以上をもちまして、第８款、消防費の歳出決算の状況につきましての説明とさせてい

ただきます。どうぞ、よろしくお願いします。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、第８款、消防費について質疑をお受けします。 

  浦野委員。 

○浦野委員 ２５７ページの消火栓ホースとかというような備品関係、防災体制の確立で

すけども、各地区にこういった格納箱にいろいろと防災器具が入ってるんですけども、

これ、多分自治会ごとに申請されて補助金が交付されてると思うんですけれども、例え

ば、これ、火災が起こった場合、隣の地区の格納箱を使うということも可能なわけです

ね、ちょっと確認しておきます。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 当然、これ自治会で管理はしていただいておりますけど、当然、緊急でご

ざいますので、当然、近くの消火栓なり器具を使って、消火活動をしていただくという

ことでございます。 

○嶋田委員長 ほかにございますか。 

  里川委員。 

○里川委員 私、以前から消防法の改正で、火災警報器の関係のことをずっと言ってたん

ですが、その火災警報器設置の補助金については、その高齢者とか福祉課のほうの施策

で、申し込みがあれば対応していくんだというようなことが言われてて、あまり町とし

て積極的な、何か、西和消防のほうに任せてるみたいなふうな状況も、当時いろいろ申

し上げたときにあったんですけどね。でも、この２１年度は非常に切り替えをしていか

なければならない年だったとは思うんですが、その辺の状況がさっぱりと、決算の状況

見ててもわからないんで、ことしに入ってからですね、自治会長さんが火災警報器が設

置されてるかどうかというアンケートを各家庭にとられたというようなことがあって、

ああ、今さらかと思って、今ごろかというような印象があったんですけどね。ここでは、

ひとつもそういうこと触れられてないですが、２１年度については、その消防法改正に

伴って西和消防などと、町はどんなふうに協力をしながら、斑鳩町の各家庭に対して努
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力をしていただいたのかなというのを、改めましてお尋ねをしたいと思います。  

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 住宅用の火災報知器でございますけれども、これは、既存住宅につきまし

ては、平成２１年５月３１日までに設置が義務づけられたということでございます。こ

れにつきましては、西和消防の組合の条例のほうで、この設置の維持と、その維持の基

準というのが定められておりますので、西和消防のほうで、今この対策について取り組

んでいただいているという状況でございますけれども。奈良県が非常にその設置率が低

いということで、今回もその自治会長さんを通じまして、アンケート調査を西和消防の

ほうが実施したということでございますけれども、この取り組みとして、まず、このア

ンケートを実施して実態を把握する中で、今後、どういう対策をとっていったらいいの

かというのを、対策協議会というのを設置をされて、その中で、今後この設置率の向上

に向けて取り組んでいかれるということでございますので、町としてもそれに当然、そ

の会議にも出席をしておりますので、その状況を見ながら協力させていただくことは協

力させていただくということでしていきたいというふうに考えています。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 本来やったら、そういう西和消防との連携とかいうて、その２１年度中にそ

ういう成果の報告とかが載ってきてもええ話、２１年の５月に設置、各既存住宅せなあ

かんっていうことやったらね、そういうことになってなあかんのにね、なってなかった

ということについてはちょっと残念だなと思いながら。まあでも、これから動き出すと

いうことであれば、ぜひまた、２１年度中、もうちょっときっちり、もうちょっとは動

いといてほしかったなという。でも、これを見る限りでは何かほとんど、町と西和消防

と連携して何か動いてる様子もあまりないような気がしましたので、ちょっとお尋ねを

し、そして、今後の要望としては、積極的にやっぱり、特に高齢化になってきて、お年

寄りの方が、そうせなあかんということもようわかってはれへんお年寄りもぎょうさん

いはりますんでね。今後また、西和消防署と協力をしながら、既存の福祉課にある制度

を使うてもうてどうのこうのというよりも、設置できる家であれば設置をすることを知

らん家もありますのでね。またそして、低所得者層に対しましては、福祉課のその制度

もお知らせして、啓発をして、もう頑張ってやっていっていただきたいということでお

願いしておきたいと思います。 

○嶋田委員長 浦野委員。 
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○浦野委員 ２６０ページの災害物資の備蓄なんですけども、これ賞味期限、物資によっ

ては賞味期限があると思うんですけど、その辺の管理はどのようにされてるのかという

点と、それと、ことしは非常に夏場暑うございますんで、どこにどのように保管されて

るのか、その室内は何度ぐらいになってるのかなってちょっと心配になりましたんで、

２点ほど。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 備蓄品の関係では食料の関係が一応賞味期限というのが定められておりま

して、アルファ化米あるいはカンパン、ビスケットですね、これについては賞味期限５

年というふうになっております。それから、粉ミルクにつきましては、２年が賞味期限

でございます。それから、紙おむつにつきましては、これ一応賞味期限というのはござ

いませんけれども、一応目安として５年が経過しますと更新という形をとっております。 

  それから、あと、備蓄しております場所でございますけれども、この町内備蓄箇所の

避難所のうち小学校あるいは中学校ですね、それとあと生き生きプラザ斑鳩、それから

２分団の屯所ということで、６カ所に分けて保管をしております。場所につきましては

当然、小学校、中学校につきましては空き教室を利用させていただいて、そこに備蓄し

ているという関係でございますので、当然、温度につきましては、その室温ですね、室

温の温度が、まあ温度というか、いうふうになっておりますので、当然開放しておりま

せんので、当然暑くはなるんですけれども、中身は問題ないということでございます。  

○嶋田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

  小林委員。 

○小林委員 ２５７ページの消防施設整備の支援の関係なんですけれども、最近、どの開

発された宅地開発のところで、自治会の設置のお願いというか、説明してくださいと言

われて、行くことが何度かあったんですけども、そこで必ず問題になるのが、宅地開発

されて消火栓はあるんですけれども、消防ホースとか格納箱がない、ほんでまあ、新し

くこられたんで、そういう消防ホースはあるけどそれがない。それで、私たち、住んで

る人たちでつくろうかってなったら、やっぱりいろんな方が集まりますので、そこでや

っぱりいったい何ぼの入会金をとろうとか、集めようとか、それで月々の自治会費とか

そういうので必ずもめはるんですよね。そうなってきたら、一番初めに、その町のほう

が開発業者さんにお願いというのはできないのかなというのがひとつと。それで、それ

と新規の自治会には、ある程度のマニュアルじゃないですけれども、僕もこういうふう
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に説明会にしてくださいと言われて、まずちょっと、総務のほうに、資料、どういう資

料がありますかっていったんですけれども。そういうときに、だれかが説明に行かなく

ても、そこで主になって自治会を設置されようとする方に対して自治会をつくるマニュ

アルみたいなわかりやすいのがあったら、それは何ていうのかね、ある程度、自治会を

つくりやすくなるきっかけになるのかなと思いますので、ちょっとまた、その２点につ

いてお聞かせ願いたいと思うんですけど、どう考えているのか。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 まず、消防の消火栓に開発でつけていただく場合なんですけれども、当然、

これは開発業者のほうで消防水利の関係がございますので、消火栓はつけていただく。

それに付随した形で当然、ホースも筒先までですね、これは一体物でございますので、

それを合わせて業者につけていただいているという現状でございますけれども。おっし

ゃっていただいているのは、消火栓だけがついっておって、格納箱がないという状況で

すか。 

○小林委員 ホースもないと。 

○乾総務課長 ホースもないという状況ですか。 

○小林委員 はい。 

○乾総務課長 開発の指示事項としては、当然消火栓についたものでございますので、当

然、格納箱もホースも筒先もつけていただくという指示をしています。 

○嶋田委員長 田総務課参事。 

○ 田総務課参事 自治会のマニュアルと申しましても、自治会というのは任意団体でご

ざいます。それで、私どもにご相談があれば、会費とかの徴収の仕方とか、役員とかも

いろいろございますので、まずはじめに、その地域の方でどういうふうな活動をされる

かもいろいろありますので、会費とか、役員とか、ある程度決まりましたら、ご相談い

ただきましたら、私のほうから教示もさせていただきますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○嶋田委員長 小林委員。 

○小林委員 はい、わかりました。やっぱり新興住宅の方ってね、やっぱりすごい若い方

が多いので、初めて実家から出て自分たちで家を持って、はじめて自治会っていうのが

どういうものかって考え出すから、なかなか何ていうんですか、向こうから役場の方に

飛びこんできにくいのかなという思いが、最近強く思いましたんで。だから、宅地開発
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されたところに対して、そういう方が来られたら、どういう目的でつくられたんですか

じゃないですけども、やっぱり簡単にまとめたマニュアルを、やっぱりそんなにしょっ

ちゅう、何百部も要るわけじゃないんで、それもある程度のマニュアルは町が持ってま

すので、それをもう用意してあげておいたら、わかりやすいのかなという思いがありま

したので、またそれは後日、ちょっと僕のほうで勉強させていただきます。  

  それともう１点なんですけれども、素朴な質問なんですけど、２６０ページの災害物

資の備蓄なんですけれども。たまに、ある施設へ行きますと、あ、ここに災害物資があ

る、で、かぎなかったり、違う場所に行ったら同じ公共施設の中に、あ、ここにも災害

物資の備蓄があるっていうふうに。あ、こんなとこにもあるんや、こんなとこにもある

んやと思ったんで、今素朴にお聞きしたいんですけど。今、この、手持ちの資料で、大

ざっぱに、各公共施設のここにはこれだけのがあるっていうのは、多分把握されてると

思うんですけれども、それが、例えば、その学校の施設のどこどこにあるとか、緊急時

にそういうところまで、学校の何々の部屋に、学校の何階にあるとか、そこまで細かく

は把握はされているのかなっていうふうに、ちょっと素朴な質問で、思いましたので、

質問させていただくんですけれども、そこまで細かく把握されてるんですか。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 先ほど課長のほうから２０カ所ということで、その備蓄しているという

話をさせていただきましたけれども、各施設にどこにどういうものが今現在何個あると。

当然のことでございますので、把握しているところです。２０ヶ所の中で小学校とか６

カ所に分散して置いておりますけども、どの階にどういうものが置いてあるということ

については当然、緊急時対応マニュアルとしても当然持っております。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

  木田委員。 

○木田委員 ２５７の消防施設整備の支援ということで、器具の格納庫なんですねんけど

も、これ、鍵ついてますわな、格納庫自体に。それは。 

○嶋田委員長 暫時休憩します。 

（午後２時４８分 休憩） 

（午後２時４８分 再開） 

○嶋田委員長 再開します。どうぞ。 

○木田委員 ついてないと言わはる人あるけど、うちのとこの何にはついてます。そして、
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その周辺の企業に対しては、全部その合い鍵というんですか、それをつくって皆配りま

した。というのは、やはりその何ですわ、そのスタンドパイプとかいうのは、やっぱり

その古いやつはアカでできているという何があったんで、やっぱりその金属が高騰して

おるときにはやっぱりそういう心配があったということで、そういう形で施錠してまし

たんですねんけども。これは非常時には、先ほども隣の自治会の何を、急に気づいたら、

それを使ってもいいんかというような形で、今はもうそれは施錠はしておりません、開

いたままなんですねんけども。だれもが使えるような、そういう器具格納庫としてのそ

の役目を果たすんかね、その周辺の方々が使うためのその器具格納庫、これは地元の自

治会とかあるいは企業なんかが設置しておるという以上は、やっぱり町から補助を受け

て、ある程度自治会からも出しているということは、仮にそういうふうなんで、スタン

ドパイプなんかを盗難した場合は、それをまたやっぱりこないしてそれだけを補助申請

するいうような形になったら、やっぱりまあ、不必要な支出になるからね。やっぱりそ

の点について、もう今やったら価格もどんどん下がってきてるから、そういう心配ない

ていうことで、今はもう外してますねんけども。一時の何やったら、多目的広場のこう

ゆうのなんかでも、皆外してなおしてましたんでね。やっぱりそういうステンレスとか

貴金属類、貴金属言うたらおかしいけど、鉄関係なんかでも高かったときやったら、皆

そういうことで外してあったやんですねんけど。それはもう、何かそういう、斑鳩町で

はそういう今まで心配はなかったんでしょうかな、そういう何か、何いうたらええんか、

盗難ていうんですか。あんなん、あの公園なんかでも、地中の電線盗まれたとかいうよ

うな一時、ようそういう報道されてましたやんか。だから、この中には、やっぱりホー

ス自体でも、あれ５万円ほどしますやろ。それとスタンドパイプは、あれ、何ぼするの

か知らんけれど、今アルミになってるけど、その前のやつはもう皆銅でできてましたや

んか。だから、その点ですね、そんなんもう今やったら安心やと思うけども、まあ、そ

こまで心配する必要ないかどうか知らんけど、とにかくそのときは、うちの自治会とし

てはそういうふうな方法をとっとったんですねんけどね。今はもうそんなんで、だれが

使うてもええやんかいう形で、もう町内全部そないして、開放になってるのかなと思っ

て。 

○嶋田委員長 乾総務課長。 

○乾総務課長 格納庫に今、鍵をかけておられるかどうかっていう確認は、当然こちらの

ほうも、全部を調べたわけじゃございませんので、詳しくはわかりませんけれども、ほ
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とんどはかけておられないというふうに思います。当然、火災がいつ起こるかわからな

いという状況の中で、やはり鍵をかけておられると、当然、初期消火ができないという

状況ですので、そういうぐあいになりますので、やはりかぎはやっぱり開けといていた

だくという形のほうが、開けておいていただきたいというふうに思います。もし、過去

にそういう盗難でというのも数件あったようでございます。ここ最近はございませんけ

れども、もし、盗難になるということであれば、それはまた警察に届けていただいて、

申しわけないですけど、また自治会のほうでご購入いただく、まあ、こちらのほうでも

補助させていただくということになろうかと思います。 

○嶋田委員長 木田委員。 

○木田委員 いや、だからね、そこで、盗難あったらって、ならそれをまた申請していた

だいて、ほんで町で補助してもらういうようなね。やっぱりそういうことのないように、

やっぱり、そんなんいつ火災起こるやわからへんですやん。だから、申請して、それか

らおりてきて、それで納品されるまでに、何カ月もかかってますやんか、今の何やった

ら。これ、１１月かなんかぐらいまでに申請しといて、それで何ですやんか、年度かわ

ってからしか下りてけえへんですやんか。そしたら、その間、その中には何も消火施設

ていうんですか、消火機材なんか、そのホース、あるいは筒先とかそんなんについても

ないていうような状況になるからね。そういうときは、町のほうは、それに対して即対

応して補ってくれはんのかどうか、それについてはどうですか。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 先ほど、課長が開けてもらいたいというような言い方しました。各自治

会の中で状況がいろいろとあると思います。木田委員さんがおっしゃっているみたいに

一定の方が合い鍵をつくってお渡ししておられるというのもひとつの方法だと思います。

万が一、盗難に遭った場合につきましても、とりあえずその道具などについては早く手

配できるような形を検討してまいりたいというふうに考えております。 

○木田委員 それは頼んでおきます。はい、結構です。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 これをもって、第８款、消防費について審査を終わります。 

  １５時１０分まで休憩いたします。 

（午後 ２時５５分 休憩） 
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（午後 ３時１０分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  次に、第１０款、災害復旧費、第１１款、公債費、第１２款、予備費について、合わ

せて説明を求めます。 

  清水総務部長。 

○清水総務部長 それでは、恐れながら座って説明させていただきますので、よろしくお

願いします。まず、第１０款、災害復旧費に係る歳出決算の状況についてでございます。 

  決算書では２０２ページから、主要な施策の成果報告書の３１７ページからでござい

ます。平成２１年度におきましては、災害復旧を要する災害が幸いにも発生しなかった

ことから、予算の執行はございません。 

  続きまして、第１１款、公債費についてであります。決算書では２０４ページでござ

います。主要な施策の成果報告書の３２２ページをお願いします。まず、第１１款、公

債費で予算現額８億８，４９２万６，０００円に対しまして、決算額は８億７，８１５

万２，３６７円で、執行率は９９．２％となっております。第１項、公債費につきまし

ても同額の執行となっております。第１目、元金では、予算現額７億５３７万６，００

０円に対しまして、決算額は７億５３７万５，９６１円で、執行率は９９．９％となっ

ております。次に、第２目、利子では、予算現額１億７，９５５万円に対しまして、決

算額は１億７，２７７万６，４０６円で、執行率は９６．２％となっております。  

  平成２１年度における町債の状況は、借入額が６億９，７７０万円、償還額が７億５

３７万６，０００円で、年度額の町債残高は１０３億９，２２０万９，０００円となり、

前年度と比較して７６７万６，０００円減少しております。 

  減少の主な要因は、昭和５８年度借入の斑鳩南中学校建設事業債、平成９年度借入の

ふるさとづくり事業債の償還が完了したことによるものでございます。町債の活用につ

きましては、本町が当面する政策課題を克服していくためには、いわゆる特例債の活用

も含め、その活用はやむを得ないものであるとは考えておりますが、将来にわたる財政

負担を十分に考慮して対応してまいりたいと考えております。 

  最後に、第１２款、予備費であります。予算現額３億６，５４１万円に対しまして、

決算額は０円となっております。平成２１年度では緊急に対応しなければならなかった

新型インフルエンザの対応に２２８万円、台風１８号への対応に２６４万１，０００円

等々、合計で１，７６５万８，０００円を充用しております。 
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  以上をもちまして、第１０款、災害復旧費、第１１款、公債費、第１２款、予備費に

係る歳出決算の状況につきましての説明とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、これらについて質疑をお受けします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 これをもって第１０款、災害復旧費、第１１款、公債費、第１２款、予備

費についての審査を終わります。 

  続いて、認定第５号 平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認

定についての審査を行います。理事者の説明を求めます。 

  清水総務部長。 

○清水総務部長 はじめに、議案書を朗読させていただきます。 

  認定第５号 

     平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

  標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。 

  平成２２年８月３０日提出 

                               斑鳩町長 小城利重 

  座らせていただきます。それでは、説明をさせていただきます。 

  歳入歳出決算書では２４２ページ、主要な施策の成果報告書では３６３ページからと

なっております。第１款、総務費、第１項、総務管理費の第１目財産管理費では、予算

現額８０万５，０００円に対しまして、決算額は７３万２，２３１円で、執行率は９０．

９％となっております。平成２１年度におきましては、水中曝気ポンプ２台を４月末か

ら１１月上旬の約７カ月間稼働させ、下司田池の水質悪化を防ぐとともに、定期的な溜

池堤塘の草刈りの実施や、周囲のネットフェンスの破損箇所の修理、水中曝気ポンプの

定期的な整備と不良ポンプの修繕を行うことにより、財産区財産の適正な管理に努めま

した。３６６ページの第２款、予備費では、予算現額３４２万５，０００円に対しまし

て、執行も充用も行っていないところでございます。 

  以上をもちまして、平成２１年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計決算につきましての

説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきまして、認定をいただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 
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○嶋田委員長 説明が終わりましたので、これに対する質疑をお受けいたします。 

  浦野委員。 

○浦野委員 決算内容についてはどうこうないんですけども、朝方に代表監査委員さんか

ら、決算審査の意見書の１４ページの真ん中あたりに、地元水利組合と情報交換、意見

交換を図って、将来の展望について検討しておくべきではないかというご提示もありま

したけど、地元幸進町の水防の問題とか、また池の腐敗の問題とか、それから暴気ポン

プで腐敗がしないようにということですけども。この水質を見る限り、かなり青粉の発

生もしてますし、将来の展望についてちょっと聞いておきたいと思うんですけど。  

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 この下司田池につきましては、今現在、水利権を持っておられる方

がおられまして、一部耕作に使われておる状況でございまして、その中で、監査委員さ

んも申しておられましたとおり、以前から水利権のことにつきまして、水利組合の方と

もお話しさせていただいているところでございます。今後も引き続きまして、この水利

権の放棄について水利組合長さんとまたお話を続けてまいりたいというふうに思ってお

ります。その間は、町としても財産の維持管理に努めてまいりたいと思っております。  

○嶋田委員長 浦野委員。 

○浦野委員 今まで、子どもが池にはまったり、そういった事故もなかったので、幸いや

ったんですけども。やはり、将来放っておくような池には思われませんので、やはり水

利組合あるいは地元の方と今後十分協議しながら、池の存続まで将来展望を持つべきじ

ゃないかなと。と言いますのは、この財源も細ってきてますし、また一般会計からの繰

り入れとかいう事態も間近に迫ってると思いますので、これは要望しておきます。  

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 私は要望というレベルよりも、この地元水利組合との協議っていうのは、も

う早急にやっていかんとあかん問題で、この下司田池が今後どうなのか。必要なのかど

うなのかとか、今言われました危険な状況を回避すべきなのかどうか。 

  今お金があるから、２１年度は７３万２，２３１円も使ってるんですよね。もう本当

に、さっき浦野委員が言うたように、もう言うてる間に、ここの特別会計のお金もなく

なってくるだろうと。で、もうなくなってからでは遅いんですよね。やっぱり、その会

計にお金がある間にきちっとやっぱり展望を出しとかんとあかんというふうに思ってる

んですけど。先ほどの答弁では、ちょっと悠長な感じがするなと。以前からも、この会
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計は入ってくるところがなくて、出るばっかりの会計だからということで、私もずっと

言ってきてるんですけれども。どうも、いよいよ金額的に見ても、これぐらい年間お金

がかかるのであれば、何とか考えなければならないところだなというふうには思ってる

んですが。どうでしょうかね。具体的にもうちょっと、どんなふうに協議を進めるとい

うのか、この下司田池が必要な池であるのかどうか、水利が今、耕作にも利用っておっ

しゃったけれども、その前には、どうも説明のときに聞いてたら、もう耕作に利用して

いないっていう説明を町が一遍してると私は思うんですけどね。ですから、その辺もち

ょっとはっきりしてほしいですし、本当に、これ、もうそんな悠長に考えている問題で

はないというふうに思うんですが、どうでしょうかね。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 この２１年度決算の差引額を見ていただきますと、３５１ページの。こ

としも同じように歳出で出ていくと約５年もたないという形になるかなと。単純に言う

とそういう形になります。ただ、地元水利組合との話の中でまだ１軒、耕作をされてる

という状況もある中で、水利の問題をどう解決していくのかということが一番にネック

になってくるかと、そういうふうに考えております。今後も財産、お金が予算がなくな

ったらという話がもう一方でございます。以前にもお答えをしているとは思いますけど

も、財産区財産の一部を売却するといった形も視野に入れながら、その水利権等々があ

る限りにおいて、そう主張をされる限りにおいては、そうしたことでこの会計を存続さ

せていくしかないのかなというふうに考えております。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 そしたら、これはもうそしたら続けていく、その水利組合との関係と、それ

から土地の売却いうたって、その池と池の周辺と、まあその売却って言うたら、どんな

ふうに売却ができるのかはちょっと想像をしにくいんですけれども、あの何ていうんで

すか、水利権を持っておられる方って、私こういうこと、あんまり詳しくないんですけ

れども、その責任ってどうしてこれが、まあ町が管理する責任になっているのか、水利

権との関係の中でよくわからないんですね。竜田川やったら、川の水利権との関係とか、

割とあれなんですけど、池のほうが私ちょっとよくわからないんですけれども。これ、

ずっと町がその水利権持ってる方で地元の水利組合とかの協議の中で、その部分的な財

産を処理して、そのお金を会計に入れてまでも、今後もそしたら、これはずっと特別会

計として存続をする、これはもう当分っていうのか、もう今５年ぐらいでお金なくなり
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ますやんかっていう話をしてるのに、それを超えて、じゃあずっとこれをこの特別会計

のこの状況っていうのがずっと続いていくというふうに、今言われたんかなと思うんで

すけどね。それで本当にいいのかどうか。ほかに解決方法がないのかどうかとかいうの

がね、まあ、私もよくちょっとわかってないところもあるんで、それ以上のことは言え

ないんですけど。でも、何かきちっと解決していった方がいいんじゃないかなっていう

ことは思ってるんですけど、再度、お願いしたいと思います。この会計は、ずっとじゃ

あ続くという考え方で私たちは見ておかなければならないのかどうか。 

○嶋田委員長 清水総務部長。 

○清水総務部長 ずっと続くかどうかにつきましては、今後の水利組合との協議の中で、

どう話になるのかということになってこようかと考えてます。当分の間はそうしたこと

で、先ほど答弁させていただいた内容で存続はやむを得ないというふうに考えてます。  

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

  伴委員。 

○伴委員 すみません、同じような話をするんで。その水利組合との協議の結局、頻度、

内容というのはどんな感じになってるんでしょうか。 

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 組合長さんのほうから、年に２回程度の、昨年でしたら２回程度、

こちらのほうに来られたときにお話をさせてもらったということで、協議といいますか、

話しはさせていただいております。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 大体、毎年２回ぐらいはずっと協議を続けて、今後のことを含めの協議はして

いただいているということですね。ずっと、過去からもずっとそんな感じですか。  

○嶋田委員長 西川企画財政課長。 

○西川企画財政課長 はい。以前から私が聞いておりますのは、そういう形で、組合長さ

んのほうから、こちらに来られた際に、企画財政課のほうに寄られまして、お話をさせ

ていただいておるという状況です。 

○嶋田委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 そしたら、私のほうからちょっと一言お聞きします。 

これ、財産区になった原因というのは、もう理事者のほうはご存じだと思います。ま
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た、山田さんいうんですかね、貸してあったとこと裁判になって、その和解になった費

用を払うために、堤を斑鳩町がお金を出して買ったと。それで、和解金を払ったという

経緯があります。その残りのお金が、これ、今現在では３００何万ですか、ということ

になっています。あと、土地を買うと言えば、池の部分、水張ってる部分を町のお金で

また買い上げるということになろうかとは思いますけれども、果たしてそれが斑鳩町の

住民さんに納得していただける処置なんかどうかいうのは、私ははなはだ疑問には思っ

ております。先ほどから、何遍も言われておりますが、あと５、６年、数年で枯渇する

と、そういうふうな状況で、年に２回ほど話し合いをしてるいうけれども、そんなん、

もう基本的に世間話ではないんかと。実際問題、もうお金がないんやと、どないしまし

ょと、そういう話で真摯な話し合いを持たれるべきであろうと、私は思います。そこら

辺、どういう考え、先ほどから答弁いただいていますけれども、これから真摯に話し合

いしていっていただけるのかどうか、そこら辺、どうですやろ。 

  清水総務部長。 

○清水総務部長 年２回、真摯な話し合いかどうかという話ではございますけども。私ど

もといたしましても、当然、まだ耕作をされている方が現におられるといった中で、そ

の水利権についてどうこれから考えていく必要があるのかという中で、真剣にお話をさ

せていただいているつもりでございます。先ほど、委員長のお話しの中で、堤塘だけで

なくて池地を買う可能性、どうのという話もございましたけど、そこまでは今のところ、

私どもも考えているものでございませんで。先ほど、私も申し上げましたように、今、

財産区、財産として持っておる一部を売却等々をしていく中で、会計の存続を図れたら、

図ってまいるというふうに考えております。これ以上の公費を、この会計に入れるのか

どうか、繰り入れをするのかどうかにつきましては、当然議会の皆さん方と相談してま

いりながら進めていく必要があるものでございますので、当然、議会の議決等々が必要

になってくる場合もあろうかと思いますけれども、当分の間は、先ほど私が申し上げま

したような形で存続をせざるを得ない状況になっているような話がございまして、委員

長がおっしゃるように、当然、真摯な態度でもって、先方と話し合いをしていきたいと

いう気持ちは当然持っております。 

○嶋田委員長 池の下のほうで１軒、耕作しておられるということで、毎年、稲作ですか、

やっておられますけれども、水利に関しては他のとこから入れておられるという情報も

私のほうはいただいております。下司田池の水を使っておられないということも聞いて
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おりますのでね、そこら辺も調査していただいて、話し合いは続けていっていただきた

いと、このように思います。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 それでは、ないようですので、大字龍田財産区特別会計に対する質疑を終

結いたします。 

  これをもって総務部会計室、議会事務局所管に係る決算について、審査を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時２８分 休憩） 

（午後 ３時３４分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  それでは、住民生活部所管に係る決算審査を行います。 

まず初めに、第２款、総務費について説明を求めます。 

  西本住民生活部長。 

○西本住民生活部長 それでは、第２款、住民生活部が所管いたします決算の内容につい

てご説明いたします。座らせていただいてご説明を申し上げます。 

  まず、主な施策の成果報告書８７ページをごらんいただきたいと存じます。  

  第２款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費のうち、住民生活部が所

管となっております人権の擁護でございます。人権尊重思想の啓発活動や相談業務を実

施していただいております人権擁護委員協議会に対しまして、１３万７，０００円の負

担金を支出しております。次に、相談体制の強化であります。まず、人権相談の実施で

ありますが、人権侵害等の問題解決への助言・支援を行うために、斑鳩町の人権擁護委

員により、毎月１回人権相談を開催していただいております。また、無料法律相談の実

施につきましては、奈良弁護士会の弁護士によります無料法律相談を月３回開催し、住

民の皆様が抱える諸問題に対し、問題解決への助言を行うための相談できる体制づくり

に努めました。相談件数は１６３件で、その経費としまして１３７万５，５００円を支

出しております。 

  次に、９１ページでございます。９１ページをお開きいただきたいと存じます。  

  行政サービスの充実といたしまして、行政相談の実施につきましては、斑鳩町の行政

相談員により、毎月１回、開催していただいており、行政サービスや手続に関する相談
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受け付け、相談者への助言や関係機関への通知などを行っていただいております。相談

件数は１６件でございました。 

  次に、１０９ページから１１０ページでございます。第８目、交通安全対策費であり

ます。恐れ入ります、１１０ページをごらんいただきたいと思います。その次のページ

です。１１０ページの交通安全対策の充実でございます。まず、放置自転車の防止につ

いてでありますが、決算額は４６万１，７９６円で、平成２１年度におきましても、Ｊ

Ｒ法隆寺駅周辺での自転車等の放置防止指導及び放置自転車の移送、保管、引渡し業務

を実施したところであります。平成２１年度の放置自転車の移送台数は全体で６７台で

あり、平成２０年度と比較しまして、減少しているところであります。 

  次に、１１１ページ、第９目、自転車等駐車場運営費でございます。予算現額１，１

４３万９，０００円に対しまして、決算額１，１４２万９，５２２円、執行率９９．

９％でございます。平成２０年９月３０日の南口駐車場の閉鎖に伴い、平成２１年度は

北口駐車場のみでの運用となったために、全体的な利用台数、使用料は平成２０年度と

比較しまして減少しているところでございます。一方、北口駐車場のみを平成２０年度

と比較しますと、利用台数にしまして１，９６０台多い３万９，７１５台、使用料にし

まして２４万９，０３０円多い１，４６１万５，７３０円となっているところでござい

ます。 

  次に、１２２ページをお願いいたします。第３項、戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍

住民基本台帳費であります。予算現額５，０２８万７，０００円に対しまして、決算額

は５，０００万６，５００円で、執行率は９９．４％であります。はじめに、行政サー

ビスの充実として、住民記録及び戸籍の電算システム化や自動交付機の導入などにより、

正確で迅速な事務処理を行うとともに、親切な窓口対応に努めているところであります。

なお当町では、従来から、窓口での各種申請・届出の際には、個人情報保護及び虚偽申

請の未然防止の観点から本人確認を行い、虚偽申請の未然防止に努めておりますが、平

成２０年５月より、戸籍や住民票の申請等における本人確認が厳格化されまして、より

適正に対応しているところでございます。次に、１２３ページの３つ目、住民窓口の充

実として、役場庁舎外での証明書の交付サービスにつきましては、平成２１年４月より、

町内で３郵便局、竜田郵便局・法隆寺郵便局・斑鳩興留郵便局からの町の施設でありま

す西公民館・東公民館・総合保健福祉会館への移行してございます。引き続き、窓口サ

ービスの向上に努めているところでございます。 
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  次に、１２４ページの事務の効率化としまして、住民基本台帳ネットワークの運用で

ございます。住民基本台帳ネットワークは全国共通の本人確認できるシステムであり、

国の行政機関等に年金の現況届やパスポートなどを申請するに当たり、住民票の添付や

証明を受ける必要がなくなるなど、申請手続きの軽減と事務の効率化が図られています。 

なお、住民基本台帳カードの平成２１年度のカード交付件数は１２８件と、前年度とほ

ぼ同数でしたが、写真つきのカードは金融機関窓口などでも運転免許証などと同様に、

公的証明書として使用できることから、本人確認書類としての機能もあることも含めて、

より一層周知啓発に努めますとともに、これらの事務にあたっては個人情報法に万全を

期し、セキュリティ対策に努めているところであります。なお、広域交付の承認は２１

件、広域交付の発行が５件でございました。 

  以上で、第２款、総務費のうち、住民生活部の所管にかかります説明とさせていただ

きます。何とぞよろしくご審査を賜りますよう、お願いいたします。 

○嶋田委員長 説明が終わりましたので、第２款、総務費についての質疑をお受けします。 

  伴委員。 

○伴委員 ８７ページの無料法律相談の実施ですねんけど、これは、昼から来ていただい

ているような格好で、朝から来ていただいてますのかな。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 無料法律相談につきましては、昼の１時から４時でございます。相談時

間は１件につき３０分でございます。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 数字のとこ、１６３回実施されてるのは、これ１時間当たり、逆に言うたら、

これ弁護士さんですねんけど、お支払い、１時間当たりのチャージっていいますか、報

酬いうたら何ぼになっとるのでっか。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 すみません、１時間当たり、１回当たりですか。 

○伴委員 どちらでも。 

○清水住民課長 １回当たりで３万６，７５０円掛ける３６回ということで、１年間３６

回行ってますので、それにプラス事務費が５万２，５００円はかかってまいります。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 ３６回、これ無料法律相談、１６３回ってこう書いてありますねんけど、ちょ
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っとこのあたりが、わかってません、すんません。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 １６３回いうのは、毎週、毎月の火曜日、毎月２、３、４の火曜日に行

っておりますので、それで１回につき、１回３０分で計算しますので、１日６回、６回

やってございます。 

○伴委員 １日に６件の。 

○清水住民課長 相談がございますので、で、おられない、来られない日もございますの

で、いっぱいになる日もございますねんけど、あく日もございますので、回数的にはこ

んな回数になってしまいます。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 内容はわかってきました。結局、１６３いうのは３０分で１回という計算でこ

の数字になっとると。ということは、これ逆にいうて割ってもうたら、３０分が何ぼに

なるわけでっか。３０分で１こまでっしゃろ。 

○清水住民課長 はい。 

○伴委員 これ、１３７万でっか。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 ８，３２８円。 

○嶋田委員長 暫時休憩します。 

（午後 ３時４５分 休憩） 

（午後 ３時４６分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  清水住民課長。 

○清水住民課長 すみません、１時間１万２，０００円のお支払いとなっております。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 うちでの弁護士さんとしたら勉強してくれてはると、これでようわかりました。 

  ちょっともう１点ちょっとお願いしたいんですけど、１２３ページの住民窓口の充実

で、２１年度から各公民館、また総合保健福祉会館のほうでかわったと。ほんで、実際

とられる数は減ってしまってると。実際、西側に私住んでますねんけど、西公民館は便

利ですねん。そやけど、何かの都合っていう面で、どうしても郵便局のほうが、ある面

で都合、何かの都合で行くいう面では非常にとりやすかった部分があるんですね。距離



－ 91 － 

的なもんでは今のほうがものすごく便利なんですけどね。お年寄りが歩いて行かはるん

で、西公民館は便利やと。けど、数字上こうなってるのも理解できますねんけど、これ、

何か、こういう公共施設いうのは、まあ言うたら、これ無理や思いまんねんけど、ＡＴ

Ｍ置いたり、そんなことはできまへんねんな。ＡＴＭって、まあ銀行のＡＴＭみたいな、

何かの都合があったらものすごいふえると思うんですわ。すんまへん。 

○嶋田委員長 西本住民生活部長。 

○西本住民生活部長 確かにＡＴＭ、銀行ＡＴＭのことだと思いますが、公共施設、もの

は本庁舎、役場にもＡＴＭは備えつけてますので、公共施設で別にＡＴＭを置けないと

いうようなことはないんですが、これは銀行との関係もございますし、また、西公民館

につきまして、今後ＡＴＭを置くという予定は今のところございません。で、今、西公

民館であれば、少し不便、近場ではいいですけども、利用される方が少ないのではと。

確かに郵便局等にございましたときは、郵便局へ行かれる用事も多くて、その際に住民

票とかの発行を利用されていると思いますけども、この移動をしましてから、今現在１

年半でございます。今後も、公民館、また生き生きプラザ斑鳩等での住民票等の発行に

つきまして、啓発を進めていって、より多くの住民の皆様にご利用いただけるように努

力してまいりたいと考えておりますので、当分の間は、この公共施設で発行していきた

いと、このように思っております。 

○嶋田委員長 伴委員。 

○伴委員 言われること、ようわかりまんねん。啓発してもうて、ふやしていっていただ

く。実際便利の部分はあるんやけど、その辺の何か、こう都合、ほかのやつとかみ合わ

せたら、ぱっと変わると思いますんで、またちょっとその辺、考えていただいて、よろ

しくお願いします。以上でございます。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

  里川委員。 

○里川委員 成果報告書の１１１ページなんですけれども、自転車駐車場の利用状況で、

２１年度から南口のほうの駐輪場がなくなっているということなんですけれども。当時

もいろいろ問題になっておったんですが、身体障害者協会のほうに業務を委託されてい

る中で、ここで働いておられた方が、南口がなくなるっていうことにつきまして、働い

ておられた対象の人数の方が北口しかないということになったら、働く時間が減るとか、

働ける人がどうなっていったのかとかいうことについて、いろいろ協会の中で、会長さ
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んは町と話し合いをしておられたかもわからないですけれども、この会員さんで働いて

おられる方には、いろいろ心配や不安・不満もあったんではないかなというふうには思

っていたんですけれども。２１年度、実際このようになって、いかがだったでしょうか。

身体障害者協会の生活を脅かすような状況になったのかどうか、十分働いていただけて

いるのか、委託をしている中で、特に委託先が身体障害者協会ということもありまして、

私は気になっているんですけれども、現状、どうですか。 

○嶋田委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 委員のほうもおっしゃっていただいてますように、自転車等駐車場

につきましては、斑鳩町身体障害者福祉協会に委託をしております。平成２０年９月３

０日をもって南口を閉鎖する際、協会の会長さんとも話し合いをさせていただきました。

当時、南口に勤めておられた方もすべて北口でローテーションを組んで従事をしていた

だくということでお話し合いをしたところでありました。平成２１年度につきましては、

その後、体調不良等々でお辞めになった方もおられます。会員１１名で２１年度は従事

をされております。さらに２２年度につきまして、今年度につきましては２名の方が辞

められて、現在９名で従事をされている状況であります。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 身体障害者の協会の方も会員さんも高齢化がちょっと進んだような状況もあ

る中で、働いておられる方も若干減ってきて、今の説明やったら、人数の調整が何かう

まくいってるような状況だということなんで、少し働きたい、辞めたくないと思ってい

る方にとっては、頑張っていただけるような状況があるということでしたら、結構なこ

とだと思います。もう１点は、先ほども住民窓口の充実、１２３ページにあります、こ

れまで郵便局でとっていた証明が公民館とか生き生きプラザにかわったということで、

とる件数が減ってるということも、先ほどの委員もご指摘ありましたけれども。地域性

もありまして、私たちが住んでいる法隆寺地域でしたら、郵便局が非常に便利がよかっ

たんですけれども、行くところが、一番近くで東公民館になるのかなっていうことであ

れば、法隆寺地域のお年寄りなんかにとっては不便な状況になったなということは感じ

ておるんですけれども、その点、何か町のほうに住民さんのほうから苦情とかそういう

ものは特にはなかったでしょうか。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 今のところございません。 
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○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 ないようでしたら、それは非常に結構なことかと思いますけれども。ＪＡさ

んの関係もそうですけど、法隆寺は支所からもうなくなって、全部竜田へまで行かなあ

かんいうたら、もう本当に難儀して行っておられるような状況もありましたんでね。ま

た、この証明も、せっかく法隆寺の郵便局の近くであんのに、また遠いとこまで走って

もらわんなんなあと思って、ちょっと私自身は実際はどうなんのかなと、心配をしてた

んですけどね、今のとこ、苦情がないようでしたら、結構かと思います。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

  小林委員。 

○小林委員 僕も１１１ページの駐輪場の関係なんですけれども、１年前にも言わせてい

ただいたんですけれども、１９年度から、ここの委託料の単価も数十円引き下げられた

根拠に、やっぱり正職員も臨時職員も皆一律、財政難ということで下げるというふうに

ご説明されて、さらに近隣の駐輪場の委託先も調査されて、単価の引き上げを設定され

たわけですけれども、やはりそれから今になって、やっぱり臨時職員の方も解決されま

したし、ほんで、これだけ一般の方の雇用情勢も厳しい中で、やっぱりシルバーとか民

間の業者と比較するのではなく、やっぱり斑鳩町は身体障害者協会に委託していますの

で、ただ、来年度の予算のほうで言わせていただきますけれども、それも頭の中に入れ

ていただいて、考慮していただきたいなというふうに考えてます。 

本題がですね、この本年度、町がとられたアンケートの中に、駐輪場、南口、どのア

ンケート調査か忘れたんですけども、南口の駐輪場が急に閉鎖された後にね、方の苦情

のアンケートが載ってたと思うんですけどね、一覧に。となってきたら、果たして今ま

ででどれぐらいの方が南口がなくなって困ったのかなって、僕の中ではですね、その閉

鎖するときに、町の方から十分今の民間の方でカバーできますというふうにお聞きした

んですけれども、その人が書いている文言には、ちょっとしばらく駐輪場に困ったよう

な記述が書いてあったように思うんですけれども、何か、町の説明ではカバーできるっ

てあったんですけど、やっぱりそういう方もおられたのかなっていうふうに、僕もやっ

ぱり調査不足だったなとあるんですけど。町に寄せられたそういう苦情というか、件数

はどれぐらいあるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○嶋田委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 南口の駐輪場を閉鎖する際、他の私営の駐輪場等々を調査をさせて
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いただきました。当時、当町には、約３５０台の利用があったわけですけども、私営の

駐車場等々で、４５０台は収納可能ということで、十分対応できるということで、閉鎖

に踏み切ったわけですけども、当時も表立って南口駐輪場の閉鎖に伴いまして、他の駐

車場に移行できなかったという声は、直接、町にはいただいておりませんので、すべて

の方がスムーズに移行できたのだというふうに町は考えております。 

○嶋田委員長 小林委員。 

○小林委員 すみません、僕が勘違いしてたのかもしれませんけれども、もうちょっとね、

そのアンケートの調査の一覧のところには、何か、ちょっと女性だったかな、厳しい表

現でその文言があったので、ほんでまあ、総合計画かな、ちょっと僕のほうの勘違いか

もしれませんので、調べておきますので、その件はまた後日言わせていただきます。  

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

  里川委員。 

○里川委員 すみません、もう１点ちょっと確認させてください。成果報告書の１２４ペ

ージにあります住基ネットの関係なんですけれども、これ平成２１年度、カード１２８

発行していると。これ前年度は１２７であるということで、単年度でこれだけの枚数発

行したということで理解をしていいのかなと思うんですけれども、じゃあ、この住基ネ

ットが始まってから、累計でどれだけカードが斑鳩町の中で浸透してるのかなと。斑鳩

町の町民さんが住基カードをどれだけの方が持っておられるのかなという累計の数字も

ちょっと教えていただけたらというふうに思うんですが。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 これは単年度の数字でございます。平成１５年から２１年まででいきま

すと５３９枚の発行をしています。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 かなりお金をかけて、これやってきました。これは国の号令によりまして、

町はせざるを得ないと。国の号令でやったものの、朝からのいろいろな話ではありませ

んが、国庫支出金がどの程度あるのかといえば、意外と国からお金が出てなくて、町の

持ち出しがかなりあったと。確か、私が調べたときでは、半分ぐらい町が持ち出しをせ

なあかんかったんかなと思うんですけどね。そういう形で結構、１５年当初からお金使

ってきてる割には、住基カードがまだ５３９ですか、というような状況しかないという

ことについて、どうですかね、町としては、これだけ資金投入して、これ単年度で１２
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８枚発行して４４９万、４５０万使ってこれぐらいしかカード発行されてないような状

況で、全体で５３９しかまだないと。これお金使いながら、こんだけ発行の枚数も、発

行率が非常に低い中で、今後の展開としたらどうなんでしょうかね。私たちはやっぱり

費用対効果というものもきちっと考えないといけないし、物によっては費用対効果だけ

で済まない、人にかかわる問題では費用対効果だけでは考えられない問題もありますけ

れども、こういうものについては、費用対効果っていうのはきちっと見とかなあかん部

分かなっていうことも思うんですけどね。じゃあ、これだけお金をかけて、今後これを

どんなふうに生かしていこうというふうに考えておられるのかっていうことなんかは、

いい機会ですので、一度聞いておきたいなというふうに思いますが。 

○嶋田委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 今、住基ネットカードでございますねんけども、先ほども申し上げまし

たように、今現在では、本人確認、写真入りですが、本人確認の分しか使っておりませ

ん。それと、税務署の関係では「ｅタックス」というインターネットにより税金の申告

に使われるやつで使っております。それと、住基ネットにつきましては、今まででした

ら、旅券の申請とか住民票が必要になっていたんですけども、それも省略できますし、

恩給の受給権調査とか、年金の再提示の展示資料の省略、年金受給者の現況届、毎年で

すが、現況届を出しておられたんですけども、それの省略もできております。あとは、

もうひとつは、全国どこでも、市町村でも公的機関の証明書があれば、住民票の発行を

受けることができるということになっております、ということです。 

○嶋田委員長 里川委員。 

○里川委員 最初の売りは、全国どこでもというやつでしたけどね。せやけど、結局、広

域交付の発行なんて年間でわずか５ですやんか、２１年度にしたってね。そやから、最

初えらい旗振って、国の号令でやって、ほいでお金も相当、これ１５年から斑鳩町も大

分持ち出ししてきてると思うんですけどね、国がこんなん全額出してくれてるわけじゃ

ないですからね。斑鳩町もかなりお金出してる割には、このあんまり成果の上がらない、

えらいカードっていっても進まない事業やなと思いながら、今後の展望としてはやはり、

どうしていくんか、町はね。もうお金かけてこうやってる以上はもっと進めていくのか、

その辺が私も今ちょっとこれ、決算見ていても、あんまり見えてこないので、このまま

同じように毎年こんな５００万近うお金使うてこんなことかなと思ってね。ちょっと財

政厳しいと言いながらもね、もうちょっと何か考えていかなあかんのかなということを
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ちょっと思いましたんで、今質問をさせていただきましたが。国のほうがまた今後これ

を進めてきた国が、どんなこと言うてくるのか、また、政権かわってますし、今また何

か党首の交代があるのかないのか、わからんけども、ごちゃごちゃしてはりますのでね、

まだこういうとこが全然出てきませんけどね。だけど、せんど、市町村にもお金使わせ

て、こういうことを進めてきて、これがいい方向で何か進めばいいんですけど、また国

の動向なども十分踏まえて、こんだけのお金使うんですから、ちょっとまた研究をしと

いていただけたらというふうに思いますので、お願いしたいと思います。 

○嶋田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋田委員長 これをもって、第２款、総務費についての審査を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ４時１０分 休憩） 

（午後 ４時１０分 再開） 

○嶋田委員長 再開いたします。 

  本日はここまでとし、これにて散会いたします。 

  ８日は午前９時から再開し、引き続いて審査することといたします。 

  本日はどうもご苦労さまでございました。 

（午後 ４時１０分 散会） 

 


